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（午前９時 29 分　開議） 

○委員長（岡本安弘君）ただ今の出席委員は

７人で全員であります。 

　これより令和６年度決算審査特別委員会

を開会いたします。 

　本委員会に付託された案件は、去る９月定

例会から継続審査となっております認定第

１号から認定第 10 号までの令和６年度各会

計決算の認定 10 件であります。これの審査

を願います。 

　これより議事に入ります。 

　本日の審査は、認定第１号　一般会計決算

とし、明日 10月 16 日（木）は、認定第２号

から認定第７号までの特別会計決算を、最終

日 10 月 17 日（金）は、認定第 10号　病院事

業会計、認定第８号　水道事業会計、認定第

９号　下水道事業会計の順で審査すること

といたします。 

　なお、本日の審査において、未了部分があ

る場合は、二日目は、その未了分から審査す

ることとし、また、二日目の審査において未

了部分がある場合は、最終日の、下水道事業

会計の審査終了後に、その未了分を審査する

ことといたします。 

　この際、申し添えます。 

　質疑の際、発言者はページを、答弁者は職

名を申し述べてください。また、答弁は着席

にて行なってください。委員並びに答弁者と

もに必ずマイクを使用し、発言後には必ずマ

イクのスイッチをお切りください。質疑は一

問一答でお願いいたします。 

　なお、質疑・答弁の際は、結論や要点を先

に述べ、その後に詳細を補足するかたちでお

願いいたします。委員と職員間はもちろん、

市民の方にも分かりやすい質疑・答弁となる

よう、結論や要点を先に述べ、その後に詳細

を補足するかたちでのご協力をよろしくお

願いいたします。 

　それでは、これより審査に入ります。 

 

○委員長（岡本安弘君）認定第１号　令和６

年度橋本市一般会計決算の認定について　

を議題といたします。 

　これより質疑を行います。各会計歳入歳出

決算書をお開きください。 

　便宜、事項別明細書により、歳出から款別

に行います。48 ページをお開き願います。 

　まず、１款　議会費　48 ページから 49 ペ

ージまで、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、１

款を終わります。 

　次に、２款　総務費　49 ページから 72 ペ

ージまで、質疑ありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）おはようございます。

000402、65 ページの窓口業務等アウトソーシ

ング委託料でお伺いします。 

　窓口業務のアウトソーシングについて二

点、サービスの市民が受ける評価と、それか

ら費用対効果はいつから出ますかっていう

二点について、お伺いしたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）まず、その費用対

効果っていうところですけども。費用対効果

は、そうですね、人員配置の見直しっていう

ところで算出してるんですが、そういった順

次出て行くことになりまして、今回、令和６

年度決算で言いますと、総務課の入札参加資

格受付事務ですね、こちらが令和６年度から

会計年度から委託に切り替わったんですけ

ど、それによりまして、前年度比で約 60万円

ですね。削減となってます。その他について

は、令和６年度から開始した窓口等アウトソ

  

１　認定第１号　令和６年度橋本市一般会

計決算の認定について 
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ーシングとしては、税務課、市民課、それか

ら産業振興課となってまして、これらの人員

配置の見直しっていうのは、令和７年度以降

ですね、順次となっているんで、逆にその令

和６年度においては、740 万ほどですね、増

加となってます。 

　現在ですね、その他、令和７年度からの税

務課であったり、それから総務課、それから

介護ですね、というのが開始していてます。

今後もですね、例えば、年末調整事務の外部

委託であったりとか、公務員の外部委託って

いうところも試行であったり、準備やったり

っていうところを行なってるんですけど、こ

れらの効果っていうのが、例えば、令和８年

度においては、約 1,900 万円ほどですね、削

減効果として出てきます。令和９年度で、今、

申し上げた委託の効果っていうのが全部出

るんですけど。それでは大体、4,600 万円ほ

どですね、年間削減効果っていうのが出ます。 

　ただ、この削減効果っていうのは、予算額

が減るっていうことではなくって、人員をで

すね、別の部署で、住民サービスの改善など

にですね、配置を見直すということになりま

すんで、その、どういうところに配置してい

くかっていうところが重要かなと考えてま

す。 

　サービス向上っていう意味で言いますと、

市民課のほうでですね、アンケートっていう

のを２か月に１回ですね、取っていってるん

ですけど、そちらのほうでは、大体７割から

８割ほどがですね、接遇であったりとか、そ

れから待ち時間についてもですね、満足して

いると、そういった回答を得ております。 

　以上。 

○委員長（岡本安弘君）いいですか。 

　ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）改めまして、おはよう

ございます。56ページの下のところで、一番

下の負担金及び補助金っていうところなん

ですけど、そこの 01 の転入夫婦新築住宅取

得補助金なんですけども。これ、予算の割に

利用者が少ないっていう、金額見たらそう感

じたんですけど、ちょっとこの状況っていう

の、利用されてる状況を教えていただけたら

と思います。 

○委員長（岡本安弘君）シティプロモーショ

ン課長。 

○ シティプロモーション課長（大福　忍君） ただ今

のご質問にお答えします。 

　転入夫婦新築住宅取得補助金、550 万円の

内訳となるんですけども。令和６年度の実績

が 22 件、22件で 550 万円で 70人の転入がご

ざいました。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員、いいです

か。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）続きまして、57 ページ

の一番上のところの、結婚新生活支援事業い

うところなんですけども、これ、金額見ても

予算よりはちょっと少ないという感じで、私

の感じでは、どこまで周知されてるんかなっ

ていう、ちょっと私の提案で実現していただ

いたものなんですけど。どのへんで、何か周

知が足らないんじゃないかなという疑問を

持ったりするんで、どうでしょうかと思って。 

○委員長（岡本安弘君）シティプロモーショ

ン課長。 

○ シティプロモーション課長（大福　忍君） 結婚新

生活支援事業補助金 224万 6,000 円について

ですけども、当初予算では 72 件あげとった

んですけども。結果として、令和６年度の実

績は 19 件、19 件で 224 万 6,000 円となって

おります。 

　これの周知についてはですね、ホームペー

ジ、あとは、定期的なＬＩＮＥ配信、広報掲

載、婚姻届提出時での声かけ、チラシ配布、
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転入時のチラシ掲載、個別通知、提出いただ

いた夫婦にお友達などにも声かけのお願い

とか、してはおるんですけども、なかなか結

果として、予算よりも、かなり少ないところ

になったというところでございます。 

　これは橋本市だけの話でもないんですけ

ど。全国的にも、この件に関しては、ちょっ

と周知に困っとってっていうところで、いろ

いろと関係各課、他の市町とかの情報を取り

合いながら、今後も周知徹底して、１件でも

多く補助金、取得していただけるよう、努力

していきたいと考えています。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）すみません。58ページ

の自治会に要する経費の12節の 02広報等配

布委託料、これは、行政事務委託料やと思う

んですけども。各自治会、自治会に入ってる

方は、広報配っていただけると、自治会によ

ってはちょっとその辺、自治会に入ってなか

っても配ってる方もおられるかもしれない

すけど。ちょっと僕それは、その辺は確認不

足なんですけども、自治会に入っておられな

い方は、自分で、各公民館とかに取りに来ら

れてるじゃないですか。それに関して、配布

するにあたり、こういった行政事務委託料で

税金を使ってお願いをしてるというのに対

して、自治会に入ってない方に関しては、自

分で取りに来てくださいっていうのは、少し

ばかり格差があるように思うんですが、それ

に関していかがでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）ただ今のおた

だしの件なんですけども、ここの配送委託料

のところなんですけど、これに関しては、行

政事務委託料ではございませんでして、今、

広報を配送するのに、職員と業者に分かれて

配送しておるんですけども、そこの金額とな

っております。 

　それともう一つ、自治会に入ってない方に

対する対応に関しましては、現状、岡議員、

今、議員さんの指摘のとおり、入ってない方

につきましては、公民館と市役所に取りに来

ている状況でございます。このことも受けま

して、今、秘書広報課と協議をしておりまし

て、自治会に入ってない方に対して、どう対

応するかってことを検討してるところでご

ざいます。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）まあ、その部分聞きた

かったんですけど、ここで話すべきことでは

ないみたいなんですけど。ちょっとせっかく

答弁いただいたんで。行政事務委託料払って

るってことは、配っていただくための、まあ

言うたら配送料と同じじゃないですか。１軒

あたり払ってると。地域、その区に入ってな

い方は取りに来てくださいよ。出所が一緒で

あるんであれば、本来であれば市は郵送すべ

きですよ。ですよね。区にお金払って送って

いただく、それは代行していただいて送って

いただく、郵便局に払おうが、配布業者に払

おうが、それも払ってもらうためのお金を払

うっていうことは、どっちにしてもイコール

ですよね。っていうことは、区に入っていよ

うが、何でこれ言うかって言うたら、広報は

市民の、いただくのは権利ですよね。権利で

すよね。その権利をなぜ、片一方ではお金を

払って配ってもらってんのに、片一方は取ん

に来いという話になるんかっていうのが、や

はりその辺に関しては、これからちょっと今

後考えていかなあかん部分やと思うんです。 

　それ、僕も長いこと、これ一回、一般質問

させてもうたんやけども、区との話もあるし、

難しい部分もあるんやけども。でも、何でこ

れを言うかっていうと、今、区を脱退される

方どんどんどんどん増えとるんです。区のあ
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り方も考えなあかんし、区をこれからどうし

ていかなあかん。僕は、区は絶対必要やと思

っとるんです。絶対必要って思ってる中で、

広報を配ってくれるから区に入ってるって

いう方だけじゃないんですよね、もう既に。

だからその部分はちょっと置いといて、本来

の区っていうのは、こういうもんやっていう

のも考えていかなあかん中で、市と行政と連

携してやっていかなあかんのに、この部分だ

け灰色になっとるっていうのは、僕ちょっと

あかんと思うんで、この辺は要望でいいんで、

明確にしてください。時間かかってもいいで

す。この辺はきっちり精査してください。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）答弁よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）今、岡委員言われたこ

と、私もね、知り合いの方で、自治会がない

ところがありまして、市役所まで取りに来て

届けに行ってると。１軒だけなんですけどね。

だからそこにね、公民館に取りに行っても、

ガラス関係の、そういうのはね、配布が付い

てないので、それを公民館にもね、ガラス関

係の、収集もね、そういう表を付けていただ

きたいっていうことで、ちょっとお願いした

いと思うんですが。 

○委員長（岡本安弘君）答弁できますか。 

　髙本委員、ガラス。衛生ですか。ごみ系で

すか。収集表が入ってこない。そやな、収集

表、分別のね。 

　暫時休憩いたします。 

 

○委員長（岡本安弘君）再開いたします。 

　暫時休憩いたします。 

 

 （午前９時 44 分休憩）

 （午前９時 44 分再開）

 （午前９時 44 分休憩）

 

○委員長（岡本安弘君）再開いたします。 

　この件に関しては、答弁保留で、後ほどご

答弁いただくことといたします。 

　ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）58 ページですけども、

コミュニティバスのところでお聞きしたい

んですけども。 

　これまでも何回か見直ししていただいて、

利用者も増えてきてるのはよくわかるんで

すけども、特に、何て言うんですかね、見直

しの中でされてるんですけども、やっぱりこ

う、何となく利用勝手がいいことないなとい

うことで、そういうのはよく聞きますんで、

特にこのデマンドタクシーのことなんです

けども、これね、昨年と比べて、前年度に比

べて少しは減ってるんですけども、これ、見

直ししてから乗車されることが増えてきた

んですけども。バス停の距離が長いんで、も

うちょっとバス停ごとの距離を縮めてもら

う、結局バス停増やすということなんですけ

ども、停車するとこ増やしてほしいいうこと

なんですけども、そういったことの希望が聞

かれてるんで検討、見直しの中でそのことを

含めてしていただけないかなと思っている

んですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）議員のご指摘

のとおり、デマンド交通の令和６年度の乗降

者数は、令和５年と比べまして、約 180 人ほ

ど減少しております。この状況を踏まえまし

て、市民の皆さまから寄せられたデマンド交

通への要望を中心に検討を進め、令和８年１

月に一部見直しを考えております。このこと

につきましては、生活交通ネットワーク協議

会でも承認を得ているところでございます。 

　今後も、バス停の増設等に関しましては、

 （午前９時 45 分再開）
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市民の方のお声を十分反映できるよう、ネッ

トワーク協議会と精査を重ねながら、必要に

応じて対応していきたいと考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）すみません。僕もその

同じコミュニティバスなんですけども、58ペ

ージの 00235 の 18 節の負担金補助及び交付

金の 02 コミュニティバス購入負担金なんで

すけども。コミュニティバス、また新たに購

入されるっていうのは、別にそれは問題ない

とは思うんですけど。これね、積み残し等っ

てどれぐらいの割合で起こってるんかな。こ

れ何で聞きたいかっていうとね、バスの大き

さも、さほど積み残しがない路線は、そんな

に大きいバスいらないと思うんです。できた

ら小回りの利く車のほうが金額も安いし、運

転者さんの負担も少ないと思うんですけど

も、積み残し等とかも踏まえてバスの大きさ

っていうのは、きっちり考えておられるのか。

積み残し等がどのぐらいあるんかっていう

のも教えていただけますか。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）おただしにお

答えさせていただきます。 

　積み残しについてですが、今のところを、

確認少し差ということはありません。 

それで乗降人数っていうところなんですけ

ども、前は一般型と思うんですけども乗降者

数につきまして福祉の福祉の関係で、車椅子

の方もおられることもありますのでちょっ

と広めのポンチョで、今のところを運行して

るという状況となっております。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）いやそれは全然構わな

いんですけど何でこれ聞くかっていうとね、

メーカーは出したらもう皆さん申し訳ない

すけど、トヨタとかは、福祉車両で、昇降機

月も、普通にバンとかで売ってるじゃないで

すか。そういった中で対応できると僕は思う

んです。ただ、その積み残し等があったりね。 

人数が、あまりにも、車の多くセンター対応

できないよっていうんであれば、今のままで

いいと思うんですけども。購入金額もそれな

りにしますしね。この購入金額で２台導入で

きるんやったら、２台導入できたほうがいい、

僕はいいと思うんで、その辺もきっちり検討

されてるんかなっていうのを聞きたいんで

す。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）その辺の規模

につきましても、今後まだ含めてバスの乗降

者数が年々増えてきておりますので、この辺

も、デマンドコースに続きましては、減って

るんですけども、コミュニティバスの現状で

言いますと、令和６年の乗車数は３万 3,630

人で、令和５年度と比較します 4,900 人ほど

増えております。 

それさらに令和７年度につきましても９月

現在における月の平均乗車数は3,118名とな

っておりますので、年度末には 3万 8,000 円

ぐらいの見込みを満たす見込みでございま

す。令和６年度においても前年度比で約

5,000 人程度増加しておりますので、この辺

を考えて同行者の乗れる人数について検討

していきたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）よろしくお願いいたし

ます。5,000 人増えるってことなんか、パッ

とイメージしたら、まるで 5,000 人増えてる

みたいなもんやけど、同じ方が、例えば 10 人

増えたら、次に、200 人とか 300 人という計

算なるんやが 10か月した 3,000 人。1年した

4,000 人っていう計算なるんやから、1 日の

乗車数で考えていったら、どのような形のバ

スが必要かという出てくると思うんです。 
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全体足したから 1万人増えたとか、全体とし

て5,000人増えてまるで何か大渋滞できてる

みたいなイメージなんだけど実は違うんで

ね。その辺きっちり精査してください。 

もうこれは要望で結構なんで、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）59 ページですけども。 

市民協働２款、要する経費のところの１、下

の方の委託料というところ。12委託料のとこ

ろなんですね。そこのね、市民活動サポート

センター指定管理委託料と書いてるんです

けど、ここに社協いうことなんですけども先

ほど私以前質問したことあるんですけども、

社協で、ボランティアを登録してるのは約

2,000 人おるんです。そこでね私は以前に認

知症の質問したときに、認知症の当事者と家

族の会が、交流会を持ってるんですけどね。

毎月持ってるんですけども。世話人で困って

るんで、当事者が世話人やっとってね、これ

だけのボランティア、2,000 人近くおられる

中でね、ちょっと養成して、声かけていただ

きましたかったら、かけますって、当時の部

長答弁しとったんですけども、今はボランテ

ィアの方が来てる話を聞きませんので、これ

再度ちょっとお願いしたいんやけども、

2,000 人近くおられる、ボランティアの皆さ

んの方にね、認知症の人たちの力になりたい

と思ってる方おられると思うんで。 

何とか月 1回でもね、そういう制約の仕事を、

携わってくれたら助かるなっちゅう、当社か

らも聞いてるんですけどね。 

その辺ちょっと以前、部長は声かけてました

けども、どんな状況かなとちょっと。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）ちょっとお答

えづらいんですけども、市民活動サポートセ

ンターの業務につきましては地域の活動を

支える重要なね役割を担っていると思って

おります。その中でもボランティアの育成に

は特に重要な業務の１つと認識しておりま

すので、毎年、ボランティア講座等も開催す

るなどを継続的に取り組み進めております

が、今後も認知症カフェの担い手に限らず、

多様化する地域のニーズに対応して、地域課

題に解決地域の課題解決ができる人材を育

成することを、目的に今後講座の内容や、実

施方法を充実させていきたいと考えていま

す。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）今の説明でそれぞれな

んですけども、なかなかちょっとね具体的に

認知症へのね、ちょっとお願いしたいんやい

うことで、ちょっと声かけていただいて、何

とかどんな方法で組織できるのかわからな

いけども、ちょっと具体的にちょっと進めて

いただきたいことで、当事者と家族の認知症

の会がね、相当いろんな運営の運営上で困っ

てて、当事者自身が認知症なんでね、それを

世話役をやるってのはとても大変なことな

んです。だから認知症問題においてね、やっ

ぱり取り組んでいく意味では、ちょっと具体

的に、声かけていただいて、見れるようにち

ょっと働きかけをお願いしたいと思うんで

すけども、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員、要望でい

いですか。要望で。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）おはようございます。 

今ちょっと社協のお話が出てきたので、ちょ

っとずれたら申し訳ないんですが、今の社協

さんの委託してるところで社協さんの社協

だよりというのが実はあると思いますけど

も。そこは関係ないですか。もしいえるんだ

ったらお願いしたいんですが、要望で結構で

す。社協だよりが、ちょっとしたことかもわ

かりませんが、広報とかだと、右開き、開き
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方がね、社協だよりだけ反対なんで、逆なん

ですよ。あれね、何回も言われることがあっ

てですね。ちょっと統一して欲しいって言わ

れるんですが、そうじゃないとつづってる方

がいらっしゃって、ねえ、つづられないとい

うふうに言われるんで。せっかくなんでちょ

っとここ、言っていただければなと思うんで

すが、その辺もしお答えいただけるんでしょ

う。 

○委員長（岡本安弘君）答弁できますか。 

　健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）ただ今いただ

きましたご意見といいますかご要望社協の

方にお話をさせていただきます。 

ありがとうございます。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）ありがとうございます。 

ちょっとずれたかもわかりませんがよろし

くお願いします。 

では 61ページ右下のですね002712 災害対策

に要する経費の中の、次のページですね62ペ

ージの、17 備品購入費の中の 19 防災備品費

になりますが、主要施策成果報告書の 14 ペ

ージにも書いてくれてはあるんですが、令和

３年度から 10 か年計画で進めていただいて

ると思います。その中で、進めていただいて

るんで、現在のですね特に食料品なんかの備

蓄の達成状況をお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）危機管理室長。 

○危機管理室長（大渡明毅君）すみません。

委員のお質しについて、お答えさせていただ

きます。備蓄についての、お正しいというこ

とで、食糧費等でお答えさせていただきます。 

食料、食料ですね、食料につきましては、備

蓄目標が４万 6,643 食になっておりまして、

現、令和６年度末時点で、４万 6,190 食とい

うことで、備蓄率が 99.03％になってござい

ます。水につきましても、９万 3,310 本 500

ミリリットルのペットボトルの換算にはな

るんですけど、その目標に対して、９万 2,504

本ということで、備蓄率が 99.14％というこ

とで、今の計画に沿って備蓄のほうを進めさ

せていただいております。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）ありがとうございます。 

食料品なんで、ちょっとあのね、サイクルっ

ていうかサイクルがあると思いますんでそ

の辺、ちょっと心配なところもあったんです

が十分そこは充当していただいてる。 

というので、少し安心できるところだと思い

ます。もう１点能登半島地震のときにもやは

り問題になったと思うんですが、もちろん食

料も大事なんですが、食べる方を入る方がで

きても出す方は我慢できないということも

あって、やはりトイレの処理セットとかもで

すね、重要じゃないかと、トイレを我慢する

ことによって体調崩す方も増えてるという

ことも聞きましたので、その点はいかがでし

ょうか、達成率的なところはいかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）危機管理室長。 

○危機管理室長（大渡明毅君） 

委員おただしについてお答えいたします。 

もちろんやっぱりトイレというのは、災害時

には最大の課題となってきます。 

橋本市はその備蓄計画に沿ってですが、トイ

レ処理セットも備蓄を進めております。 

現状では、目標数が 23 万 3,800 戸の処理セ

ットを備蓄する目標で今進めているところ

です。現状令和６年度末で８万 8,000 円です。 

種処理セット、備蓄しておりまして、今備蓄

率で言いますと、37.64％になっております。 

これも、令和 13 年度にまで向けて、順次備蓄

を積み上げていくように計画しております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）いいですか。 

　ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）60 ページなんですけど
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も、その上の方なんですけど、000241ＳＤＧ

ｓの交付金のことについて、これ以前からし

ていただいて、地域によってはすごく助かっ

ていろいろと自分たちの使い勝手にしてる

とは思うんですけども、何となしにかなり、

108 も区があるところの自治会で、どんなふ

うに使われてるんかなと。特に特徴的な主な

使える形の、それは私、人から聞かれても、

どんなことを使ってるか答えられんだけど、

特に特徴的な使い方されたらどうなんかな

とちょっと教えていただけたらと思う。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）ＳＤＧｓを活

用した具体的な取り組みということですの

で、令和６年度より、地域の特色を生かした

事業を推進するプラスファイブ事業を開始

しております。本事業につきましては防犯活

動やイベントを業務改善でつなぐかなどの

取り組みを実施していただいている区や自

治会に対しまして、１申請につき５万円を追

加交付しております。この制度を活用して、

例えばイベントであれば、夏祭りや盆踊りを

通じて、住民間の交流を実施していたり、防

犯活動では定期的に区内の循環を行うこと

で、地域の防災意識を向上させるといった取

り組みが進められています。 

また、業務改善の例といたしましては、そ

れまで別々に開催されていた区の行事を１

日にまとめまして実施することで、効率を図

っている区自治会や、もございます。 

さらにデジタル化の分野では区民向けのス

マホ教室を開催して、情報の技術の普及や日

常生活の利便性向上に、取り組むなど、各地

域でＳＤＧｓ交付金を活用した取り組みを

していただいているという状況です。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員よろしいで

すか。 

　ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）お願いします。 

主要成果報告書でいうと 33 ページになるの

かな。先ほどの室長の答弁の部分だと思うん

ですけども。108 自治区のプラス配分の事業

で、主なやつがそういう話だったと思うんで

すけど、成果として一番下の方で、複数の近

隣の区でこういう事業やったら、何ていうか

な、近隣地区との新しい交流のとか、芽生え

とか、新しい担い手の発掘っていうふうに成

果で書かれておるんですけども、これは何を

もってこういう表現になるのかっていうこ

とがちょっとまず教えてください。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）実際にこれは

区自治会の方から寄せられた意見でござい

まして、こういうことで、大変助かったよと

いう意見を大変多くいただいております。 

そういう状況でございます。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）そういう時、地元の方

からの意見がこれであれば、そちらの担当課

の仕事っちゅうのは、すばらしい評価すべき

もんだと思うんですけども、あとは平等性の

話ですね。108 の区であったら、人口率の高

いところもあれば、１つの区で 30 件 50 件し

かないとこの平等性とプラスファイブの５

万っていうんですかねこの辺がちょっと、ど

うしてもやっぱりネックになってると思う

んす今、今は決算なんで、使ってしまったお

金、使ったお金の成果を伺っておるわけなん

ですけど、次の当初予算に向けて、例えばこ

の小さいところと大きいところの事業のそ

のなりバランス、そのお金の価値感の平等性

の担保、この辺は室として、次の当初予算に

どういうふうな見解を持たれてるのかもし

くは、これから考えれば考えるのも結構です

し、答弁いただけたらと思います。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）ただ今おっし
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ゃった意見も区と、いろいろ小さい区とも区

長さんとも話す機会もございますので、その

辺もウエノないような、形で運営できるよう、

取り組んで聞き取りをしていきたいと考え

ております。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）そしたら要望で結構で

すので、どっかの平均の線の水準を５万と仮

定したときに、やっぱ大きい区、例えばさっ

きのイベントの祭りだったらその金額の大

小ってあろうかと思うんです。だからそこは

やっぱり、税金を投入しとる観点の平等性と

いうたらいいんでしょうかた大きい小さい

もないっていう平等性もあろうかと思うん

ですけどここはやはり、イベントの質と量で、

来場者数によってやっぱりこの辺はちょっ

と考えてあげないかんのかなと思うんでこ

の辺は要望とさせていただきますのででき

たら快く受けて受けて検討していただけた

らと思います。ちょっとだけ答弁ください。 

○委員長（岡本安弘君）地域振興室長。 

○地域振興室長（前川朋久君）その辺も含め

ましてまた検討させていただきたいと思い

ます。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）50 ページ、右下職員

00204、職員管理に要する経費の次のページ

51 ページですかね、委託料 04 定期健診診断

委託料になるかどうかちょっとわからない

んですが、主要施策の方を見ていると、22ペ

ージ職員の健康診断の人数が載っておりま

す。定期健康診断のところが、438 名。 

委託先、和歌山県民総合健康健診センター、

これ多分県の検診者から保健福祉センター

の方に来て受けてるんだと思いますが、その

下の人間ドック受検負担金、こちらの方でも

277 名の方が受けられています。合わせると、

714 万ぐらいになると思います。決してそこ

が悪いというわけではないんですが、新規採

用職員さんなんかは、市民病院で、実際にこ

ういう健康診断を受けられています。ですん

で、市民病院も先日もちょっと、勉強会でも

ありましたが、やっぱり定期健診をですね強

制するもんではないとは思いますが、推進す

る意味で、橋本市民病院で受けることが進め

られているのかその辺いかがでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）職員課長。 

○職員課長（阿瀬英俊君）定期健診に関して

は議員おっしゃられるように巡回バスで市

の方で行っているものと、先ほどされた委託

料の定期健康診断委託料というところは、人

間ドックを受験した場合に、基本料金にかか

る部分のお金になっています。市民病院を推

奨しているかという件につきましては、特段

市民病院に行きなさいというようなことは、

周知はしてないです。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）そこは強制するもんで

はないと思いますが、やはりここは市の病院

でもありますのでそこは職員さんがまず率

先していっていただいてここは経営の１つ

になるんではないかなと我々も思うんです

がその辺は、どうですか、次に向けてそこも、

１つ考慮すべきではないかなというのはい

かがでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）職員課長。 

○職員課長（阿瀬英俊君）特段どこの病院を

受けなさいっていうのはなかなか周知しに

くいところではあるんですけども、やっぱり

市全体としてそういう状況かんがみて、職員

の意識っていうのはある一定そういう意識

っていうのはあるのかなっていうふうには

認識しております。　ただちょっと周知って

いうのはなかなか難しい面がありますので、

ご理解の方お願いします。 
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以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）72 ページの市民会館の

管理運営 72 ページの上の委託料、特定建築

物等定期調査委託料について、お尋ねします。 

市民会館で壊れてるというか、もう直さない

よっていう方向で来てると思うんですけど

も。建物の点検はしました、ていうことにな

るんすね。この結果はどういうふうなとらえ

方また壊れとるなっていうだけのためにこ

れもっかい検査せえななあかんもんですか。 

○委員長（岡本安弘君）総務課長。 

○総務課長（萱野健治君）この特定建築物等

定期調査委託につきましては、建築基準法第

12 条第１項に規定による定期検査というこ

とに、２年に１回の検査が必要ということに

なってます。内容としては、敷地の地盤、排

水建物の基礎会談外壁、屋根等の状況を見ま

して指摘のあった事項については改善して

いくという趣旨のもので調査を行っている

ところです。６年度に指摘内容につきまして

は、ちょっとまだ、今すぐ出てくるものはな

いんですけれども、そういった数値で行って

おりまして６年度は特に一般向けの貸し出

しっていうのまた行っておりましたので、悪

いところについては、定期検診で指摘いただ

いて、修繕をしていくっていうことで、行っ

たものでございます。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）すみません。先ほ

ど髙本委員のご質問に対する答弁をさせて

いただきます。 

　髙本委員から公民館にごみのガイドブッ

ク置いてないようですがというお話、ご質問

いただきました公民館には置いてるんです

が、今在庫切れをしてるところもあるという

ことで、来年度予算で今計上する予定でござ

います。 

　以上でございます。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員よろしいで

すか。 

　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、２

款を終わります。 

　職員の入れ替えを行います。少々お待ちく

ださい。 

（職員入れ替え） 

　次に、３款　民生費　72 ページから 93 ペ

ージまで、質疑ありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）すみません。73 ページ

の 001010 生活困窮者支援等のための地域づ

くりに要する経費 12 節委託料、この委託先

と内容を教えていただけますか。 

○委員長（岡本安弘君）福祉課長。 

○議会事務局長（笹山　奨君）多分マイクが

どっかほかの入ってると思うんで、１回お手

元のマイク全部切っていただけませんか。近

くのマイクを切ってください。 

○委員長（岡本安弘君）福祉課長。 

○福祉課長（松岡朋英君）ご質問ありがとう

ございます。生活困窮者支援等のための地域

づくり事業委託料についてお答えさせてい

ただきます。委託先につきましては橋本市社

会福祉協議会に委託しております。 

委託料の内訳としましては社会福祉協議会

の職員の方の人件費に充当をしております。 

で、委託の目的としましては、地域における

繋がりの中で、住民が持つ多様なニーズや生

活課題に柔軟に対応できるよう、地域住民の

ニーズ、生活課題の把握、住民主体の活動支

援。地域コミュニティーを形成する居場所づ

くり。多様な担い手が連携する仕組みづくり。 

情報発信を行うことを通じて、身近な地域に

おける共助の取り組みを活性化させ、地域福
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祉の推進を図ることを目的として実施して

おります。具体的な事業としましては、そう

ですね。大きく３つありまして地域住民ニー

ズ、生活課題の把握としまして、心配事相談

事業、あと、町の法律家相談事業、福祉丸ご

と相談事業、のこの３つを地域住民ニーズ生

活課題の把握として実施しております。 

あと地域住民の活動支援、情報発信等としま

しては、ボランティアセンター事業、キャッ

プハンディ―体験の出前講座。障害者理解の

ための学習講話事業。あとフードドライブ事

業を実施しております。あと行政や、地域住

民、特定非営利活動法人等の地域づくりの担

い手が繋がるプラットフォームの展開とし

まして、ボランティア体験フェアの開催等を

実施してございます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）委託料の中で、人件費

は、比率でいうたらどれぐらいなるんですか。 

○委員長（岡本安弘君）福祉課長。 

○福祉課長（松岡朋英君）委託料のうちの人

件費は、100％人件費になっております。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）いや、各相談とかの部

分も理解できるんです。理解できるけどちょ

っとね僕気になるの民生委員さんの仕事と

もうかなり重なってる部分になってくるん

じゃないかなあというのと、あとね、900 万

かな、これね、なにがし使って、地域の貧困

の方の相談とかコミュニティとかあと別途

何か、いろんなイベントを行ったりその別途

別企業が起こってるわけでしょ。いや何か、

それだけの費用対効果があるんかなってい

うのがすごい疑問なんですよ。生活に困って

る方に対して、相談ももちろん大事やし、人

件費も大事なことやとは思うんやけども。 

それだけお金かけるんやったら、なんかもっ

と別の方法あったりとか内容濃くしたりと

か、何かあると思うん。僕ちょっとごめんね、

内容もあんまり把握してあんまりきついこ

と言えないんですけど、何となくちょっと金

額人件費で 900 万かかって、その事業もまた

別で事業でお金かかって、それで何か、生活

困窮者支援って言われてしまうと、何となく

イメージ湧かないっていうんかな。 

人件費はもちろん必要なんやけども、それに

みあった事業なのかっていうのを、一度きっ

ちり精査して欲しいって言うんかな。 

ちゃんと事務事業評価もしてるわけやから。 

内容をきっちりして、これはそれだけの費用

対効果があることなのか、生活困窮者の方た

ちのために、生活困窮から抜け出すための手

がかりを作るっていうのが、例えばこれによ

ってどれだけの生活困窮者が、生活困窮の状

態から抜け出せたとかそういうものがなか

ったら、僕正直話し続ける意味ないと思うん

です。きついかもしれんけどだってそのため

の事業なんやから。一体どれぐらいの効果が

あってどれだけの方が、この事業によって救

われているのかっていうのもきっちり精査

していただけるかどうかっていうの答弁く

ださい。 

○委員長（岡本安弘君）福祉課長。 

○福祉課長（松岡朋英君）ご質問いただいた

成果についてはまた、検証していくとさせて

いただきます。あと、ちょっと、最初の説明

ではなかったんですけれども追加して説明

しますと、そもそもこの社会福祉協議会の職

員の人件費っていうのはもともと社会福祉

協議会に対する補助金の中で出ておった部

分になります。これをですね補助金今回補助

金から等、この重層的支援体制整備事業交付

金という、交付金事業が令和６年度から開始

されましたので、そちらの方の事業メニュー

の項目の方にと、この人件費の方を振り替え

たというか、形で振り替えて国費をいくらか

でも受けてという形で、委託料という形で実
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施しておるというていうのがございます。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）いや、市の税金使えて

ないとは使えない部分もよくわかるんやけ

ど。いや、僕いつも思うんやけど、そういう

ことを言い出すと、いろんな補助金取れるか

らっていうてどんどんどんどん事業増えて

いくわけじゃないですか。その中で、僕はど

ちらかというとシンプルに仕事を減らすべ

きだと。シンプルに、お金もらえるから事業

を起こすんじゃなくて、そういうものは別も

らわんで事業やったものなんですよ。結局職

員さんの負担増えるでしょ。人別にやったと

かその人に負担増えるけどいわゆる管理職

の人はその人を管理せなあかんねやから、仕

事が増えるわけ。ていうことは別にお金もら

えるからやらんでも、別にももらえるからや

るとかやる必要やからやるかやらへんか。 

そうしていかないと、職員さんの仕事どんど

んどんどん膨大に膨れ上がりますよ。 

今その現状でしょう。僕いつも決算でこの話

さしてもらうけども、事務事業評価でももっ

と切ったらいいんですよ。別に財政規模時差

なんて別に困りませんよ。出て行く資産や自

分たちの人件費削れちゅう話と違いますよ。 

事業を削っていかなあかん。そうしないと職

員さんの仕事減らないでしょ。だから、お金

もらえるからもちろん必要ってやってくだ

さいね。僕これちょっと語弊なります。いや

必要やから市の負担もかかれへんし、補助金

でできるから、是非ともやってみたいそれも

全然結構です。だから、それでも構わないか

らそのところでお金の抵抗ではなくて本当

に必要な事業かどうかっていうのを精査し

てくださいということなんで、その辺は誤解

ないように、よろしくお願いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）答弁結構ですか。 

　福祉課長。 

○福祉課長（松岡朋英君）ありがとうござい

ます。おただしいただいたことを進めさせて

いただきます。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）すみません。 

岡委員の今の質問にお答えさ追加というか

お答えさせていただきます必要かどうかと

いうところについてなんですけれども。 

先ほど福祉課長申しました重層的支援体制

整備事業、令和６年度から本市スタートさせ

ていただいてございます。その事業を進める

にあたって、国の方で 13 の必須事業と、必ず

これをやっておかないと、重層的支援体制整

備事業とは認めませんよという項目がござ

いまして、その中で先ほど福祉課長が申しま

したような事業というのが、そこにはまって

いるというところの中で、社協さんがすでに、

先ほど申しましたような事業が取り組んで

おられてたんですけれども、この事業に組み

かえることによって、あとは福祉課長今申し

ましたような財源的な等々もございまして、

有利かなという。あとは重層的整備体制整備

事業そのものを進めていく上で、こういうや

り方が一番いいかなという形でさせていた

だいたところでございます当然、委託事業と

して市としても出している以上は、その成果

というのはきちっと把握していく必要があ

るかと思いますので、その点については、し

っかりとチェックとかしながら事業の方を

進めさせていただけたらなと思いますので

よろしくお願いいたします。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）85 ページです。 

1105 こども食堂に要する経費の中なんです

けども、２点伺うんですけども全体的には私

一般質問もしまして経済推進部長から、答弁

いただいて、米の話なんですけどね。 
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ああいう話が今後橋本市がどういうふうに

なっていくかちょっと、希望あって、教育費

でも多分同じこと聞くと思うんですけども、

この米の価格とかいろんな価格行動に対し

てなんて言うんすかね。決算書では枠内に収

まってますけどもこの辺の状況とかいうの

をまず教えて、全体で教えていただきたいの

と、あとは何ていうんすか。令和７年度もこ

れからもっと価格高騰人件費高騰続いてく

ると思うんですけど、こども食堂への追加支

援とかそういうのはないんかとか。今年度の

思いとかいろいろちょっと教えていただけ

たらと思います。 

　家庭教育支援室長。 

○家庭教育支援室長（吉田健司君）ただ今の

ご質問にお答えします。皆さんご存じのよう

に、令和６年度に物価高騰特に食料品の高騰

というのがありまして、こども食堂、今、14

か所あるんですけど令和６年度で 11 か所あ

りました。ネットワーク会議といいまして２

か月に１度、こども食堂の代表者が集まって

会議を開いてるんですけども。その中で、物

価高騰食料費の高騰で、なかなかこども食堂

を続けていくのが難しいというふうな意見

が出ましたので、令和６年度に実は緊急措置

として、財政課とも協議したんですけども。 

こども食堂に必要なところに２万円の補追

加補助を行いました。この２万円については

５か所のこども食堂に支給させていただい

てます。このお金は 18 の負担金補助及び交

付金の 91 万 7,671 円のこの中に入ってます。 

予算の範囲内でできたということで補正は

行っておりません。今年度についても、まだ

意見は出てきてないんですけども、当然米の

価格が非常に高いということで、こども食堂

側から、そういうふうな追加支援の要望があ

れば、財政課とも協議しまして、早急に対応

していきたいと考えてます。年間６万円の運

営補助金を出してるんですけども、多分12月

以降で、何か所かは、このお金がなくなるこ

とが予想されますので、その辺は先ほど言い

ましたネットワーク会議の中で、こども食堂

の意見を聞いて、対応していきたいと考えて

おります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内議員。 

○委員（堀内和久君）ありがとうござい。 

本来は令和８年度の当初予算で質疑すべき

ことだろうと思うんですけどもよく頑張っ

てくれたなと思います。いろんな方から、米

とかもね、家庭教師についたら、いろんな食

材を置いてあったり倉庫にもたくさんある

って聞きますし、米の寄付が一番ありがたい

かなとその次に現金、調味料、ボランティア

人件費この辺があっての話だと思うんです

けど、やっぱりその来年度当初予算を計上す

るにあたって、今の決算額では多分 100％足

りないのはもう予測済みですね、まあまあ決

算まで市長おられないんで、この辺はやはり、

お金がないからやめますっていうのはこん

な不細工なこと政治的にはもうあってはな

らんことなんで、乗りかかった船、続けてい

くっていう意欲を示した政策なんで、これは

やっぱり。ちょっと、政策部長今目おうたで

お話とかいただけたらいいんやけど、これを

絶対に消したらあかん火やと思う。こども食

堂が必要ない世の中になるのが一番ええと

は思うんですけどもやっぱりこれは、やるっ

て言うたからにはね予算措置っちゅうのは

来年度に向けていると思うんですけど、でも

米も全然足り足らんと思うし、その辺につい

てちょっと思い、理念政策としていかがです

か。 

○委員長（岡本安弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）議員今おっし

ゃられたように、この施策は、市の施策の中

でも非常に重要なもんだと考えております

ので、その辺担当課ともしっかり協議した上
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で、どういう対応が必要なのかっていうのを

財政部局とも調整したいと考えます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。本来の決

算に戻って聞くんですけど、足りない足りな

いものってのは明確にネットワーク会議で

出てくると思うんですけども、あとボランテ

ィアとかその調理担当してる方々ともう１

つ踏み込んで、室長には大変汗の量を流して

いただかなあかんのんすけど、今一度、必要

性の高いものとか、こそばいところに手が届

くように、ボランティアの方たちにはやっぱ

り、こそ失礼痒いところに手が届くようにし

てあげないといかんと思うんで、この辺のヒ

アリングっちゅうのはもう１つ、踏み込んだ

ところっていうのはお願いしたいと思うん

ですけどいかがでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）家庭教育支援室長。 

○家庭教育支援室長（吉田健司君）ネットワ

ーク会議については、先ほど言いましたよう

に、こども食堂の代表者の方のみの出席とな

ってますので、実は今も、そういうの悩みと

か、いろいろありまして、ボランティア、調

理している方の高齢化が進んでて、なかなか

スタッフが集まらないという意見も出てま

すので、その辺については和歌山県も結構力

入れてますのでその辺と協議して、その辺の、

皆さんが集まっていただいて、そういう場で

いろいろな意見を聞いて、対応していきたい

と考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）よろしくお願いします。 

この枠内の負担金及び交付金、18番の中に入

っているんだろうと思うんですけど、これも

まだ決算なんで平等性の担保の観点、場所に

よってはその電気代水道代がタダになっと

る場所もあれば、その自己負担してる場所と

かいろいろまちまちになってきとるとこあ

ると思うんですけど。この辺はやっぱり行政

としての線引き一定の水準とか、地域でやっ

たら、たくさん来るこども食堂もあれば少人

数制のところもひょっとしたら僕全部把握

してないんで失礼なこと聞いたらお詫びす

るんですけど。この光熱水費などなどの、こ

の見えないお金の部分が、ただのところであ

ったり、流量のとこであったり平等性担保で

きてないと思うんですけどこの辺について

の見解を伺います。 

○委員長（岡本安弘君）家庭教育支援室長。 

○家庭教育支援室長（吉田健司君）今おっし

ゃったとおり、橋本市は公共施設を無料でこ

ども食堂に対して貸し出してます。ただ月に

1回位の開催中ところが多いので、それに対

してのその光熱費、場所代をどう計算するか

っつうのがなかなか難しいと考えてます。 

で、当初、最初にそのこども食堂をやりたい

っちゅうことで相談を受けたときに、こうい

うような補助金ありますよっちゅうことで

納得されて、こども食堂やっていただいてる

方多いんですけども。今のところその光熱費

とか、電気代についての意見ちゅうのはなか

なか出てきてませんので、もし出てきたとし

たら、当然対応は必要かなと考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）すみません。こども食

堂の件なんですがまたこれもちょっとずれ

るかもわかりませんが、頑張って取り組んで

いただいてる団体さんこども食堂をですね

実施した後に、提出する書類の作成が本当大

変だということをお聞きしてます。その辺の

あとの簡素化みたいな形はどうですか、取り

組めないかなというふうに思うんですがい

かがでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）家庭教育支援室長。 
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○家庭教育支援室長（吉田健司君）おっしゃ

るとおり、つい数か月前にもこども食堂申請

はしたけども、書類 1回目を開いてそのあと

の実績報告書の量が多すぎるということで、

フェイスブックにも、多分のったのかなと思

うんですけども、実はそのコロナのときに、

いろいろ感染したときに書類が一応必要か

なと思ってそのまま必要書類ということで

やってたんですけども、今それほどの書類し

ようじゃないかなと思いまして、その時に書

類の簡素化はやっております。 

それと、ネットワーク会議でも、書類とか余

りにも多いという意見も出ましたので、毎年、

書類については簡素化して、いってる努力は

してたんですけども、また意見が出てきまし

たので、出てきたら当然やっていくつもりで

おります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）改善の方またよろしく

お願いをいたします。 

それでは、84ページ、上の方、001103 児童福

祉総務に要する経費の中の、12の委託料の中

の 01 子育て短期支援事業委託料になります。 

令和６年度の決算の費用が 30 万円 4,600 円

なりますが、昨前年度が 81 万 4,480 円とい

うことでありました。 

この事業はですねＤＶや経済的な理由など

で、家庭で子どもを一時的に養育できなかっ

た場合に、家庭以外で預かるというような事

業だというふうにお聞きしましたが、昨年よ

りもこれは減っているということはそれだ

け、一時預かりする児童が減ったということ

になるんでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）子育て応援課長。 

○子育て応援課長（栗谷句美君）すみません。 

そうですね利用者の環境変化による施設の

一時利用が、家庭養育ですとか施設入所など

になったということで、利用が減っている状

況になっています。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）ありがとうございます。

改善されているということは、喜ばしいこと

だと思います。 

　それでは、次にいきます、78 ページ

0012001020 の在宅老人福祉に要する経費の

次のページ 79 ページの中の 12 の 07 のいき

いきルーム運営委託料になると思いますが、

主要施策成果報告書の 56 ページに意気込み

について掲載していただいてます。 

令和７年３月時点で登録者数が 5,635 人で、

前年度から 333 人増加してる。 

年間利用者数も 1万 5,257 人から、前年度は

1万 3597 人と、1,660 人増加しているという

ふうに書かれております。 

いきいきルーム、それだけ利用していただい

てることはありがたいんですがやはりちょ

っと手狭になってきてるんじゃないかなと

大きさは、もう大変、スペースだと、利用し

たくても利用できない方が今出てきてるん

じゃないかなと思うんですが、その辺の見解

と、あとはその下の備品購入費にもなります

がやはり、もうこれだけ平成 25 年から開設

されてますので、いろいろな器具ですよねそ

こも老朽化してると思います。ここでは、６

器具も購入もして交換をしていると思いま

すが、その点も、順次、順調に交換といいま

すか、交渉して使えないというようなことは

ないのかその辺もお聞きいたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長。 

○いきいき健康課長（石井義光君）ただ今の

ご質問にお答えします。 

利用者につきましてはコロナ禍で一旦落ち

込んだというところもあったんですが、近年

は順調に利用者数も増えておりまして新規

登録者も、先ほどおっしゃっていただいたよ

うに、増えていっております。 
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当然増えることによってそのスペースの問

題っていうのは、ありまして、実際この４月

に、利用者の方にアンケートをとらしていた

だきました。登録者全員ではないんですが４

月１か月間で協力いただけた方ということ

で、アンケートを取らしていただいてます。 

その中でもやっぱり、スペースの問題ってい

うのは、いくつかの方から、ちょっと手狭か

なっていうふうなところは、お聞きをしてお

ります。そちらにつきましても今、運営を委

託しております事業者とも検討しながら、対

応を考えていきたいなというふうに考えて

おります。ただ、あそこのスペースを、広げ

るっていうのなかなか難しいとは考えてお

りますので、そこについては、どういうふう

な工夫が取れるかっていうのは、ちょっと今

後検討していきたいというふうに思ってい

ます。あと、運動機器の方なんですけども、

設立からもう 10 年以上も変わっておりまし

て、一部、毎年点検をしながら、備品、部品

の交換であるとかっていうのは、順次行って

おります。一部も買い替えが必要というふう

な機器も出てきておりますのでこちらにつ

いては、今後、市としてもこのいきいきルー

ムっていうのは、継続して進めていきたいと

いうふうな思いがありますので、計画的にそ

の機器の状況も、点検の状況も見ながら、計

画的に購入するという方向で、検討していき

たいというふうに思います。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。同じとこ

ろなのでページ数は申し入れいません。 

これそもそも論なんですけどいきいきルー

ムって何平米あって、消防法とか何かあるで

しょう。敷地に、何人ぐらい、1 人当たり何

平米で 50 人は入れるんかとかそそういうと

こそもそも論の話をちょっと勉強させてい

ただきたいのと、これ月別で言うたら、1,100

から 1,002、二、三百ぐらい平均で言っとる

けど、これが天井なんちゃうかなといっぱい

やから入れんだっていう所も何人か。 

私の知り合いでもいてるんですけどこの辺

は、その分母、分母と分子の下限ですね。 

お願いします。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長。 

○いきいき健康課長（石井義光君）平米数に

ついてはちょっと今調べますのでお待ちい

ただけたらと思います。 

　利用者、部分につきましては、すみません

先ほどの面積なんですが、トレーニングルー

ムにつきましては、149 平米になっておりま

して、隣に和室が併設されておりましてそち

らについては 38 平米ということになってお

ります。あと、消防法の関係での利用者数に

ついては、すみませんちょっとまた確認をさ

せていただきます。 

○委員長（岡本安弘君）答弁保留といたしま

す。 

　ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）答弁保留の間に同じ観

点でいきたいと思うんですけど、これ先ほど

課長さんの答弁、森下先生の答弁聞いてたら

まあ、委託会社と検討して人の多い少ない本

で、箱が限られとるから増築は当然保健福祉

センターの限られたスペースで、限られてる

っていうのがあるんですけど条例とか僕ち

ょっと勉強しないで失礼なこと聞いたらお

詫びするんですけど。これそもそも論で言う

ともう去年一昨年から、コロナのとき、もう、

こういう話はあったと思うんです。 

利用者が増えてきて、人口減少になってるの

に、こう出てくれる人がおるっちゅうのはあ

りがたいことで市の施策都市はプラスに働

いてるのに、その箱物に対して溢れたところ

の対象ちゅうのは、今から検討するっちゅう

のは、市の中枢で検討すべきことであって、

委託業者に検討すべきことじゃないと思う
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んですよ。だから、福祉部いきいきの課とし

てどういうふうに思ってるのかっていうの

をこの決算で言うていただきたいんですよ。 

それが決算委員会とちゃうんですか。 

次の当初予算にまた同じこと聞きますよっ

ちゅう話になってくるんであって、お宅らの

失礼御課っていうか御室は、なんてなんて言

ったらいいんすか。いきいきの課は、どのよ

うにこのことを考えてるんですか。お答えい

ただけますか。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長。 

○いきいき健康課長（石井義光君）ただ今の

質問にお答えします過去、過去というか数年

前から利用者が増えてきておるというとこ

ろは当然、いきいき健康課としても認識はし

ておりますんで、あわせて、やはり側として

は、外に外に出る、出ていくっていうふうな

形で、認知症予防、介護予防っていうふうな

ところを、に、このいきいきルームが寄与す

るというふうな位置付けとして考えており

ますので、先ほど申し上げました委託業者と

検討というところにつきまして運営につい

てもその委託業者の意見を聞いてという意

味での検討という形の答弁をさせていただ

いたんですけども当然こちら、いきいき健康

課の方で方針としては出していくっていう

ふうには考えています。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）私聞きたいのはね、別

に委託業者と相談するは全然大いに結構で

すわ。でも、これキャパ決まってて、後で答

弁聞いたらまだ入るんかどうかわからない

すけど、今が天井と仮定したときにね。 

これ、少子高齢、高齢化社会の中でいきいき

ルームに来る、おいちゃんおばちゃんたちに

頑張って来てよっていうのが市の施策で成

功やって僕言うとるんですよ。 

そのキャパがオーバーしたときに、ね、どう

やって線引きするかですわね。 

だから、若い人、60 歳の人は 60 才以下の人

はご遠慮くださいっていう線引きにして、図

っていくのか、またそういうことを私聞いと

んであって、健康のために来るんやったら、

別に 40代 50 代も来たらいいと思わいます。

でも空いてればねっていう話で、そのいきい

きの課として、いきいきっていう名前ついて

るとかそういうことなんでしょ。おじいちゃ

んおばあちゃんが健康でおって欲しいから

やっとんでしょ。だからその線引きをこれか

ら考えるっていうことは今まで考えてなか

ったっていうと一緒ですよっていう話をし

とんですよ。それを僕決算で聞いておいて、

来年の当初予算で、なんちゅうどっか箱もん

があるんやったら増築して、こっち行っても

らうと。ほんで、そういう、筋力作るような

機会は若者の人たちはこっち行く、みんなの

集団の層なんか体操する人はこっち行って

もらうとか、それがその課で検討して、財政

に対して予算要求を８年に対してくること

しとるからキャパオーバーになっとるから

次どうするっていうのが、そちらの方で決算

で答えれないっていうことなんですか。 

お答えください。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長。 

○いきいき健康課長（石井義光君）利用者に

つきましてはこちらについても市民という

ことで、提起をしております。現状を橋本市

に、在勤の方も利用可能となっておりますの

で、そこにその辺についても、1度見みなお

しいを、できるかっていうふうなところも含

めて検討して今、来ていただいてる市民中心

に取り組めるように、できればというふうに

考えております。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。聞き方悪

かったらお詫びします。そしたら今現時点で

は、キャパオーバーしてて、高齢の方、60 代

後半から 70 代のおいちゃんが例えばコミュ
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ニティバス乗ってきてくれました。免許返納

した人と仮定したときに、この人がオーバー

で入れなかったって、これは他課としてどう

するんですか。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長。 

○いきいき健康課長（石井義光君）常にオー

バーしておるということでは現状ではない

んで、１回の利用時間というのが、２時間程

度というふうになっておりますので、その辺

はどなたっていうか、高齢者の方も含めてな

んですけども。ちょっとお待ちいただく時間

ができるというところは、実際発生をしてお

ります。 

○委員長（岡本安弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）すみません。 

お答えいたします。 

今現状の利用今、課長も申しましたような利

用時間であるとか、人数であるとか、いろい

ろ、今そういう基準とかあるんですけれども、

その辺の見直しも含めながら、できるだけや

はり、限られたキャパの中で、ご参加という

か、利用していただきたいという思いはござ

いますので、先ほど課長の方からも運営委託

業者の話も聞きながらというのは実際に、そ

この運営プログラム等々を作っていただい

てるのは、そういうところに任せてる部分も

ございますので、そういう意見も聞き、あと、

その実際の人数とかも見ながら、できるだけ

そういう、利用していただけるような、場合

によったら今申しましたような利用時間で

あるとか、予約制にするとか、そういうこと

も検討しなければならないかと思いますの

で、その辺を検討させていただいて、次年度

以降に反映させていただけたらなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）部長が答弁くれたんで

もうこれ、これ以上申しませんけど、事前に

しとかなあかんことやと思うんですんで、決

算ベースでいうと、人気のある施策で、お年

寄りがちょっとでも健康になって欲しい出

てって欲しいっていうことで、増えてきとる

傾向にあるということは、手遅れじゃないで

すか。ほんで、今部長の答弁では今度逆に申

し訳ないけど、時間制限設けるとか予約制に

するたらせっかく出てったのにっていうの

もまた出てくるし。ここが矛盾するんですよ。 

ほんなら税金の投入で補助金あるのかない

かわからないですけど。新しいとこを作って

あげて、その種類別に分けるか。年齢制限の

下限を設けてするか。これしかないと僕は思

うんですそれ以外に、すばらしい意見がある

んやったら揉んでもらったらいいけどこれ

を去年一昨年で課としてもんでないことが、

この決算で問題やって僕はしもうとんすよ。 

だから、来年に向けていくと去年今年ってこ

う決算ベースで、ここの室があってほんで、

委託業者もすごい愛想もええし、お年寄り優

しそうな人たちがおるしっていうんやった

ら、そこを最大限伸ばし上げるように、対話

政策を持っていくのがそこの課の係の仕事

と違うんですかっていうこと僕申し上げと

るんで、そこをきっちり答弁ください。 

お願いしますんで来年の当初予算にはどう

なるのか。きっちりまた僕がおるかおらんか

わかりませんけど、聞きますので、その辺は

お願いします。答弁ください。 

○委員長（岡本安弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（犬伏秀樹君）申し訳ござい

ませんありがとうございます。 

確かに、このような上昇をと言うんですかね、

利用者さん、たくさん来ていただいてる中で

その次の一手というか、その改善策というと

ころを、もう少し早く検討しておかなければ

ならなかったところあろうかと思います申

し訳ございません。そこも踏まえながら後で

きるだけ、利用者さん、今の現状というんで

すか、利用状況というんですか、利用できて
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いるこの形というのを、守りながらというか

そして、このいきいきルームのその効果とい

うのを、維持できるような形で、どのように

いけるのかという、先ほど委員もおっしゃっ

ていただいたような例えば年齢の下限制限

であるとかそういうところも踏まえて、でき

るだけいい形、サイズの形を模索しながら、

つなげていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）92 ページの 001201 生

活方向総務人件費の３節の職員。手当等の３

番の特殊勤務手当特にですね、貯金はもうど

んどんどんどんなくなくなっていってもう

今はもう本当に必要なときだけ残っとるん

ですけど。逆に、ちょっと僕ちょっと勉強不

足で申し訳ないんですけど、安過ぎません。 

例えば特殊勤務に当たるものに対しての危

険度とか、例えばプレッシャーとか、その職

務に対して特殊勤務手当って今ついてるわ

けじゃないですか、危険度とかにもね、変な

話ですけど。僕議員ならしてもらってもう 18

年 19 年ぐらい前の特殊勤務手当って、それ

いるのっていうのがあってどんどん廃止し

てたわけです。今も本当に必要な部分残っと

ると思うんです。僕このことについても実は

ね、十五、六年前にね、１回質問して怒られ

たんです。このときにならないかっていう質

問したら当時の副市長にけちょんけちょん

に後で怒られたんです。どんな思いで職員さ

ん頑張ってんねんで。僕内容聞いたらはすご

いことやごめんなさい大変申し訳なかった

ってのまだ記憶に残っとるんです。でも、や

っぱりねそう考えてきたらその特殊勤務そ

れぞれに対しての責任とかその危険度とか、

いろんな部分に関して、特殊勤務手当がちょ

っと安すぎるというか、費用とその実務等、

イコールなのかってのはすごいずっと疑問

なんです。これに関しては、どういうお考え

なのそれそれとも国で特殊勤務手当も決め

られてるんだ、学年は。その辺ちょっと２点

教えていただきたい。 

○委員長（岡本安弘君）職員課長。 

○職員課長（阿瀬英俊君）特殊勤務手当に関

してケースワーカーに対する特殊勤務手当

のところなんですけども、高いか安いかって

いうところは、特にもう今深く意識してなか

ったというところが正直なところなんです

けども、今こういう意見をいただきましたの

で、例えば、県下給与部会っていうのがある

んですけども。そういったところで、他の状

況であるとか、ちょっとまた調べて、ここの

高い安いというところは、検討していきたい

と思います。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）消防さんにもね、消防

関連のときもそうなんやけども。正直な話、

僕いつも思うんですけど。そのときと、例え

ばその金額上乗せしてもらってその仕事で

きるかって自分で問いただしたらわかると

思う。正直な話。すごい多分すごいプレッシ

ャーもあるし、すごいしんどい部分もあると

思うんです。自分がその金額でじゃあします

かって考えたらすぐ出ると思うんですよ。 

いやこれ安すぎるが高いっていうのは、いく

らかは別ですよ。いくらがええか悪いっちゅ

うのは個人差が出てくるから。ただここまで

は最低限出し出さないといけないなってい

うその責任の重さってのは絶対出てくるは

ずなんですよ。そこをきっちり精査していか

ないと、やる方だんだんいなくなるし、そこ

に行きたくないっていう思う方もたくさん

いらっしゃるわけで、あそこっていうのはや

はり、金銭ですかね。保証はできないんでね、

雇い主としては、それ以上のものできないで
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しょ。いくらやさしい言葉かけたって。 

何したってそれはもちろん必要やけども、で

も最終的にはそれに対する仕事の責任の対

価なんやから。その部分ていうのはきっちり

これからも、これここだけ違いますよという

ときについてるところはみんな考えてくだ

さいね。職員さんのその負担というのはすご

い大きいわけやから。それに身を見合わせる

ためには、対価でしかないか。その部分って

のはきっちりもう１回全体で精査していた

だきたいとますこれも要望で、もう答弁結構

なんで、よろしくお願い。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　まだ何点かありますか。 

　この際、11 時５分まで休憩いたします。 

 

 

○委員長（岡本安弘君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。委員の皆さまにお願い申し

上げます。質疑・答弁の際は、結論や要点を

先に述べ、その後に詳細を補足いただきます

よう、よろしくお願い申し上げます 

　それでは、ほかにありませんか。 

　いきいき健康課長。 

○いきいき健康課長（石井義光君）先ほど答

弁保留になっておりましたいきいきルーム

の消防法の関係のことで答弁させていただ

きます。 

　消防法につきましては、１人当たり３平米

というふうに明記されておりまして、トレー

ニングルームと和室を含めますと、187 平米

ということになります。ですので大体 60 名

の方がというふうな形になるかなというふ

うに思います。現状１日、１日トータルで最

大利用者が 80 名というふうに、現状では聞

いております。ですので一気に 60 人がその

同じ時間体に入るということは、あまり考え

 （午前 10時 53 分休憩）

 （午前 11時 04 分再開）

にくいかなと、ただ今後、利用者が増えるっ

ていう先ほどのこともありますので、そこに

ついても、何ていうんすかね。利用の形って

いうのは、引き続き検討はしていきます。 

それと先ほどからもご質問いただいてます

が 65 歳以上の高齢者の方への対応というこ

とで、利用時間を、高齢者の方が利用をする

にあたっての、枠を設けるなど、柔軟な形で、

取り組めるように検討していきたいと思い

ます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ありがとうございます。

私ほしかったなそ、そういう答弁であって。 

ねキャパ増やすとかもそうを橋本市もお金

もないし、保健福祉センター、限られたキャ

パなんで、やっぱりその増やすっていうこと

はなかなか難しいと思うんでやっぱそのソ

フト的に柔軟な対応をしていただいとるこ

とを、去年一昨年にあってそれに対応した上

で、さらにまた増えるようやったら、財政部

局にもうちょっとどないかして欲しいって

いうふうに言ってこその、お仕事やと思うん

でやっぱり、いきいきルームに来て、お友達

もできて、こうね、免許返納の方でもバス乗

ってきとるっていう人をやっぱりファース

トにしてあげないとやっぱり担当課の意味

っていうのはなくなってしまうからそこは

守ってあげて欲しいと思うんでよろしくお

願いします。 

この件については結構です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）お願いします。 

82 ページの 1039 地域包括支援センター運営

の介護予防プラン作成委託料についてお尋

ねします。主要成果報告書の 63ページに、介

護予防プラン作成委託料の内容が書いてく
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れてあって、4,874 件で 2,100 万あまり、て

いうことで、書いてくれてあります。 

その下なんですけども、介護予防日常生活支

援総合事業を開始期開始ししたことに伴い、

介護予防生活支援サービスのみを利用する

場合のプラン作成料については地域支援事

業から支出した。ここは、計算書のどこを指

しますか。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長。 

○いきいき健康課長（石井義光君）ただ今の

ご質問にお答えします。介護予防日常生活総

合支援事業を開始したことに伴い、介護予防

生活支援サービスのみを利用する場合のプ

ランっていうのはこちらについては、介護保

険特別会計の方で予算を組んで支出をして

おります。 

○委員（田中和仁君）わかりました。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）この民生で時間とって

申し訳ないです。少し２点お聞きしたい。 

１つはね。先ほどね堀内委員から、こども食

堂の件、かなり詳しくちょっと答弁もいただ

いたんで、同じこと聞きたかったんですけど、

それはわかりました。特に市長が以前本会議

の答弁で市長の気持ちだったと思うんです

けどね。こども食堂はすごく重要なことであ

りますし、各小学校区ごとにつくりたいとい

う答弁を以前されてたんです。だからその辺

は検討されたのか、また今状況厳しい状況は

堀内の状況わかったんですけども、どうして

も数多く作っていく必要があると思うんで

すけども。市長の思いが、その辺どうなった

んかなと思いながらちょっと聞きたかった

んです。 

○委員長（岡本安弘君）家庭教育支援室長。 

○家庭教育支援室長（吉田健司君）いい質問

ありがとうございます。 

こども食堂につきましては、当初の目標は一

応 14 か所ということで、小学校区ごとに、こ

ども食堂があれば、歩いてもいけるしという

ことで、当初の目標は 14か所でした。 

ただ各小学校ごとにはなかなか難しくて橋

本小学校区には２つありますし、っていうこ

とで、今現在、令和７年度で 14か所になりま

した。ただ、一部、小学校区にはないところ

もあるんですけども、徐々にこども食堂が広

がっていけばいいと思ってます。それと、当

初、貧困対策で始まったこども食堂ですけど

も、今高齢者と一緒にということで、高齢者

と子どもが触れ合う場っていうのが、だんだ

ん中心になってきて地域食堂に変わりつつ

あります。そういうことも含めて、今後こど

も食堂から地域食堂へ移り変わるというこ

とで、各小学校区を目標に、地域食堂の拡大

っちゅうこともやっていきたいと考えてお

ります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員、よろしい

ですか。 

○委員（髙本勝次君）75 ページ一番下の項目

のところの障害者更生支援のところでの、12

委託料のところなんですけど、ひきこもり支

援推進住宅いうことでこれもトライアング

ルなんですけども、これも取り組み方が変わ

って１市２町ということで今押されて、いろ

いろ苦労されてると思うんです。相談も私こ

れ693相談支援がいろいろあったということ

で、これ私この数見てびっくりしたんですけ

どね、今ここの実際取り組んでおられる、ト

ランクの人たちからか、全体的に何か要望さ

せてることとか状況とか少し教えていただ

けたらと思って。お願いします。 

○委員長（岡本安弘君）福祉課長。 

○福祉課長（松岡朋英君）ありがとうござい

ます。このひきこもり支援推進事業につきま

しては、おっしゃっていただいたように、昨
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年度から 1市２町、橋本市等九度山町、高野

町、ひきこもり支援サークルトライアングル

と、あと一般社団法人ソーシャルケアセンタ

ーに対して委託をかけて、実施をしておるも

のです。事業内容としましては、先ほど言わ

れました相談支援事業とあと、居場所づくり

の稼働日数、居場所づくりであったり、連絡

協議会のネットワークづくり、あと住民向け

の講演会の開催等を行っております。 

相談支援件数を先ほど言われたように延べ

件数で言いますと693件といいうことであり

ますけども実人数につきましては 52 名とな

っております。ひきこもり状態にある方につ

いては継続的な支援が必要であるというこ

とで、来所相談と訪問による相談が軸となっ

ております。直接の支援を実施しておるとこ

ろです。支援対象の方の多数は大体 20代、40

代、に集中をしておりまして、男性の相談者

の方が女性の方より多いという、そういった

傾向になっておる状況です。課題としまして

はやはりひきこもり者の把握の難しさや、被

保護者の家族への対応やひきこもり者の支

援であったり、再ひきこもり化そういった課

題がありまして、そこら辺をどう解決してい

くかというのが課題であるということで聞

いております。あと成果についてですけれど

も、20 代の相談者が 14 人ということで、最

も多い、ということでしたので、今で言う、

80、50 問題等がある中で、若い世代の継続支

援を行うことで、問題解決に繋がるかという

ところで、引き続き支援を継続していく、あ

る関係、継続していく必要があるという、そ

ういうことでございました。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）決算でこの予算になっ

てるんですけども、特にこの財政的に何か当

事者からのなんかこの要望はこの予算の範

囲内で、いけてるのか、何とかして欲しいと

いう声があるのかちょっとこの、ちょっとそ

の金額で私よくわからないんですどうなん

でしょうかね。 

○委員長（岡本安弘君）福祉課長。 

○福祉課長（松岡朋英君）事業費につきまし

ては事業所と相談しながら決定しておりま

すので、今んところはこの事業費で双方、相

談して決定しておるものでございます。 

はい。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。88 ページ 

1120 こども園管理運営する委託料、成果報告

書の 79 ページ、ちょっと１つ２つ３つ聞き

ますので、まず 1個目に、79 ページの、成果

報告書の下の四角いグラフグラフというか

囲いの、紀見保育園の定員 20 に対して、充足

率っていうか、ここの辺、これまず 66％って

今なっとんですけど、これについては、今後

どういうふうに伸びてくるのか、減るのかと

か、担当課としてはどういうふうな見解なの

かまずお伺いします。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）主要成果の 79 ペ

ージの紀見保育園の定員の充足率っていう

ところかなと思うんですけども。 

一旦紀見保育はこの３月末で閉園となりま

して紀見こども園に変わったっていうとこ

ろになるんですが、この定員の充足率につい

ては、定員、認可定員に対しての充足率って

いう形になっておりまして、認可定員は建設

した当時のところからは、特に変更かけてお

りませんので、定員としては大きなものにな

っております。その関係でちょっと充足率と

しては低い数字になっておるというところ

で、こちらが紀見こども園に代わりまして、

定員の方をちょっと少ない形、今の現状に合

わせた形で、定員の方に加点をとっておるん

ですけども、しばらくは、何でしょう人数的
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には現状維持が続くのかなというふうに考

えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ありがとうございます。 

　そしたら、僕の認識が間違ってたらお会い

するんすけど。この数字っちゅうのはその何

ていうか、100％超えてるとこありますよね。 

ここの辺についてはどういう見識をお持ち

です学文路さつきとかやったら 122％とか、

一番多いとこやったら、隅田で 124 とか、こ

の辺の推移とか、今後の対応とかどうなるん

ですか。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）こども園に関し

ましては、９番に３号と１号っていう形で定

員の方分かれとるんですけども、例えば人数

がちょっと 100％を超えているところについ

ては、２号３号のところが多い形になってお

るんですけども、その分が、その分多いとこ

ろを 1号の定員等でまかなって合わせて、対

応しているっていうところになっておりま

す。人数の今後についてもしばらくは現状維

持が続いて少しずつ、定員としては人数とし

ては減っていくのかなあというふうに考え

ております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）そしたら、1つ目聞く

んですけどもこども園というのは小学校、中

学校の町で学校区っちゅうのもあってない

ようなもので、子育ての世代の住んでるとこ

が今優先あるのかないのか。 

保護者の第１希望、第２希望で就職場とかが

この辺やからここへ行くっていう定義が当

てはまっておると思うんですけども、これら

希望をかなえていったときと、そのイコール

と各園の補正予算、人気とかもこういう言い

方は失礼な言い方なんやけど、保護者から生

かしたい学校園のなんちゅうかな、人気度も

多分いろんなことが、出てくる。さらにさら

に０、１歳から入れとるから学校関係ないと

ころ、この辺のバランスっていうのが、この

数字にどういうふうに還元できてくるんか

っていうことが、ずっと気になっとったとこ

ろで、行政側としたら、同じ小学校区でバラ

ンスよう言ってもうて、90から 100 ぐらいの

どこで均等に入ってもうたら一番ええっち

ゅうのは行政側の意見やと思うんですこれ

はわかるんです。同じお友達とかが、同じ小

学校上がったら、保護者同士も仲良し一番え

えなんてこれが教育から福祉から教育に一

番勢いなわかるんやけど、現実はそうじゃな

くてこのパーセンテージと向き合わなあか

んとこが出てくると。で、また統廃合とかも

出てくるからこのバランスもどうなるんか

っていうのが気になるんですけども、さらに

今回聞きたいのは法改正になってお仕事し

とるお母さんとかその証明書とか昔はそん

なんあったと思うんですけど、今は一時的に

時間制限とかで、預けれるようになってくる

方向に変わると思うんですけども、これが出

てきたらこの数字っちゅうのはまだ変わっ

てくるほどはキャパが少ない、キャパオーバ

ーとかそういうふうになってくるんかなと

思うんすけど。これはこども課長はどういう

ふうに見解を思っておられるのか、お伺いい

たします。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）確かにおっしゃ

られたようにこども園保育園については校

区がありませんので、市内どこの園でも、行

っていただけるような形に、なっております。 

確かに確かに地域満遍なく小学校区ごとに

園があるわけではございませんので、確かに

一定数保護者さんのご希望に集中したりで

あるとかそういう形、実際にあるのは確かで

す。今後、その辺がもっとバランスが悪くな
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る可能性は確かにない、ない、ある可能性は

確かにあるかなあと思いますが、市内全体で

は、一応、定員の方は、一旦充足している形

なりますので、確かに保護者さんにとって、

職場で反対方向になったりだとか、ちょっと

遠方のちょっと離れたところにしか空きが

ないからっていう形で今、希望第 1希望から

第６希望まで書いてもろとるんですけども。 

その範囲内で、現状は入っていただいてるっ

ていうところになっております。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ここはもうほんまに、

こども課長のおっしゃるりで、お察しするし

かない、ようやってくれとるとは思うんです

ただ、この問題と向き合わなあかんのはこど

も課なんで、やっぱり、キャパがもうあとこ

ども園、ここ５か年計画でしたっけ。あれ 15

年ぐらいかかったかな。あれも社会情勢の対

応も、いろいろあろうかと思うんすけどあれ

をピシッと５、６年でぱちっとやれとったら

また違うてとか、お金も、あったんかもわか

らないですけど、結局公設公営のこども園が

福祉的に北の一番端っこ行ったっていうこ

とが、行政の最後の受け皿っていうのが公設

公営であるんならあれば、と仮定すると、や

っぱ真ん中の方にあることによって、このバ

ランスの扇のかなめ的な役割をして欲しい

なて僕は思っとったんですけど残念やなと

思うんすけど、さらに聞きたいのはこの、

120％超えるっちゅうのはあんまりこれよろ

しくないっていうふうに聞いたことあるん

ですけどその点についてはいかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）確かに 120％っ

てのも確かに私立の保育園なんかですと、定

員の 120％までは待機児童が発生させないた

めに、受けることは可能っていうふうになっ

ておるんですけども、その他のこども園なん

かですと原則認可定員が現状っていう形に、

なっております。なので、できる限り、その

範囲内で収まるようにという形でちょっと

進めて参っておるような状況です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）少子化っていうことを

計算式には入れないと思うんです。 

少子化対策って、こども家庭庁などがよ、多

額の予算を投じて子どもをもっと、生まれて

きて欲しいという施策に切り換えとるから

あえてそういう聞き方はしないんですけど、

この 120％超えとる 100％超えとるとこに対

して、こども園がほんだら果たして足りてる

んか。今の人口比率では足りてますっていう

答弁やと思うんですけど。でも、今後、一時

保育とかその何ていうんですか、仕事に行っ

てなくても預けれるよっていうような時代

がこうなってきたら、この分母と分子で足り

るんか否か。ほんなら、来年再来年ぐらいに

動き出したときに、一応橋本市は田舎ってい

うのもやっぱベッドタウンで、若い人を定住

促進で力入れとるとこないから、それの整合

性としたら、小学校はキャパいっぱいありま

すよね。スクラップをかけていくぐらいやか

ら。でも、こども園って、ある意味義務教育

の1歩手前のここが一番大事なとこだと僕思

うんですけど。若い人に定住促進うたってこ

こへ来てもうたら、銀行がある、公園がある、

なんちゅう買い物するとこはここ、病院はこ

こ。これ定住促進で絶対説明する一丁目一番

地やと思うんです。同じぐらい大事なのが、

この辺はどこどこの小学校区で、ここのこど

も園がありますっちゅうのは絶対に必要な

のかと思います。若い新婚世帯は特に、この

辺はやっぱりこの数字と、政策理念と、ここ

の数字のキャパ、受け入れの余裕がリンクし

ないように思うんですけど、来年再来年に向

けて、こども課長はどのようにお考えなのか

お伺いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 
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○こども課長（野間郁弘君）確かに人気の園

にはある程度募集が集中したりってのは確

かにあります。ちょっとまた繰り返しになる

んですけども市内全体でいくと、一旦のキャ

パっていうのは、一応確保しているような状

況になっております。こっから先、子どもが

どんどん増えていってくれたらええんすけ

ども、現状としては、やっぱり少しずつ減っ

ていく、ていうふうな見込みになっておりま

すので、新しい園を新たに建設するであるっ

てのはちょっとさすがちょっと難しいかな

というふうに考えております。 

来年度についてはこども誰でも通園制度っ

ていう、どなたでも、一定時間しかないんで

すけども、制度も一応紀見こども園で開始す

る予定はしておるんですけども、そちらの方

で、少しずつ、何ていうんでしょう園の定員

っていうのは、ちょっとずつ上がってくるの

かなというふうに考えております。また園の

運営についてもあまり、定員大きいおっきく

してしまうと、国から給付費も減ってしまい

ますので、ちょっと無碍に今足らないから定

員を上げるっていうのはちょっと難しいと

ころがございますので、ちょっとこちらの方

はちょっと様子を見ながらになってくるん

ですけども、随時対応していきたいなと思っ

ております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ありがとうございます

明確な答弁で、私も勉強不足ですみませんこ

の交付金の関係がついてくるっていうのや

っぱり、こども課長の方がやっぱり数枚上手

やなと思って勉強になりました。 

ただほんで1個だけその人情論の話になるん

ですけどね定住促進で、橋本市東西南北中、

５つのエリアに分かれたときに、人気のある

ところとかさっきの答弁とあれなんですけ

ど、結局、例えばね、さつきこれオーバーし

ますよね。新規就農者とか、農業したいって

いう若者が入ってきました。だから、高野口

の方とか、西部の方とか、河南の方に来る率、

こういうのも踏まえては高いと思うんです。 

例えばこれ来たときに、せっかく定住促進で

きました。一生に 1回の家を建てました。 

補助金交付金、もらいました新婚世帯もらい

ました。本当はここのさつきこども園に行け

ませんね。ひょっとしたら清水学文路小学校

もなくなってしまうかもしれへんけどこれ

は、今子ども教育費じゃないんでそれは後で

議論しますけど。ここのところっていうのは

やっぱり、そこへ一生に 1回の開門したら入

れてあげないといかん。何を言いたいかって

いうとこの数字では表れてこない数字です

わ。この中の、例えば０、１歳のときに入れ

たら、職場の関係で行ったってこれ一理ある

けど、さき入れてしまったらその子らがねえ、

地元優先がどいてくれっちゅうわけにいか

んのですよね。定員でそのまま３歳４歳で上

がってるから、ここがこの矛盾の展開、数字

のこのシャッフルというか、それらを何てい

うかな条例上整備するお願いレベルになっ

てくるんかなと思うんですけど、ここをして

あげないと、やっぱりこの数字のこのバラン

スっていうのは、だめなのかなと思うんです

けどそれに対しての、ちょっと見解を伺いま

す。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）はい現在のも、

利用調整のルールとして、同じ中学校区の園

を希望される場合は、一応、加点という形で、

少ないながらも一応そういう形でちょっと

若干入りやすくは、できるようには一応して

おります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ありがとうござい。 
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ここの件についてこれで結構づつ続けて、同

じ項目なんで続けてよろしいですか。 

同じページのところのこのせ、主要施策報告

書の 1個戻って、80ページですね。 

これは各それぞれの子どもに対しての委託

料を何億何千何百万を支出したっていうご

説明で、各こども園であるんですけども、当

地域と受け入れのキャパと入っとる子ども

さんたちの計算式で金額っちゅうのはそれ

ぞれ委託料が違うのはわかります。 

それぞれで、アレルギー等対応支援保育事業

っちゅうのはこれ均等に 60 万なんですね。 

これについてのちょっと勉強させていただ

きたいと思うんですけどいかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）アレルギー等対

応支援保育事業っていうのが一応市の単独

事業で行ってる事業になってまして、アレル

ギーをお持ちのお子さんに対応する調理員

さんであるとか、食事のときの補助の関係で

保育士さんもしくは調理員さんを雇ってい

ただいた場合の補助金という形になってお

ります。一応上限を 60 万というふうに設定

させていただいておりますので、一応各園 60

万円という形に、なっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ここが僕わからないと

ころで、60 万が多いんであれば 12 分に足り

ているって言ったら僕はこれ以上申し上げ

ることないんですけど、結局そこが、1つの

学年で出征率が、例えば 300 人から 5500 人

おるとしたら、５％、全国平均で約５％が何

らかのアレルギー持っとると、単純に計算し

たら１学年で何人でこども園がっていう話

になるんですけど、バランスよくたまたま北

のほうにアレルギーの子がおって、南の方は、

こっちが 1人で向こうが６人やった。 

でもおんなじ 60 万という定義になるんです

よね。ここに今回の決算通じて僕全体にそれ

を今回、ちょっと違う観点で見たんですけど、

この予算の配分のその平等性の観点という

のは、その市の単独でええことやっとんのに、

一定の定義が天井が 60 万というのはわかる

んです。だから、1 人に対して 1人アレルギ

ーの子がおったらもう 60 万もらえるこれは

もうええと思います。 

でも、何人まで 60 万なんですかっていう話

なんすよ。たまたま縁に、５人おられました

と、５人でも 60万、ほんなら、1人の保育士

と 1人の調理員をつけることによって、５人

の重りっていうか、面倒、学年も違うし部屋、

部屋どないなっとんかわからんけどこの 60

で足りるんか否か。だから、1人当たりで、

基本的に、例えば 20 万、そっから上限が 60

万って減らすようなこと言うたら僕怒られ

るんで駄目なんですけど。 

でも、多いときのバランス、市の単独であろ

うと、国の定義は、国とか県の交付金ちゅう

のはちゃんとルールブックがあるわけで。 

そこはわかりやすいんで国県に準じて市が

やっとるとこれ説明でよく聞きますわ。 

だから、ええことやっとるこれ多分財源ちゅ

うのはふるさと納税であったりとか、産業振

興基金というところから英語としようとし

てる市の財源を使うときの、あなた方の平等

の観点のバランスと、受ける側の、感謝の定

義っていうのが、イコールになってないとき

あるんすよ。この 60 っていうのはこれ合っ

てるんか。60 万１人に対して 60 万で大いに

ありがたい。でも、もし違う園で例えばあや

の台とか、北のほう行ったら、キャパの隅田

だとか多いとこは、同じ比率でパーセンテー

ジで。こっちで２人おった方が向こうで多分

７人８人おるかもしれない。ここは 60 でい

いんですか、ていう話なると調査してやるか

ら、何人に対して、1人から５人までが 60 万
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です。ほんでたまたま５人までで、60って言

うたらわかるんですよ。 

でも７人目をたらこれ120になるわけですよ

ね。例えばのルールで言うたら、この辺をち

ゃんと精査できてるんですかっていう話な

んですよ。いかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）確かにおっしゃ

られるように、園によってはアレルギーを持

ってるお子さんの人数が違います。 

この補助金については、調理員さん、もしく

は保育士さんの雇い上げた人件費に対して

支出していく形なりますので、例えばアレル

ギーのお子さんが 1人に対して1人雇っても、

同じ金額。５人アレルギーが持ってる園によ

ってもう 1 人やったら、上限 60 万、例えば

２人雇っても上限 60 万というふうな現状を

今のルールになってしまっておりますので、

それが、足りるか足りてないかと言われたら、

ちょっとまだ、ちょっと検討していかなあか

んところかなと思っております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）検討して欲しいんです

というのは、アレルギーというのは、命に関

わることやから、マンツーマンに越したこと

はないけどやっぱり財政にもやっぱ限度あ

るから、例えば、僕の言うとる数字が正しい

かどうかわからないですけど前に、給食セン

ターの視察に行ったときに、給食調理員で、

何十人以上おったら 1人とか、何人から２人

目いるとか、ルールが決まってたわけで、こ

ども園に対してもこのルールっていうのは、

ひょっとしたら 60 万が減らされるときある

のかもしれないですけどこの辺はやっぱり

子どもの数のなんていうバランス1人で例え

ば 1人の調理員で、６人７人８人分つくれっ

ていったら結構、しんどいと思うんです。 

普通の調理やったらできると思うんすけど、

アレルギーはこの子に対してはこれとこれ

があかんこの子に対してはこれとこれがあ

かんってなったら、もうすごいことで、うん。 

事務で電卓たたいとるだけではここはわか

らへん。これこれこそ現場で聞いて、九州へ

調理員さんが何人まで行けますかと、こんな

ひどいこうやったらもう６品目とか、アレル

ゲンで５品目とかアレルギー歩こうってい

うのは、何か食べたら死んでしまうってもう

常に注射器持っとるっていうこうも中には

いらっしゃるわけで。ここの精査っていうの

はやっぱりしてあげて欲しいと。でなければ、

60 万ですべての園が足りてるよっていうん

であればいいんですけど、やっぱり人数制限

っていうか人数の定義っていうのはやっぱ

り、アレルギーの種類の数とかに対してやっ

ぱり、救える命を守れる命を守ってあげて欲

しいと思うんですけど、お願いなんですけど、

一応答弁ください。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）こちらのアレル

ギーの対応の支援保育事業については少し

ちょっとお時間いただいてちょっと検討さ

せていただきたいと思います。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　南出副議長。 

○副議長（南出昌彦君）１つだけちょっと質

問させていただきます。ええ質問やなと言う

てもらえるかどうかわからないんですけど

も。今、人口減少、少子化対策っていうこと

で、非常に行政にとっては非常に重要な問題

の１つかなというふうに思います。 

そこで 83ページの 001102 の 19 の 03 の第３

子以上にかかる、育児支援助成金と金額は少

ない 11万 5,770 円なんですけども。 

非常に橋本市っていうのは出生率が低いと

いうことで頭を悩ましているかと思うんで
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すけども。この３子以上の支援助成金、これ

をもって本当に少子化対策に結びついてい

るのかというところはどういうふうに考え

られているんかなというふうなところがあ

ります。特に三子ともなるとですね。なかな

か、子育てするのにも、大変やなあというと

ころが想像されるわけなんですけども。この

三子以上、まあまあ、産んでくれとる家庭へ

の助成っていうのは、これ多分県の助成で 1

万円ぽっきりの補助金だと思うんです。とい

うことは、市の持ち出しは 1つもないと思う

んですけども。これでは、果たして出生率が

上がるのかどうかっていうんか、特に橋本市、

他と比較する必要はないと思うんですけど。

県下 30市町村のうちでも、本当に、最下位で

あったり、25 位前後をウロウロする出生率で

すんで、本当にやっぱりこの少子化対策とし

て、取り組む本当のやっぱり本気度をやっぱ

り、ちょっと聞きたいと思いますんで。 

この辺の育児支援助成金についてどのよう

に考えられているのか、また他に出生率を上

げるための施策っていうのを考えられてる

のかどうか、その辺をお聞かせいただきたい

というふうに思います。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）まず第三子に係

る育児支援助成金についてなんですけども、

まず助成限度額として 1 年当たり 1万 5,000

円という形になっております。小学生以下の

子どもさんを３人以上養育してくれてる方

が一時的な育児支援を利用する際の要する

費用一部助成しているものになっておるん

ですけども。一定数第三子といいましても、

もう基本的この未就園児さんが対象になっ

ておりますので、橋本市内一定数園に入って

おられる方が、多い形になりますので、利用

として少なくなっているのかなというふう

に考えております。あと新たな制度っていう

とこになるんですけども、こちら今すぐ何か

ってのはないんですけども、必要でちょっと

引き続きいろいろ考えていきたいなとは思

っております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）すみません。82 ページ

の 001039 介護予防プランもう 1 回ちょっと、

介護予防の効果というか受けとめをどうさ

れてるのかなと思ってお伺いしたいんです。 

来年の要支援認定の人数ですとかね、どんど

ん増えていくもんか、いや増えていくんだけ

ど効果が、はあるんですよとかってどうどう

受けとめていらっしゃるんかなと思って。お

伺いしたい。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長補

佐。 

○いきいき健康課長補佐（岸部利美君）ご質

問にお答えさせていただきます。 

　現在、高齢者の数っていうのは、２万人を

超えている状況なんですけれども、今後は、

前期高齢者が減少して、後期高齢者が今後も

伸びていくということが予測されます。です

から、介護を必要とする人の割合っていうの

は増えていく可能性があるんですが、ところ

が、橋本市の場合は、介護予防事業の充実で

あったり、通いの場の充実であったり、ケア

マネージャーさん、介護保険の事業所さんの

ご協力等々で、やはり介護認定率っていうの

は、減少の状況です。あわせて、要支援にな

る認定の方の割合も、ほぼ一定傾向になって

います。ですから、要支援の人の認定者数っ

ていうのは、一定というふうに考えています。 

○委員（田中和仁君）引き続き、よろしくお

願いします。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　堀内委員。 
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○委員（堀内和久君）すみません。僕 1個だ

けさっきのこども園とかページで言うたら

88 のさっきの 1120 になるのかちょっと、ど

こに入るのかわからないんで間違ってたら

ご指摘いただきます。栄養士さんおられるん

かな、こどもが献立さっきの米の話とか行動

の話になるんですけど教育費でも言います

けど、学校給食も頑張っとるけど結果ってい

うのが、残飯残渣の話になるんですけど、こ

ども園は全部見たわけでありますけど、本市

のこども園すべてが橋本市の栄養士さんが

作った献立ではないけども、橋本市のさんが

作った献立のとこ何個か見に行ったんです

けど、教育がいいのか、ほとんど残飯ゼロで

すね。これはもうほんまに小学校中学生見習

わなあかん。はっきり言うて。もう、みんな

で食べて、汁もん放ってって言うのほんまに

綺麗にやっとる僕はそらほんまにすばらし

いというで、栄養士さんって大変やなって思

うんですけど。この、米の価格であったりと

かお金の話ですね。どこに入っとんがちょっ

とは、委託料の中に材料とか、どこにどない

お金が入ってるかちょっと僕わからなくて、

要は足りてるのか足りてないのかって言う

たらやっぱり課長や部長出席の中やから足

りてませんなんて言えへんと思うんですけ

ど、これ献立ちゅうのはやっぱり、かなり、

中学校小学校、さらに就学税前のこうってい

うのは栄養バランスってのは一番大事な、全

部大事なんすけど特に大事だと思うんでね。

この米の価格とかその辺っていうのは、微々

たるもんやと思うんです。小学生中学生が食

べる量よりは、ここの辺の献立に対して、お

金のもうちょっと追加要求とか、今回で、お

金が上限決まっとるからこれぐらいしかこ

んだけ考えなかったとかそういった意見な

かったのか、そういう思いがないのか、ちょ

っと聞いときたいんですけど。 

○委員長（岡本安弘君）こども課長。 

○こども課長（野間郁弘君）まず公立園の給

食の材料費っていうのは、まだ 89 ページの

001126、保育所管理運営に要する経費の中の

賄材料費に含まれております。 

これは保育園の部分とあとたんぽぽや別途

どこだ。90、91 ページの 90 ページの 001133

たんぽぽ園管理運営に要する経費の中の、賄

材料費に公立園の材料費は含まれておりま

す。こども課に所属している栄養士さんが、

献立を考えてくれまして、市内ほとんどの園

が一応栄養士さんが考えた献立表をもとに

給食を作っていただいているっていう形に

なっております。でも公設民営後は民設民営

の賄い材料ってのは各法人さんで負担して

もらってる形になっておるんですけども、そ

ちらの方を市からか、賄材料費として出して

るかっていうとそういうことではなくって、

公定価格、各園児の園児 1人当たりの単価っ

ていう形で、そういうのも含めて支出してい

るっていう状況になっております。 

確かにご指摘いただいたようにいろんなも

ん高騰しておりますので、ちょっと、しんど

いなっていうお話は確かにいただいてるの

は確かでございます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）お金のかかることばっ

かり言うたらあれなんすけどこれはねやっ

ぱり分母が決まっとる1人単価なんぼって決

まって人数で計算してやると、月別年間別っ

てこうバランスのアップダウンあると思う

んですけど、やっぱり、栄養士さんかわいそ

うやなと思うのは品質下がるんですね。 

ご飯に 20％置かずに、80％ちゅうバランス

が、米とかパンが 40％占め出したらおかずの

品質が下がるんですね。 

これはやっぱりね市として全体教育も福祉

も踏まえた上で考えていかなあかんとこに

来とると。 
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それだけちょっと、議事録に載せておきます

もうそれは答弁結構です。一番わかってくれ

とると思うんで。よろしくお願いします。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）ページ数が 93 ページ

001203 生活等扶助に要する経費の中、19 扶

助費になると思います。生活保護の状況のと

ころで主要施策成果報告書 53 ページになり

ますが、保護対象ですよね。対象者ですが世

帯数が、令和６年度が 3,670 世帯、昨年度が

3,660 世帯ですから約 10 世帯増ということ

だと思います。人数なんですが、人数が 4,235

人令和６年度で昨年度が 4,134 人。約 100 人

増ということになります。10 世帯増の中で

100 人増、高齢に対して、担当課として、増

加の原因とかですねその辺の傾向を、どう捉

えていらっしゃいますでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）福祉課長。 

○福祉課長（松岡朋英君）質問ありがとうご

ざいます。この世帯数と人数につきましては、

延べになりますので、年間通じてのというこ

とになりますけれども、世帯数はそんなに、

増えていないにもかかわらず人数が増えて

いるというところでの、お質しだと思います

けれども、状況としましては、増減で言いま

すと、高齢者につきましては、69人減ってお

ります。母子世帯の人数ですね、これが 132

人増加しております。あと障害者が 23 人増

と、その他ございますけれども、状況としま

しては、母子世帯これが増加しておるという 

ところが世帯、人員というか、人数の増加と

いう、ところになっているということで考え

ております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）そうですね今だから、

独居の方が今まで多かったんだとは、予測し

てたんですが今はもう、そうやって母子家庭

が増えてきてるということは、橋本市にとっ

ては、年齢が下がってきてるということはそ

れだけ大変な子どもを持ってらっしゃるで

しょうし、親御さんもおっしゃるということ

で大変だということであるので、そこをしっ

かりとまた対策していかなあかんのじゃな

いかなというふうに思います。 

すぐに、できないことも多いとは思いますが、

就労支援とかその辺のことももちろんされ

ておりますよね。その辺いかがでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）福祉課長。 

○福祉課長（松岡朋英君）それおっしゃるよ

うに就労支援につきましては若い世帯で、働

き世代の方につきましては、就労支援という

形で支援できるような形で、支援をしており

ます。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）引き続き、よろしくお

願いをします。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、３

款を終わります。 

　この際、13 時 00 分まで休憩いたします。 

 

 

○委員長（岡本安弘君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　次に、４款　衛生費　93ページから 103 ペ

ージまで、質疑ありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）すみません。95 ページ

なんですけども。 

95 ページの 12 委託料のところの 04 の産後

ケア事業委託料いうところですけども。 

これがかなり、予算超えて利用されてること

 （午前 11時 49 分休憩）

 （午後１時 00 分再開）
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ですごく嬉しいことなんですけども、かなり

補正を組んだと思うんですけども。ここまで

増えてきたの何かちょっと、どんな様子だっ

たんかなちょっとお聞きしたいと思いまし

て。 

○委員長（岡本安弘君）子育て応援課長。 

○子育て応援課長（栗谷句美君）髙本議員の

質問にお答えさせていただきます。 

令和５年度から令和６年度につきまして大

変利用者数が伸びておる時代です。こちらの

方の要件としまして、要件を緩和させていた

だいて、産後ケアを必要としている人があれ

ば、利用可能としたこと。 

また課税世帯の自己負担額を引き下げたこ

とによりまして利用が増加している状況と

なっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）98 ページの 001408 花

と緑のリサイクル事業に要する経費で、全体

としてもうかなり予算が減ってますよね。 

もう、以前木下前市長から引き継いで、平木

市長からちょっとやり方がかなり変えたん

ですけどね。全体の予算減ってる中でちょっ

と１点お聞きしたいんすよ。これ、コンポス

トとか、昔は補助金つけてやりましたよね。

あれって今、市民の皆さんどない、使われて

それでできた堆肥とかって、どこで使われて

るんかな。一時は市民病院前で、お花やって

たんであそこに持ち込んでくださいってい

うのもあったんですけど今、多分小さくなっ

て各個人個人というか団体さんでやってる

かところが多いと思うんですけども。 

そういった処理っていうのはどのようにな

ってるんかな、把握されてます。 

○委員長（岡本安弘君）生活環境課長。 

○生活環境課長（上垣内康浩君）お答えしま

す。 

コンポストについては、今現在は必要とされ

る方にお配りしております。 

それでできた堆肥肥料については、その方が

独自にデザインなりっていうところに使っ

ていただいてるっていうところです。 

今言われました以前、市民病院のところでね

花と緑のリサイクル事業っていうことをや

っておったんですがそれついてはスクラッ

プアンドビルドっていうことで、一旦廃止さ

していただいて、そのあとは市主導から個人

さん主導っていう方に切り換えて、それぞれ

がご家庭で堆肥化していただいて、利用いた

だいてるっていうことで、結果として申請団

体さんはそんなに伸びてはないんですが、花

と緑のリサイクル事業の補助金で 12 の団体

区自治会と、老人会さんとかっていう団体さ

んが利用していただいているっていう状況

です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）お願いします。97ペー

ジの 001407 予防接種に要する経費 18 の 03

新型コロナワクチン予防接種健康被害救済

給付金、この内訳を教えてください。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長。 

○いきいき健康課長（石井義光君）ただ今の

ご質問にお答えします。支払い件数といたし

ましては、延べ３件ということになっており

ます。医療手当の方で 199 万 6,000 円、医療

費といたしまして 41 万 5,082 円ということ

になっております。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）98 ページ右下は 001412

斎場管理運営に要する経費の中で、10 番需用

費の 09 施設等維持修繕費になりますが、主

要成果の方を見せてもらっていると。 

予防的に修繕をしているというふうなこと
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も書かれておりました。故障前に種修繕した

費用だとは思いますが、火葬炉ですね今、こ

れ、今回どれだけの修繕をしたのかまた、現

在何件あって、火葬炉すべて今稼働中なのか、

その辺教えてもらえますか。 

○委員長（岡本安弘君）生活環境課長。 

○生活環境課長（上垣内康浩君）斎場の修繕

料なんですけれども、主に一番金額の大きい

ものは、火葬炉の修繕ちゅうことで 572 万円 

ていうものを提出させていただいています。 

他については、煙突を監視するカメラであっ

たりとかトイレであったり、ガスメーターで

あったりとかっていうところで、トイレの修

理さしていただいてやはり平成 10 年からの

に設置した施設ですので、やっぱり年数が経

ってくると、所々修繕、故障してしまいます

ので、常に修繕をしております。 

火葬炉につきましては、人体の炉が６基。 

動物炉が１基っていうことで、人体について

も、計画的に毎年、大規模修繕というのをさ

していただいています。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）では今現在６基すべて

稼働中でよろしいですか。 

○委員長（岡本安弘君）生活環境課長。 

○生活環境課長（上垣内康浩君）すみません。

もうそのとおり、今現在は、交代交代しなが

ら火葬しております。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）96 ページの上のほうな

んですけども 12 の委託料いうところなんで

すけども、これ大腸がんとか乳がんについて

は、この成果報告書に見たら、経過観察する

がないんですが。肺癌と胃癌はあるんやけど

大腸がんと経過観察がないのは、ちょっとな

ぜかなと思ってそれを聞きたかったんです

けどね。 

○委員長（岡本安弘君）いきいき健康課長補

佐。 

○いきいき健康課長補佐（岸部利美君）大腸

癌検診につきましては、検便で便潜血がある

かどうかの判定になりますので、経過観察と

いうよりは、精密検査なりっていうのをこち

らの方としては推奨しております。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）100 ページの 11506 最

終処分場の維持管理に要する経費。彦谷の最

終処分場いつまでに満タンになるか見通し

を教えてください。 

○委員長（岡本安弘君）環境美化センター所

長。 

○環境美化センター長（兵衛一郎君）お答え

します。 

彦谷に関しましては、令和 11 年度末が最短

で、埋め立てを完了するような予定でござい

まして、順次最終処分場の残余容量に関しま

して、建設部局のご助言等をいただきまして

確認している状態です。 

繰り返しになりますけども、最短でも令和 11

年度、12年度ぐらいと担当課としては考えて

おります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、４

款を終わります。 

　職員の入れ替えを行います。少々お待ちく

ださい。 

（職員入れ替え） 

　次に、第５款　労働費　103 ページで、質

疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 
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○委員長（岡本安弘君）ありませんので、５

款を終わります。 

　次に、６款　農林水産業費　103 ページか

ら 114 ページまで、質疑ありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）108 ページの一番上の

方なんですけど地域おこし協力隊、活動補助

金とあるんですけども、ちょっとこの県の地

域活動活動隊の活動をちょっと紹介して欲

しいことと、それをお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）地域おこし協

力隊につきましては、令和６年度現在に、６

年度時点で２名の方が地域おこし協力隊、ち

ょっと待ってくださいね。 

○委員長（岡本安弘君）時間かかりますか。

そしたら答弁保留で、ほかにありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）すみません。111 ペー

ジの 001950 くにぎふれあいの里管理運営に

要する経費の 12 節の委託料、詳しい方近く

におるんでそっちのそちらに聞いてもいい

んやけど、この委託料ってこれ、トイレの清

掃をとかそういう委託料から別のところで、

隠れ谷池の方はトイレの委託料、トイレって

ちゃんと出たんやけど、くにぎにもトイレあ

るんやけど委託料もこの中に全部含まれて

るってことでいいんかな。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）こちらにつき

ましてくにぎのトイレの清掃を含めた委託

ということで実施いただいております。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）トイレの清掃の委託料

が今後、安いか高いかの話になってくるんや

けども。どこでもそうなんですけど観光客の

方が増えたりだとか、努力して人が増えてき

たトイレを使う回数が増えてくると思うん

です。委託料の中に、例えば、別途トイレッ

トペーパーとか備品が別途とかっていうん

であれば別に構わないんですけども多分こ

れ含まれてると思うんですね。 

そうなってくると、やはり、この金額で賄い

きれない状態になってくると思うんです。く

にぎだけ違いますよ。他もそうですよね。 

そういった場合、予算の増額等っていうのは

今後考えられるのかどうかというのをお聞

きしたい。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）人件費につき

ましては確かに 11 月から 65 円上がって

1,045 円になるということで人件費も上がっ

ております。そういった意味でも清掃してい

ただいてる方の人件費も上がってくるって

いうところもありますし、実際トイレットペ

ーパーが詰まったりとかそういったところ

も情報を聞いておりますそういったところ

の対応もしていただいてるということは聞

いておりますんで。それについては検討、今

後検討して次年度に向けて取り組み考えて

いきたいと思っております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）ありがとうございます。

トイレはもう実際どんどん値上がりしてま

すんでね洗剤等も含めて、すべてが値上がり

してる中で、やはりこういったトイレだけじ

ゃなくて他もどんどんどんどん、予算が膨ら

んでいくことになりますんでね、必要なとこ

ろは必要、無駄なところは無駄でもうやめて

いく、そういった形でやっていただければと

思います。それであと言って、これ、何だっ

け主要成果報告の中で僕もちょっと文章を

見せてもうたんすけどこの文章って。その中

で担当してる方とかと一緒に、話しながら作

ってるんかな。それとも役所さんのイメージ

というか、役所さんが感じたことを、行政側
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が感じてることを書いてはるんか。成果の部

分んね。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）そうですね、

こちらの方につきましてはすみません役所

の方で、成果として入れてあるものとなって

おります。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）できれば時間かかると

は思うんですけども、こういった外部委託と

いうか外でやられてる方に関しては、行政側

の意見じゃなくて、その中の方にも、その意

見聞いてできれば成果報告を作っていただ

ければ、我々議員がまた見やすくなりますん

で、行政で聞いてる話と、そっちで聞いてる

話が違うってこともありますんでね。 

その辺は要望で結構なんで、次年度からもし

できるであれば、こういった、成果報告作る

ときの、成果の部分に関しては、向こうさん

から上げてきていただいてもいいと思いま

すんで、その辺の要望要請をかけていただけ

ればと思いますこれ要望で結構です。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）108 ページ 001908 有害

鳥獣対策に要する経費の中の 12 の委託料の

01有害鳥獣駆除委託料でありますが、主要施

策成果報告書の 94 ページを見ますと、捕獲

した頭数は載ってますが、昨年、前年度に比

べて令和６年度の捕獲頭数がですね、約２倍

ぐらい多くなってるように思うんです。 

ただ捕獲していただいてる人数が増えてる

かというとそうでもないようにも見えます

けども。この倍ぐらいに増えた理由っていう

のはわかりますでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）もともとイノ

シシにつきましては令和２年度に千頭とい

うことでかなり件数が数が多かった時期も

あります。令和３年度に豚熱が拡大したこと

で、224 棟とかなり件数は減っておったんで

すが、その後イノシシが増加傾向にありまし

て、令和６年度は 622 棟となっております。 

その他の部分につきましても頭数につきま

しては、鹿については通常 200 頭であったの

が 226 頭アライグマにつきましては、毎年

200 頭前後であったのが 329 頭と、捕獲数が

補遺増えている状況です。理由としましては、

基本気候のこととかもあると思うんですが

山の中でのえさとなるえさ場が減っている

とか、一般的な話になるんですがそういった

ところが中心になるかと思われます。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）先ほどの 108 ページの

先ほど質問ましたところです。20 のところ、

認定農業者、基盤強化事業補助金っていうの

は、ちょっとどんな状況になってるのかちょ

っとお聞きしたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）答弁できますか。 

　農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）認定農業者基

盤強化支援につきましては、償却資産の補助

っていう償却資産相当分の補助ということ

で、始まっておりまして、現在３人を対象と

して、補助しているものとなっております。 

現在受け付けの方はもうすでに令和６年度

から実施しておりませんので、はい今後その

分の支払いが、継続して５年間続くというこ

とになりますので、この金額程度が、今後も

続いていくということになっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）ちょっと教えていただ

きたいんですが、次 109 ページ 001909、農産

物販売促進事業のところの 18 のところの橋
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本ふるさと便事業補助金なんですけども、こ

れいろいろ、内容的に変わってきてるかもわ

かりませんだけどかなり好評ですんでね私

はずっとずっと条件良くして続けて欲しい

と思うんですけども、これ、説明したら、205

の農家さんが利用されたということで、今後

の進め方についてちょっと考え方をお聞き

したいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）ふるさと便制

度につきましては令和２年のコロナの対応

ということで始まった制度になります。 

それからもうすでに令和６年度で５年終わ

ってるっていうところになりまして、令和６

年度につきましては上限を設けて件数の上

限を設けて実施したことで金額的にはかな

り下がった状態となっております。 

また令和７年度につきまして現在実施して

いる分につきましては、上限は設けず通に 1

件あたり500円そういった形でいろいろ工夫

をしながら、農家さんが望む形でということ

で現在実施しておりますが、今後継続してい

くかにつきましては、今現在検討中というこ

とになっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）110 ページの 1918 市民

農園ですねほんで主要成果報告書でいうと、

98ページでなってますね。これ良いことだと

思うんですけど、これ成果報告でいうと、は

しぼうファーム除草管理をシルバー人材セ

ンターに委託したことでってこう書いてあ

るけど、実際草刈維持管理っていうのが、も

う 13 万かなどこまでを言うんかわからない

ですけど、13 万払って維持管理の方お世話を

してもらうのんと、市が事業費で上げとるお

金と、ほんで１区画何ぼで貸しとるんかって

いう、その費用対効果んは求めたらいいかん

のですけどそういうところのバランスって

いうのは、どういうふうになっとるんでしょ

うかね。シルバー別で、シルバーの草刈は後

で結構ですさっき事業費と何て言う歳入っ

ていうか１区画何ぼで行っとるかさっき教

えてください。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）市民農園につ

きましては、1区画、場所にもよるんですが

ちょっと大きさであったりとかが違うんで、

1区画 25 平米のところは、年間 900 円で、も

う、もう 1 ケースとしまして 1 区画 33 平米

のところは年間 1,500 円となっております。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）設けることではないん

でね土地を貸していただいとる、家主さんに

もお支払いっていうのも当然必要なのかな

と思うんでお金のバランスはそれでいいん

で、農林水産費で上がっとることなんで。 

耕作放棄地をなくすとか、農業する人を増や

していこうっていうためのもんやから、市民

サービスとしてあっていいと思うんすけど、

これさっきのシルバー人材センターに委託

ってあるんすけどこの草刈が 13 万というの

が安いのか高いのかっていう定義になって

くるのが 1点と。もう 1つは、100％80 何％

なんで 100％詰まっとるわけではないんで、

空いたとこなんですねちょっと厳しいこと

言うんですけど、真面目にこう草引きして、

農作物、例えば夏やったら茄子とかキュウリ

を作ってるときに、隣近所が草ぼうぼうやっ

たら、ね、作物作っとる人にもかなり迷惑か

かるんですね、これは。まだその、そこまで

はやっぱりちゃんと考えてあげてるんかな

っていうんで、シートをかけてやるっていう

この決算委員会に基づいて決算書を作って、

決算書の主要施策報告書を作成したのが何

月何日かわからないですけど、もう３か月か
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４か月前にこのシートっちゅうのは取られ

てあったように僕思うんです。今もう草ぼう

ぼうの状態になっとると思うんですけど。 

この辺の整合性、僕は場所間違ってたら謝る

んですけど、この辺について２点お願いしま

す。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）そうですね、

こちらにつきましては、まず委託料のほうで

すがシルバーにお願いしまして通常の委託

に、事業者への委託に比べては金額は低いと

は思うんですが、実際それまで、市の職員が

実施していたっていう事実もありますんで、

その辺がちょっと、手一杯になってなかなか

できてなかったっていうところはありまし

て、委託さしていただいたという経過があり

ます。シートにつきましては、この資料作ら

せていただいて７月時点でシートかかって

いたということで、今の整合性がちょっと、

この部分の内容とずれてきている部分があ

ることはお詫びいたします。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）別にそういう突っ込も

うと思って言うとんと違って、要は 13 万が

高い安いかじゃなくて、何ていうか 100、利

用価格がほぼ 100％埋まってたら隣近所が草

ぼうぼうになっとることないんやけど、この

草刈委託が高い安いじゃなくて、ある程度ま

めに刈ってあげないと。 

このさっきのシートっていうのは、区画と別

ののり面のシートでしょ。防草の。だから、

何が言いたいかっていうのは真面目に、お金、

900 円 1,500 円払って作ってる区画に対して、

お隣が草ぼうぼうやったら、つまらん話なる

んで、シートとするんやったら、例えば 10段

でもね、そうええですわよ。 

だから、そういうことをして、真面目に農業

しとる人に害虫を誘致しないような取り組

みっていうのをしてあげないと、農林振興課

が、家庭菜園を進めて、生き生きして欲しい

というお話になろうかと思うんです。うん。 

だからそこをもうちょっとご配慮できない

かなってと当然職員さんもお忙しいとは思

うんですけど、草刈行っても、その年に２回

とかそういう話になるけども、そんな伸びる

まで、その市指導管理もそうですけどね、こ

んな伸びるまで放っといで草かったらパッ

カー車もってきてこう入れなあかんわけで、

ここやったらの農地なんでねえ、膝下ぐらい

の短いときにちゃんと刈ったら別にその草

を、かき集め何でもええじゃないですか。言

うたら、そういうまめに効率よく行ったら、

もっとうまいことなれへんかいなっていう

お話を、この成果でとって欲しいんですけど

ね。実際、そういった意見が聞くので、私も

勝手にからしてもらうときあるんやけど勝

手に刈ってええんやった僕月に1回刈ってあ

げますよっていうような話のレベルなんで

すよ。だから、それを職員さんでも、そこそ

この年齢いったら、その家でもまめにやっと

る草刈り機を使うのに従事した職員さんと、

割と若い人でその草刈り機を上手に使えな

い人。車でいうたらミッションの軽トラのれ

るけど、今の若い人はオートマやみたいな、

そういう定義になろうかと思うんすけど、こ

こ、こういう細かいところが、市民農園を推

奨していく上で、橋本市の元気なまちづくり

の上で、こういうとこが大事なんと違うんか

なと思うんですけど、農林課長はいかがです

か。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）確かにおっし

ゃるとおりだと思います。これから若手農業

者とかどんどん増やさなあかんというとこ

ろもありますんできっかけとしては市民農

園というのをきっかけの1つであると思いま

す。できる限り、できる限りと言うとあれな

んですが外へ出たときにはですね市民のよ
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うな状況であるとかそういったところをき

っちり確認させていただきまして、草刈等、

職員で対応できる部分をできる限り対応し

ていきたいということで考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）思いはあると思うんで

もうまめな対応してくれたらそれでいいん

でただ、市民農園は、そのコミュニティの場

とか、趣味の話なんで、若者の農業の参画と

は違うと思うんです。 

もうこんなちっちゃい畳何枚分の農業が、生

活できるぐらいの農業にはならんと思うん

でここはどっちかったら、コミュニティだっ

たりとか、農業する楽しみを地域で住民で分

かち合うような隣近所楽しいもん作ったな

っていうようなコミュニティの場であるべ

きだと僕は考えるんで。ここはもう大きな話

ませんので、まめなおつき合いを強く要望い

たします。 

　もう 1点いいですか。主要施策報告書ベー

スでいくと、その下のエコパークの話になる

んですけど、98ページのエコパークなんです

けど、これらも維持管理っていうんですかね

この僕ちょっとこれわかってないんですけ

ど。どの部分が管理して管理的なのがこの

2,000 万で、草刈とか、維持管理っちゅうか

草刈とか清掃管理業務っていうのがそれに

なるんかなあとか思うんすけど、ちょっとこ

この住み分けをまず教えてください。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）ひとと紀館管

理業務につきましては指定管理の業務とな

ります。橋本市エコパーク希望の里多目的広

場の管理業務ということで草刈については、

それ以外の委託ということで出させていた

だいております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ありがとうございます。

管理業務の方、ひとと紀館の方はよくわかり

ました。エコパークの紀望の里の多目的の方

なんですけど、これね。150 万円とかかなり

大きいと思うんですけどもこれもやっぱり

維持管理の仕方っていうのを、もうちょっと

コンパクトにとかいろいろしねえと作って

しまったものなんで、法面があったり山があ

ったりゴルフ場みたいな感じの形状になっ

とるんで、やはり、今後やっぱりいろいろ考

えていく上で、維持管理しやすい方法ってい

うのも、これからも地域づくりものづくりに

反映していくべきかなと思うんすけど、やっ

ぱり 150 万から、この、かなりな量なんです

がどれぐらいの面積で、どれぐらいの 150 万

たらイメージできない。 

すごいお金持ちの家の大豪邸の植木を選定

しとるとかそれぐらいでわかるけどあそこ

は、ないですよね。部長の方がよくわかるん

ちゃいますかね。 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。これおそらくちょっと数字的には

後程答えさせていただきますが２万平米ぐ

らいあったんかなと思うんですけど。 

何をしてるかといいますと、周りの草刈、そ

れから下の芝生の管理も含めてやってるん

ですで、その芝生の周りに植えてるその植栽

の管理も含めて、剪定等も含めてやっていた

だいてるということで、ちょっとこの金額を

はじき出して、対応しているというところで

ございます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）109 ページ右下 001912

農産物産地化事業に要する経費の中の 18 負

担金の中 02 高野山麓農産物産地化協議会補
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助金があると思います。主要成果報告書を 95

ページ見ますと、取り組みが載っております

が、その中で、前年度に比べて、令和６年度

の白ごまの農家の方が 26だったのが11農家

へ減ってると思います。生産量も 330ｋｇか

ら、127.5ｋｇになってると思います。産地化

を目指すという意味では、減ってるというの

はちょっと、厳しいかなと思います。その理

由はいかがでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）後ろのほうも

含めてなんですが野菜自体が暑さのためで

すねできないという状況が結構続いており

まして、実際のところまた昨年に比べて今年

もまたさらに減っているという状況にあり

ます。特に白ごまにつきましては去年減った

時点で、出荷を諦める市の方で集めた数を、

こちらの入れさしてもらっておりまして、数

が少ないんでもう出荷しないであるとか、そ

ういった方がいらっしゃいました。 

実際のところ人数が全く減っているわけで

はなくて出荷として出された人数がちょっ

と減っているっていうことで、そういった数

字となっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）どう私も申し訳ない、

農業はあまり詳しくないんで申し訳ないん

ですが、偉そうなこと言えないかもわかりま

せんが、なかなかこの白ごま厳しいんではな

いんかなあと思うんです。その点は大丈夫な

んでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）そうですね白

ごま自体は販売の金額っていうのはどんど

ん上がっておりまして問い合わせにつきま

しても市内だけではなくて大阪であるとか、

他のところからも買いたいっていう要望が

多くあります。そういったところもちょっと

農業、農家されてる方皆さんに、進めさして

いただいて増やしていきたいという状況に

はあるんですが、ただ先ほども暑さというと

ころもありますんで、その辺でどれぐらいの

方が、白ごまを作っていただけるかっていう

のも今年も、それの説明会等も行う予定にな

っておりますんで、その中で誰が作っていた

だけるかっていうのを金額的なところも表

示しながらできるだけ多くの方に参加いた

だけるように進めていきたいと考えており

ます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）ちょっと関連で、後私

も農業じゃないんでちょっと失礼があった

らすみませんけど。ゴマのお話聞いてるとね、

あんまり取れないんで。手間がかかるんでっ

てなんかへらさのこと言われたような気す

るんですけど、非常にこう、取れるようか少

なかったら高く売らないとだめじゃないで

すか。これ今、ゴマ豆腐屋さんにおろしての

話でいいんかなって思うんですよ。これ以上

はもう伸びないでしょう。だから商品化をす

るのにね。やっぱりちゃんと大粒だけよって

大坪だけおったらこれ 100 キロが多分 50 キ

ロになると思うんですけど。 

それでもやっぱり大粒のやつだけそろえて

パネルに焼いて、おばあちゃんがザルでふる

ってるような写真をつけて高く売る必要が

あるんじゃないかなと思うんですよパッケ

ージして、そういうのをこんな 50 キロそこ

らで大きなメーカーに任したってしょうが

ないんで。やっぱり地元の人がこつこつとバ

ックパッケージ化していく必要があると思

うんですよ。だからこの事業ってそののぼり

作ったり印刷したりっていうのに使ってく

れてるんやけども。そういったそのブランド

商品化をする、霧箱に入れてたった 50 グラ
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ムを高い値段で売るっていうことをもっと

やって欲しいんですけどいかがでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）当初始まった

時点は高野山でっていうことで、高野山のブ

ランド的な、高野山でで使ってるっていうと

ころもあったのかと思います。ただ実際に数

字の伸びが小さいっていうところもありま

すので、その辺につきまして販売方法等をで

すね実際、これからつくられる量も見越しな

がらですねそれにみあった対応を考えてい

きたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）、経済推進部長

はいちょっと補足させていただきます。 

　今、田中委員から言われたとおり、商品化

についても、どういうふうな手順、例えば、

どこで加工して、どういうふうにすれば、入

りごまができるとか、ていうところについて

は、当然過去にも検討しましたし、今もその

検討は生きてますんで、状況としてそういう

つくれる環境にはあります。ただ今の国産の

白ごまの価格っていうのが、高野山に出して

るのが 3,000、結構高いで買っていただいて

るんですけども、他からも非他、関東の方か

らも引き合いきてまして、それも高くで売れ

るという状況。ただそれにつきましては焙煎

までしなくちゃいけないという状況。この辺

勘案しまして、いろんな、どうしたら一番農

家の手間が少なく、まずは売れるのか、その

次に、どういったブランド化していくんかっ

ていうところが課題になっている状況でご

ざいます。今の状況としましては、高野山に

出して、１つの商品として国産ごまで作った

きわみという商品を出してるという状況に

なりますので、生産量がこう上がってくると

もっといろんな選択肢っていうのは考えら

れると思うんですが、先ほども申し上げまし

たとおり、天候の都合で生産量が確保できな

いという状況の中で、今の状況になってる、

おるという、そういう状況になっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）ごま豆腐屋さんが駄目

とかそういうわけではないすも立派な会社

なんで。語弊があったらすみません。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。同じなん

ですけどね僕もゴマ豆腐やさんは立派な会

社で、だめって言うとるわけではないんです

けど、でも、本来高野山のふもと、私ら黒河

道上って、増上寺の森っていうのは橋本市さ

んもやってることでしょ。ということは、橋

本市で作ったものは橋本市でブランド化す

るのは何のためってね。商標登録もそうやと

思うんすけど、橋本市が橋本市っていう名前

を売るため、橋本市民の同業者が儲かるため

やと思うんです。それをお世話しとんのが、

農業振興条例、行政で補助金やと思うんです。

ここはさんに渡す必要っちゅうのは僕もち

ょっとないと思うんですよ。やっぱり、ここ

で橋本市で作ってそもそも高野山麓精進野

菜を持っていったちゅう歴史上は前から年

貢っていう言葉にしたらええがな。 

わからない言葉に語弊あったらいいですけ

ど、高野山に持っていくことで、ブランド価

値を高めるのはわかるんですけどそれは橋

本市のブランドやから、橋本市が儲からなあ

かんと思うんです。これだから、きっかけか

ら考えたらええと思うんす僕はもう、おつき

合いやめて橋本市で、道の駅もない橋本市で、

なにかしらね。橋本のブランド力を高めない

と、橋本市の農業者は儲からないし、橋本市

が全部買い取った蛇腹みたいにね、地域が全

部買い取ったのっていうぐらいの、さっき副

議長も言われた、本気度の部分がなかったら、

生産者はついてないんですよね。うん。 
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もうゴマをすることで、所得がこんだけ上が

るんだと。うん。田んぼ余っとるからこれを

するんやとかそういう話に持っていかない

と。多分この高野精進野菜の飛躍とやっぱゴ

マがナンバーワンやっと思うんです。 

経済部長はここに肝いりなのもわかるから、

やっぱり農業のプロである経済部長が先頭

を切って、この儲かる農業っていうのを促進

していかないと、特にあなたが経済部長でお

る間にあえて夢出すしないと。 

次人事で変わったときに、そこまで農業のこ

とわかってはって、そこまでリーダーシップ

のある経済部のリーダーがいなくなったと

きに、この白ごまが果たし、次、２年後３年

後この次の予算決算でこの同じ議論してた

ときに、前の３年前の議論どうやったんよっ

ていつかなると思うんですよ。 

そこがやっぱり未来に対しての責任とれへ

んのに農振条例を我々可決しとるというこ

とになるんで、そこについてのやっぱ目標を

やっぱり来年再来年ちょっと考えていただ

きたいと思うんですがね。いかがでしょうか

ね。 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします今ご質問の内は２つあったという

ふうに、思ってます。1 つ目作ったゴマを外

に出すんではなくって、商品を市内で作って

売っていく方がいいんじゃないかという、そ

ういうことでございます。当然、市内でサプ

ライチェーンを作って、いろんな加工業者と

か、販売する業者とかっていうのを作って売

っていくここがブランド化の基本やという

ふうに考えております。 

ところが最初産地化でゴマをしだしたとき

に、どこに加工してもらおうというところで

いろいろ検討しました委託で、もう出してし

まおうかっていうところも考えたんですが、

まずはブランド力を持ってる、高野山に出し

てみようよというところから始まってるの

が今の状況でございます。 

ところが今議員おっしゃられたとおり、当然

その市内でそういうサプライチェーンをつ

くるということは重要。これはパイル織物も

そうなんですけど、その 1つの産業とするに

はそういうことは重要だと考えております

ので、今後ちょっと検討課題マーク、大きな

これ、ハードルはあると思うんですが、検討

会としてちょっといただきたいというふう

に考えております。もう 1つ、農業振興条例

の目標設定をすべきでないのかというとこ

ろでございます。もともと農業振興条例につ

きましては、理念法ということで、皆さんこ

の橋本市の農地農業、農村を守っていかなあ

かんというところで、設定しております。 

これにつきましては橋本市の農業の維持と

いうところでやっておるんですけども。 

そんな中で農業振興条例の補助施策という

ところで毎年農家の意見を聞きながら、もう、

結構頻繁にそういう施策を変えながらやっ

ておるという状況でございます。 

天候の状況とか、米価の高騰とか、他の農産

物の高騰とか、状況コロコロと変わってくる

中で、農業振興条例に基づく目標値というと

ころをどこに持っていくかっていうところ

は、すごく難しい問題やと、いうふうに考え

ておるんですが。当然議員のおっしゃるとお

り、条例上、何らかの目標をとってこれの農

業振興条例が達成されたというものを作ら

なあかんのちゃうかっていうことからすれ

ば、必要なことだと思いますので、ちょっと

この辺も、すみません。次年度に向けて検討

したいというふうに考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）関連で、ゴマですけど

も、ちょっと七味とかね、ふりかけとか関連

ゴマ関連したものは、発送しやすいと思うん
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ですよ。そのゴマを中心として、材料として

使う加工食品って、発送しやすいし、市内の

人対象じゃなくたってもう全国発送でき、し

やすい商品ができ上がると思うんで、1つお

願いしたいと思います。何か。お言葉くださ

い。 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ゴマについて

はなぜ産地化を最初したかといいますと、ゴ

マというのは中身を油になってまして、白米、

米のように水分を管理しなくていい。 

でもいいという状況の中、胡麻にしようとい

う、議論が最初ありましたことからも運びや

すいというところは間違いないので、これに

つきましては、はいちょっと頑張ってやって

いきたいというふうに考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）いや、関連っていうか

あんまりあれなんですけど。もう出尽くして

るんやけど。ちょっと部長の言葉聞いとって、

すごく気になるんやけど。最初の言葉で、高

野山に使ってもうてるゴマやから。有名にな

るっていうその発想が、僕正直話全く逆で、

橋本のゴマを使ってるから、このごま豆腐が

いいんやっていうふうにほんまにならなあ

かんね。それを、ごま豆腐屋さんのパッケー

ジ見たら、国産ごまが使用でしょ。橋本のゴ

マ使用じゃ。それ僕でも理由はわかるんです

よ、生産量が少ないから。それだけでゴマ作

ったら商品の数が限られてくるからなかな

かそれできないから。だからこそ、僕は逆に、

ブランド化して、ごま豆腐だけじゃなくて、

他の商品に橋本のブランドの何ゴマ使用し

てますっていう商品を作っていかないと、農

業所得は上がっていきませんみんな言うと

いうことは一緒なんです。これ、全く同じこ

と。ただ、答弁が全く真逆のことを言うてる

からちょっと気になっただけで、基本的には、

ごま始めたときにもう 1個、もう 1点ご理解、

これ今から聞きたいことなんやけど、高い機

械変えましたよね。高い買いましたよね。 

ペイできるぐらい儲かってる。じゃ僕そこな

んすよ。結局あれ買ったときも聞いた。 

こんな高いの最初にこうてしもて。ペイでき

るって、一般企業やったら普通に考えるよっ

てペイできるかどうか。補助金もあった、確

かね。ねだから買えたほうがいいんやけど、

でも結局ペイでけへんかったら、事業として

成り立たないわけですやんか。じゃあ次その

機械が壊れたときに、また買い替えときに、

みんなでお金出して帰りましょうときペイ

できへんから変えないでしょう。今はええよ。

そういうことも含めて物の値段で決めてい

かなあかんのやけどそういうことまでで、将

来的なことまで考えてはるんかどうか1回聞

きたい。 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）はい今、多分

議員がおっしゃられてるのはもう５年ぐら

い経つと思うんですが、当時かった色彩選別

機のことやと思います。これ何使ってるかと

いいますと、ごまというなこ白だけじゃなく

っていろんな色ができるんで、色を統一して

出荷しなかったら、相手がとってくれへんと

いう中で、苦肉の策として、買わしていただ

いたという状況になっております。で、ペイ

できるかというところなんですが、当時 120

万ぐらい出して買ったと思います。当然営業

の中で、その資源生物にはかけてくれないと、

とってくれないよという状況がございまし

たんで、これにつきましては、毎年、市の方

から集めたやつはレシピで精密に全部かけ

ております。そそういう意味ではあれがない

と出荷できないということからすれば、こう

いう減価償却として、10 年 20 年もつので、

いずれペイできるかなというふうには考え
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ておりますちょっと数字的なもうちょっと

出せてないんですけどもと考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）それはいいんですけど

ね。そのペイできるためにも、やはりブラン

ド化して高くっていく。ペイするっていうこ

とは、黒字じゃないとペイできない。そうで

すよね。ただ、どんどん黒字化していくには

多分皆さんの意見みたいに、高野だけに頼る

んではなくて、もっと高く売れるところを探

していく。前も言いましたけど、販路を探す

のは、やはりそこはもう行政も力大分入れた

らんと。農業ややられてる方が自分で販路探

していくのは難しいんで、その辺も含めて、

今後、きっちり見守っていって、発展できる

ようによろしくお願いいたしますもう要望

で結構です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）112 ページです。 

001945 ため池の整備事業についてです。 

そこの委託料のところで、ため池劣化状況評

価豪雨体制評価委託料って書いてあるんで

すけども、これ一応、おそらく、成果報告書

見たら、８か所、ため池８か所ということ書

いてますんですけども、予算が 1,000 万円で

実際 350 万円ということで、予想よりはかな

り少ないんですけども、これ現状の報告等、

今後の取り組みについてお聞きしたいと思

います。 

○委員長（岡本安弘君）農林整備課長。 

○農林整備課長（森下弘茂君）ため池系の委

託につきましては、令和３年から令和５年、

では８年度までの５年間で、ため池措置法に

基づいて、防災重点ため池に指定されたため

池に関して、ため池の劣化状況あと、豪雨体

制評価っていうのは大雨による決壊の危険

性がないかって言うところの調査をしてお

ります。令和６年度の支払いにつきましては、

350 万円を支払っているんですけども。これ

は中間払いっていうことで、業者の方から請

求がありましたんで、支払いをしているよう

な形です。で、令和８年度に最終になりまし

て、今後、その結果をすべて洗い出しまして、

計画書を策定して、どの池から整備を進めて

いくかっていうような、ところを決めていき

たいと考えております。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）105 ページの 01917 農

地利用集積特別対策事業に要する経費でお

尋ねします。先日秋祭りがあってだんじりな

んで農家の人結構来てくれてるんだけども、

目に見えて進んでいってないな。 

っていうお話がありましたんで、いろいろ、

頑張っていただいてるのは重々理解してる

んですけども、どの辺に理由があるんかなっ

ていうのをお尋ねします。 

○委員長（岡本安弘君）農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）農地の集積に

つきましてはできるだけすぐ集まるように

ということで圃場を設けたりとか、様々な手

は打つんですが、どうしても受け手となる方

の、相談ですね若い農業者さんとかもそうい

った方の相談が人数はそこそこ来てはくれ

ておるんですがそれを賄い切れるほどの数

でないこと、あと場所によってはその農地の

利用できる場所ですねできるだけやっぱ平

たんなところであったりとかそういったと

ころがまず中心でかりられたりっていうこ

とに繋がっていきますんでどうしても山間

部であったりとか耕しにくいところにつき

ましてはなかなか受けていただく方が少な

いという状況にあります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 
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　ほかにありませんか。 

　そしたら、先ほどの 108 ページの保留分、

答弁できますか。 

　農林振興課長。 

○農林振興課長（安田秀幸君）先ほどの 108

ページの地域おこし協力隊活動補助金のと

ころについて説明させていただきます。 

こちらにつきましては、市内で活動していた

だいてます２人の地域おこし協力隊の活動

につきまして、そのお２人を受けていただい

ております団体に対する補助金となってお

ります。まず 1つ、まず 1か所名が農事組合

法人くにぎ広場の方と、もう片方が橋本市の

高野口信田地区振興協議会と、その２か所と

なっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、６

款を終わります。 

　この際、14 時 05 分まで休憩いたします。 

 

 

○委員長（岡本安弘君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）すみません。

先ほどの私の答弁、紀望の里の管理面積の答

弁で、確か２万平米ぐらいだったと思います

っていう答弁させていただいたんですが、ち

ょっと今、調べに返ってきまして、実際には

２万じゃなくて 2,000 平米、2,045 平米の３

回管理するということでした。お詫びして訂

正いたします。申し訳ございませんでした。 

○委員長（岡本安弘君）ご了承願います。 

 （午後１時 55 分休憩）

 （午後２時 05 分再開）

　次に、７款　商工費　114 ページから 120

ページまで、質疑ありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）すみません 120 ページ

です。 

002111 やどり温泉いやしの湯管理運営等に

要する経費です。全体で 2,770 万、管理の委

託料が1,300万円。委託料に関してはね、我々

議会も前から安すぎるっていうことで、大丈

夫なんかなという心配もあって今、委託料上

がってるんでまあ、内容的には、充当できる

んかなと思うんですけども、実際にでも曜日

とか減らしたでしょ。冬もいけないときある

んだ。その中で、そんな内情の経営って今ど

うなってるんですかね。例えば、黒字がどれ

ぐらいなのかとか、その辺のちょっと数字を

教えてください。 

○委員長（岡本安弘君）シティプロモーショ

ン課長。 

○ シティプロモーション課長（大福　忍君） ただ今

のご質問にお答えします。 

　やどり温泉いやしの湯については定休日

の方が変わっ水木となっております。後の決

算状況なんですけども、令和４年からちょっ

と言わせます。令和４年の決算状況、これも

指定管理も含めて自主事業も含めてになる

んですけども令和４年度が360万 7,518円の

黒、令和５年度が 36 万 8,526 円の黒、令和

６年度が、17 万 7,426 円の赤と、なっており

ます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）その中には、委託料と

か需用費とかもいろいろあるんですけどこ

の修理とかの部分っていうのは黒字の中決

算の中ではちゃんと入ってるんかな、それと

も行政が出してる分野が別になってるんか

な。その運営の中の黒字の中に。 

○委員長（岡本安弘君）シティプロモーショ
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ン課長。 

○シティプロモーション課長（大福　忍君） やどり

温泉いやしのＵで、修繕が発生した場合なん

ですけども。まず、やどり温泉いやしの湯の

管理運営に関する基本協定書というのがご

ざいます。その中で 20 万円以下のものは、指

定管理者による負担。それ以外のものは、市

の負担となっておりますので今回ちょっと

修繕費かなり上がってるんですけどこれは

もうすべて市の負担ということになってお

ります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）ようやってくれると思

うんですほんまに。ほんまにやってくれると

思うんです。ただ管理者代わって、委託先代

わって、それでもう、どうなるんかなって議

会でも心配した中で、ここまでやってくれる

と思うんですけども。ただ、今後の道筋って

いうんかな。いろんな補助金とか、助成金も

入れて、途中でやめると返還義務も出てくる。 

そういった中で、市としてもやめるわけには

いかないっていう中でね、こうやって、一生

懸命やってくれてるのは重々わかるんやけ

ども。施設もだんだん老朽化していく中で、

市としての道筋っていうのは、近い将来考え

なあかんと思うんです。例えば、建物全部今

委託してるところに売却して、市として補助

金を出していくのかとか、続けていく力がな

いと絶対できないのはもう確実なんで。 

でもある程度の道筋っていうのは今のまん

までいくっていうのはしんどいと思うんで

すよ。今の、市の財政的にね、そういう道筋

も今後考えていただきたいと思うんですけ

どもその点については、これはもういいん。

井上部長か副市長機関等、難しいんちゃいま

す。その辺の道筋っていうのは今後考えてい

かなあかんと思うんですけど。 

考える必要がない、潤沢な予算でばんばん突

っ込むんやって言うんやとそれで僕もあり

がたいんですけどそういうわけにはいかん

と思うんで。ある程度考えていかれるのかな

っていうのだけお答えいただけます。 

○委員長（岡本安弘君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）やどりの癒しの湯な

んですけども、これ、実は私企画課のときに

まちづくり交付金というのをいただいて作

った施設になるんですけど。その当時の木下

市長が、ぜひ、ぜひ橋本の奥座敷ってことで、

ということで始めたんですけど当然、ちょっ

と市の持ち出しがかなり増えてきているの

は、事実です。ただお客さんもついておりま

すし、運営の方も頑張っていただいておりま

すので、いつまでもっていうわけにいきませ

んけれども、市の持ち出しと、運営効果の方

も見極めて、将来的には、どうするかってい

うのは、結論を出していきたいですけども、

今のところちょっとそこまでは行っていな

いのが実情です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）僕はやめて欲しくない

んですよ。続けて応援できる方法を模索して

いかないと。ただ、その中でも垂れ流しって

いうわけにもいきませんのでね。ただ、市民

もちゃんと納得できる範囲で、市民も応援し

て市も応援できる形っていうのを市で模索

していただければこれも要望です。 

あと、ちょっと続けてたんですけど、ちょっ

とわからないんで。部長にお聞きしたいんで

すけどね。高野山麓ツーリズムビューローの

向こうに、出向っていう形ですか。されてる

方給料の決算というのは、どこに上がってる

んです。 

○委員長（岡本安弘君）答弁できますか。 

　経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）市が出向して

るメンバーなんですけど、正職員が 1名。 

それから、会計年度任用職員が２名というふ
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うになっておりますので、この会計年度任用

職員の決算については、観光振興に要する経

費 119 ページの上段、観光振興に要する経費

の報酬のところに入ってるというふうにな

ってます。正職員の分については、はい、職

員課の方からすみません。 

○委員長（岡本安弘君）職員課長。 

○職員課長（阿瀬英俊君）正職員の分につき

ましては、115 ページの最上段の 002101 商工

総務人件費の中に入っております。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）ちょっとお聞きしたい

んで僕の考えが間違えとったごめんなさい

ね。出向した場合って、基本的には、そ、例

えば団体からの給料が出て、出向してる団体

に対して市は、それのお金を同金額を振り込

んで給料を渡すっていう形が基本的だと思

うんですけども。その人間だけ出向さして給

料は、役所から出てるっていうんじゃなくて

普通はね、例えばＡっていうところに出向す

るでしょ。Ａっていうところに籍があるわけ

やから、Ａっていうとこから給料が出るんで

すよ。そこに対してそれの、金額押す役所は

振り込む形になると思うんやけども、これ、

こういうこういう形態でも出向と読むんか

な。これすごい難しいところなんすけど、だ

から、何でこれを聞くかって言うたらね。 

決算上ね、高野山麓ツーリズムビューローで

必要になってる経費の見方が曖昧すぎるん

ですよ。だから見かけ、僕一般質問さしてた

から聞いとる言うとるわけでもないんやけ

どこういうやり方されると、ツーリズムビュ

ーローがほんまにどれだけ黒字赤字って出

てこうへんし、市がどれだけの持ち出しって

いうのも見えてこないんですよ。 

だから、ここの決算の出し方ってちょっとボ

ウエンぼんやりし続ける。だから、役所の行

政の中で行政の仕事をしてるんであればこ

れは画面やけど、完全に出向して向こうで働

いてるっていうんであればそこの出し方は

オッケーなんで、そこが気になるんです。 

ＯＫやったらＯＫやったとしても、それに対

して何か数字出してもらわんとごっちゃに

入れられると困るんです。議員として見にく

い。だから高野山麓ツーリズムビューローの

欄作って、そこでどんだけの経費かかってる

かってのは出してもらわんと、ちょっと見に

くいんですけどその辺はよ、もしＯＫやった

ＯＫでいいんやけど。できた要望なんやけど

も。大体その高野山麓ツーリズムに出向して

る人、人に対して市はどれだけの補助をして

るっちゅうか、これだけのお金がかかってる

と。ツーリズムビューロー全体に対してこれ

だけのお金がかかってると。それに対して決

算を打ってこの数字ですよっていうのを出

してもらいたいね。そうじゃないと、前も言

うたけど、もうそんな見せかけの黒字の話い

らないんすよ。ほんまにもう相撲もんも何回

もこれこんな話してる。その見せかけの数字

の黒字なんて、公表されても僕ら全然その中

身が見えてこないんで。きっちりと数字出す

ためにもうそれ１回要望でいいんで、そうい

った形で出してもらえます。 

○委員長（岡本安弘君）同意いただけますか。 

　暫時休憩いたします。 

 

 

○委員長（岡本安弘君）再開いたします。 

　経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）岡委員からご

指摘ありましたとおり、ＤＭＯの高野山麓ツ

ーリズムビューローの決算には、市から派遣

されている職員の人件費というのは反映さ

れておりません。反映の仕方については議論

の余地というか、検討の余地はあるんですが、

少なくとも主要成果なりで、その方、それが

 （午後２時 15 分休憩）

 （午後２時 18 分再開）
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明確になるようにですね、今後表記したいと

いうふうに思いますので、ご理解のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）116 ページの一番上の

４行目 06 のところ和歌山橋本オムレツ推進

協議会補助金なんですけども、本会議で何人

かの議員さんも一般質問されてるんですけ

ども。改めてもう一度申し訳ないんですけど、

ここでちょっと現状の実情と今後の取り組

みの方向、教えていただきたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）産業振興課長。 

○産業振興課長（秋山康弘君）はしもとオム

レツにつきまして報告させていただきます。 

これ昨年度の決算委員会でも、あったんです

けれども、この令和５年、令和６年と２か年

にわたって、結構予算いただいて執行してお

ります。で、令和５年からにつきましては子

どもたちその周知といいますか、できるだけ

そのオムレツを知っていただくのに、ちょっ

と子どもたちにまず知っていただくという

意味も込めまして、おむぴっぴという、マス

コットキャラクターを令和５年度につくら

せていただいてですね。令和６年度はこれ

310 万円の予算いただいておるんですけれど

も、中身的には、今度そのおむぴっぴを活用

した、おむピッピニュースというものを、３

回発行してですねこれ 5,000 部作って、市内

の学校とかお店とかいろいろ配っておるん

ですけれども。各店舗とおむぴっぴをコラボ

したような形で周知をしていったりとかで

すね、あとは夏休みの等おむぴっぴに関連し

たイラストを書いていただくような企画で、

子どもたちに、そういうおむぴっぴを通じて

そのオムレツをしていただくというような

形で、周知を図ってきたところです。 

私、令和７年から例えばフードトラックフェ

スティバルで橋本マルシェとかでもオムレ

ツ出して、そこで塗り絵をおむぴっぴの塗り

絵とかもやったんですけども結構子どもた

ちにとっては、お母さん含めて周知は図れて

きてると思っております。で、今度今後これ

をですねちゃんとお店の方に、お客さんとし

て来ていただいて、ちゃんとお店の方に利益

が行くような形にしていくのが来ん今年度

７年度からの取り組みかなというふうに考

えておるところでして、一旦当初は平成28年

ぐらいから取り組み始めて、28 店舗が、昨年

度、９店舗までコロナの影響とかもありまし

て落ちたんですけれども、令和６年は９店舗

だったんですけれども今 13 店舗まで認定店

もちょっと増えてきておりますし、今後、そ

ういった形でそのお店の方に還元できるよ

うに、取り組んでいきたいというふうに考え

ておるところです。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）お願いします。 

117 ページのふるさと応援寄付金に要する経

費のところなんですけども、ふるさと応援寄

付金が 4.7 億、主要成果報告書の 105 ページ

見ますと、返礼品代に 1.2 億。お品物代の郵

送代とか、アウトソーシング窓口アウトソー

シングとか手数料とか、いろいろと 1億経費

かかって、結局 2.2 億の経費が引かれます。 

そして 4.7億から2.2億の経費が引かれる残

りが、入ってきました。で、税務課で昨日、

橋本市から市税がどんだけ流れてんのよっ

ていうのを聞いたら、1.4 億ぐらい速報値で

すけど。最終の値ではないけども 1.4 億です

よていうことはね、2.3 億から 1.4 億引いた

らもう 9,000 万しか残らないんですよ。 

だからもうもうちょっとこの、この辺であと

２億、３億欲しいじゃないですか。 

みんなもうこれ思いは一緒やと思うんです

よ。ここしかもう伸びしろない、ないってい



47

うかもう、所得上がっていくことを期待して

ますけど。そんなに期待も、読めませんから、

一番可能性のある、場所がここのふるさと応

援寄付金だと思うんです。で、産業振興課に

聞きますとね、やっぱり人が限られてるんで、

僕も返礼品出してますけど。去年はもう 1件

もなかったんでフォローアップどうなって

ます。なぜ僕の返礼品に寄付金がないのか、

写真が悪いのか、値段が高すぎるのか、物が

悪いのか、出し方が悪いのか、説明文が悪い

ですよとか、フォローアップが全くできてな

い。ていうことは他の事業者もできてないん

ですよ。毎年柿くれる人は、毎年、多分くれ

るでしょうから安心して、期待してるんだと

思うんですけど。その辺の伸びしろを、言っ

た100点とんのにできる解ける問題ばっかり

やっとってもしゃあないじゃないすか。 

解けない問題を潰していかないと、100 点に

は至らないんで。そう考えるとね、もらえて

ない人はなんでもらえてないんだよってい

うフォローアップをして欲しいんだけども

どうですかっていうふうに伺いに行ったら、

いやこのメンバーではもう手一杯ですとい

うことになってるんですよ。で、もちろんこ

こを伸ばしたいんですよ。それは思いは多分

一緒だと思うんです。あとあの課をちょっと

パワーアップし、していただきたいんすけど

お答えいただけませんか。 

○委員長（岡本安弘君）答弁できますか。 

　経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えしますすごく厳しいご指摘いただいたと

思っております。ふるさと納税、確かに臨時

的な収入ということでこれを増やすことが、

住民サービスの向上に繋がったり、というと

ころで頑張っていかなあかん分野という、こ

ういう認識は、当然お互いあるというふうに

認識しております。結構今までですね事務的

なところに、すごい人員をかけてたというと

ころでした。 

例えば領収書を発行するとか、そういうとこ

ろにすごく手間をかけてたっていうところ

は、今回そのアウトソーシングを活用するこ

とによって、数が解消されております。 

ここで余ったものっていうのは当然そうい

うプラスの部分に充てていかなあかんなと

いうふうにはまずは考えております。 

で、当然議員おっしゃるとおり、本来人を増

やしたら、当然ね、もっと増やせるんちゃう

かっていうところ、あるかと思うんですが、

まずちょっと計画的にですねただ単に今の

人材ではやっていかれへんっていう、ことっ

てのはなかなか組織的には、言い訳の理由と

しては簡単なので、ちょっとまずその組織の

中で、精査、ブラッシュアップしてみて、そ

の上で必要であれば、内部で検討して人員の

確保というところも、していきたいというふ

うに考えておりますのでご理解のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）寄付金の返礼品で登録

していただいてるのはたくさんあると思う

んです。もうこれ、ちょっと精査する時期に

来てるかなって、僕も落とされるかもしれな

いんですけども。もうこれくれる見込みない

からやめろっていうのは必要だと思います

よ。だって仕事が増えていく。だからもう可

能性のないところは、もうばっさり行ってご

めんけど違う商品出してって、いうふうに働

きかけたほうがいいと思います。お願いしま

す。 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ちょっとそれ

それも含めてですね意欲としてやっぱり出

してあげようという気持ちもやっぱり、こち

らとしてはありがたいところがあるんです。 

それが収益に繋がらへんからって言ってば

っさり切ってしまうっていうのがどうかな
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っていうとこもございますので。その辺ちょ

っと慎重に検討したいというふうに考えて

おります。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）ちょうど、この話、人

気なのは何なんだ 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）もう人気はも

う、柿農産物が一番大きいところでございま

す。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）もちろん、返礼品にな

ってない部分も、やり方変えて底上げしても

うたらええし、でも、伸びてるところの伸び

しろをもっとつくるために、果樹によって、

例えば、加工品もっと増やすとか、人気のあ

るものを伸ばしていって、本当にまた底上げ

は底上げしてもらうという二段階やっても

らったらいいと思うんですけど。 

なんか果樹だけで頼んでしまうと、何か北海

道のウニと一緒で、だんだんライバル増えて

くるので、だからその辺もこれから考えてい

ってくれるかどうかだけの答弁だけ、よろし

くお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）そうですね成

果品っていうかね、生鮮品に頼ってしまうっ

ていうのは、去年のカメムシ被害とか、そう

いうところであればいきなり1億円へこんだ

りっていう話になってきますので、当然加工

品なんか加工品とか既製品とか、そういうと

ころにある程度シフトできるのはいいかな

というふうに考えておりますし、今農家の方

で、そういうことも含めていろんな掘り返し

とか、他にないかっていうところは各事業所

て、掘り出しているところでございます。 

追加で加工品、新たな加工品についてもです

ね、今後、当然事業者がやる気になってくれ

ばできない部分なんですが、意欲を持っても

らえるように、こちらとしては営業活動、人

材部分あるんですけども、営業活動していき

たいいうふうに考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）糖度計をだすべきだと

思うんですよ。糖度嘘つかないんで、絶対に

おいしいかどうかっていうのはもう糖度計

がもう全国これはもう納得するんです。 

糖度さえ書けば、もう絶対甘いんです。 

これ、糖度なしで言ってますんで。 

全部糖度測れって言ってんじゃないですよ。 

意欲のある方はどうぞ回すべきじゃないか

なと思うんですよ、その糖度計が高ければ、

値段上げればいいことですよ。それはブラン

ド化やと思うんです。いかがでしょう。 

はい。 

○委員長（岡本安弘君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）はい。 

ご質問にお答えします。 

過去にですね、過去に、はい。今市内の、選

果場をみますと、産地パワーアップ事業とい

う農水省の補助金を使って、選果機のやり替

えをしたことが、ここ 10 年から５年ぐらい

前にありました。そんときにですねあわせて

糖度計も実は入れてるんです。これを活用す

るかどうかにつきましてはＪＡさんとの協

議が必要というふうに考えておりますんで、

当然その糖度使ってブランド化するって話

については、今後やっていかなあかんことや

なというところで、今ＪＡ和歌山に変わりま

したけども、その辺ちょっと協議を始めよう

としてるとこなので、どうなるかちょっとわ

かりませんけども、そういう取り組みも、来

年度以降していくというふうになっており

ます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 
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　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）主要成果の方から、逆

で聞きますすみません106ページのシティプ

ロモーション課のところで、まず最初に聞き

たいのは移住定住の係りで４つめシティプ

ロモーション計画に基づき、失礼２番かな。 

一番と２番すね。（1）と（2）です。すみませ

ん。東京大阪など移住相談会とかフェア等に、

参加して移住ＰＲ及び移住相談を行ったん

で、もう 1個下が、橋本市主催の移住相談会

及び移住の体験会を行ったって、これでどう

なったんですか、ちょっと教えて欲しいんで

すけど。何々をしたじゃなくてそこそれでど

んなふうになっていっとんかとか、そこらち

ょっと聞いときたいです。 

○委員長（岡本安弘君）暫時休憩いたします。 

 

 

○委員長（岡本安弘君）再開いたします。 

　ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、７

款を終わります。 

　職員の入れ替えを行います。少々お待ちく

ださい。 

（職員入れ替え） 

○委員長（岡本安弘君）次に、８款　土木費　

120 ページから 129 ページまで、質疑ありま

せんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）お尋ねします 122 ペー

ジの 2304 道路維持に要する経費の委託料の

除草委託料と道路清掃等委託料。これはどん

な契約になってるんでしょうか。今年めちゃ

くちゃ草野のびるの早いでしょう。増えてし

まうっていうかどんな計画んなってます。 

○委員長（岡本安弘君）都市整備課長。 

 （午後２時 33 分休憩）

 （午後２時 34 分再開）

○都市整備課長（茶原正人君）道路の除草委

託につきましては、概ね年２回、道路の幅員

に合わせまして大体路肩から1メーター程度

をめどにしまして、のり面で一括で買ってし

まってるところもあるんですけども、基本的

には年２回、ないし、通行量によってはね 1

回というようなところもございます。 

　以上です。 

○委員（田中和仁君）そうすると、今年、僕

が感じたみたいに、めちゃくちゃ伸びる年だ

ったら、あんまりその割に合わないっていう

か仕事進まないと思うんですよ。委託業者さ

んは、草多すぎるやんってなって進まないっ

てなって、ひいては真面目にやったらあんま

り儲からないやんってなると思うんですけ

ど、どんな契約でしょう。 

○委員長（岡本安弘君）都市整備課長。 

○都市整備課長（茶原正人君）基本的には平

米何平米かったっていう形で契約をさして

もらってますので、通常でいけばですね今年

のような状況であれば、３回目買ってよとか

ですね、２回目仮終わってしまったけども、

たくさん伸びてきてるんやっていうような

ご苦情いただきましてですね、そういった場

合はですね、直営で、最低限の草を借りに行

かせていただいたり、シルバーさんであれば、

ちょっと追加でここ押しお願いできんかな

っていうなお願いをさしてもらいながらで

すね、や、やらせてもらってるってのが現状

になってきますので、業者さんとすればです

ね、伸びていればですねかりでまていうのが

ですね通常の短い草よりは、増えてる可能性

はありますけども基本的にはもう平米かか

るっていうような形なってはおりますので、

今年は特に苦情も多いっていうのは、うちの

方もわかっておるんですけどもなかなか年

３回ってなると、費用的なものもございます

ので、数かかる。 

っていうのわかる期間って言うんですかね、
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いつ統一を図るかってなところをですね、う

まく調整しながらできたらいいんですけど

も、やっぱり業者さんの都合もありますし、

シルバーさんであればどこからどう回って

いくんかっていうようなところもありまし

て、手順的にですね遅くなってしまうような

ところも、発生してるのは現実的な問題でご

ざいます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）もうやめておこうと思

ったんすけどせっかくと、課長答弁いただい

たんで確認します今年暑かったっちゅうの

は来年の決算で、また、聞くんですけど今年

は令和６年の決算なんで、決算のときにいつ

もちょっと気になってたんすけどそういっ

た草刈の仕方とか、年２回程度とか苦情来た

からもう 1回行くっていうのは、入札で仕事

を作っとる、入札を投げとるという言い方で

すかねその受けてくれとるとことを渡して

る方と、市が仕事受注出しとる方やと思うん

すけど。終わった後の確認とか、そんな行政、

当然ちゃんといってるんですよね。 

それ、それが気になるんです。 

○委員長（岡本安弘君）都市整備課長。 

○都市整備課長（茶原正人君）担当の方はで

すね現地確認をさせてもらってます。 

写真にて完了後の報告の写真も僕は確認さ

せていただいておりますので、やっておるん

ですけども、何せ、延長が長いっていうとこ

ろもありまして、仮にうまくいったら草刈る

の増と進めていると。ほんまに、最後写真等

に行ったら、もうちょっと伸びてきてるなみ

たいな、そういうところもありはするんです

けども基本的には担当者が現地確認を行っ

た上で、完了写真といいますかね、その報告

は受けております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ちゃんとしてくれとる

と思うんですけどやっぱり税金使って仕事

を生み出して受けてくれたからには、ちゃん

と最終確認してもらわないと、僕は割と、み

自分の住んどるエリアだけなんで東西南北

全部隅々まで見てないんであれなんですけ

ど、割とすぐ伸びとるっていう表現よりは、

かった次の日にはもうピンてたってるんで。 

その草のかかり方とか先ほども申し上げた

とおり、最近の人の草刈の仕方であったりと

か、シルバーさんやったら上手なんかはわか

りません。どこの業者が取るかわかりません。 

下請け孫請に行っとるかもわかりません。 

橋本市外の人来てるかもわかりません。 

これをチェックするのは、やっぱり行政では

ないんかなと。すべてを全部チェックしなく

ても、部分的に通れば、技術屋さんやったら

わかるんではないでしょうか。その辺はきち

んとやっていただいてないような気が僕す

るんです。失礼ながら、それに対してやっぱ

りちゃんとチェック機能っていうのは、うん。 

お金を支払うにあたって、ここまで仕事して

なかったら、自分の家の庭掃除やと思ったら、

きちんと見積もりに対して、きちんと仕事し

てないやつにやつ方に、お金を渡すのは、い

かがなものかと思うんです。 

その点についてきちんと答弁ください。 

○委員長（岡本安弘君）都市整備課長。 

○都市整備課長（茶原正人君）やはりうちも、

お金を払ってですね、委託させていただいて、

草刈していただいてるという形になります

ので、完了後の確認をですね、さらに重点的

にさしていただいてですね、なんなら、ちょ

っと借りが足らないところに関しましては

新たに借りなおしていただくとか、そういう

ところも踏まえてですね、もう今後チェック

体制を、強めていきたいなと思います。 

　以上です。 
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○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）124 ページの 2505 まち

づくり総務に要する経費 12 橋本駅前事業化

検討委託料 757 万円。これアンケート取って

いただいたんだと思うんです。で、橋本の駅

前がどのように事業化できるか、もしくはで

きなかったかっていう結果はいかがでした

か。 

○委員長（岡本安弘君）まちづくり課長。 

○まちづくり課長（中村充隆君）今まだ現在

ですね民間事業者さんと協議を進めている

ところでありまして、まだ最終的な、結果っ

ていうところはまだ決まっていない状況で

す。ただ、６年度で業務を行い、ました。 

その内容につきましてまず住民さんの地域

に住んでるその住民さんのアンケートであ

るとか、民間事業者さんによるサウンディン

グ調査であるとか、また地元企業さん、の巻

きキーマンとなるステークホルダーさんへ

のヒアリングであるとか、あとその調査とし

ては、長期総合計画、上位計画であるその長

期総合計画でありますとか都市計画マスタ

ープランとの整合性も含めて、交流人口の動

態調査であるとか、いろいろインフラの整備

が充実されてないとかっていうような状況

も踏まえて、いろいろ調査しておりますんで、

その中で橋本駅前についてどのように事業

化できるかっていうところを、なんですけど

も。まだはっきりとしたまだその方向性はち

ょっと決まってない状況でこれからもさら

に詳細に調査していくということになって

おります。答えになってなくてすみませんけ

ども以上です。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）これでも 750 何万もう

毎年かけるんですか。もう全然具体化できて

ないんですよね。ていうふうに今、受け取れ

たんですけども。もうできへんものはできへ

ん。一旦終了したほうがいいんじゃないかな

と思うんですけどいかがでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）まちづくり課長。 

○まちづくり課長（中村充隆君）当初令和６

年につきましては、まだその駅前の詳細の調

査、ていうところもありましたので、これぐ

らいの金額はかかったのかなと思うんです

けども今後方向性がまだ、もちろんこれから

も仮にですけど決まらない状態であれば、お

金をかける必要ではないかなとは思ってま

すし、その方向性が決まらるのであれば、そ

れからさらに詳細設計、実施設計であるとか

詳細設計とか、ていうところには委託費が必

要なのかなというふうに考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、８

款を終わります。 

　職員の入れ替えを行います。少々お待ちく

ださい。 

（職員入れ替え） 

○委員長（岡本安弘君）次に、９款　消防費　

ですが、この際、当局からの発言の申し出が

ありますので、これを許します。 

　消防長。 

○消防長（永井智之君）恐れ入ります。審査

いただく前に提出させていただいておりま

す。 

主要施策成果報告の内容に誤りがありまし

たので、訂正をお願いしたいと思います。 

訂正の内容につきましては、ページ 132 ペー

ジ②ですね、非常非常備消防費（1）の項目に

おきます。消防団員報酬 558 人、これが 561

人。ここを訂正いただくというところと、同

じ項目の備品、購入費、括弧の中の急患単価、

これが棒会消防団、消防団機、半期に訂正い

ただきたいと思います。 



52

お詫びして訂正させていただきたいと思い

ます。申し訳ありませんでした。 

○委員長（岡本安弘君）ご了承願います。 

　それでは、129 ページから 136 ページまで、

質疑ありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）134 ページ下のですね

002709 水道事業会計繰出金になります。 

主要成果報告書133ページになると思います

が、そこを見てますと、消火栓設置が 1,896

万円ですね、昨年度が 313 万円でした。 

消火栓維持管理も341万円が昨年で前年度が

96万円になってまして、合計 2,237 万円、前

年度は 410 万円でした。 

約５倍もの増加になったその原因は何でし

ょうか。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）お答えします。 

処方せん新設 18期分が、2,896 万 4,000 円。

消火栓修繕、12件分が 341 万 3,256 円となっ

ております。消火栓新設 18 分の 11 機は、あ

やの台北部地域での新設消火栓となってお

ります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）わかりました。 

新しい造成地なので、増えたという構造でよ

ろしいですね。その分が消防事業の方に繰り、

繰入金として入るということに、繰出金の方

に入るということですね。新しい消火栓に関

してはそういう形で大丈夫だと思うんです

が、古い消火栓ありますよねやはりそこを古

い消火栓だと、いろんな問題が出てくると思

うんですが、それも交換していかないといけ

ないと思うんですが。例えば古い消火栓だと

どういった問題が起こる、今まで起こってる

かをちょっと教えてもらえますか。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）修繕内容につ

きましては、消火栓のボックス調整、消火栓

のパッキン交換。あと消火栓の取りかえ等が

ございます。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）すみません。そのまま

換えないえないで放っておくと、どういった

問題が起こるので換えないといけないのか

っていうのは教えてもらえたらと。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）水漏れが発生

します。 

　以上です。 

○委員（森下伸吾君）ありがとうございます。 

○委員長（岡本安弘君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）すみません。

上下水道部ちょっと補足させていただきま

す今課長が説明したとおり、漏水が発生する

のと、古なってきたら、一番危ないのは、水

はね漏れて、そこで出てくるっていうだけや

ったら、極論修理したらそれでいいんですけ

ども、圧力で中央上に飛んでくる場合もある

んで。そういうことにならんように、古いも

んは、うちが工事するときにですね、合わせ

て直していってるっていうような状況もご

ざいます。ただまあ老朽化してるところが非

常に増えてきてますので、今後これも課題の

1 つであるというふうには認識しておりま

す。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）そういったやっぱり懸

念があるということですよね。 

　じゃあ、一体、橋本市でどれぐらいの消火

栓あるのか、ちょっと教えてもらえたらと思

います。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）2524 基、ござ

います。 

　以上です。 
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○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）2,524 基ですかね。 

その中で、もう修理、交換終わってるよとい

うのは今どれだけあって、どれだけあと残っ

てるのか。わかりますか。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）すべては把握

できておりません。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）ではですね、例えば、

昔だとですね、溝掃除のときに、ホース繋い

で消火栓開いて出したんですよ。それで消火

栓ちゃんと出るということを確認できたと

思うんですが、今そんなんしたらだめですよ

ね。怒られますよね水道局水道から。 

じゃあ、果たして出るのかどうかの確認とい

うのはどないしてやってらっしゃるんです

か。 

○委員長（岡本安弘君）上下水道部長。 

○上下水道部長（堤　　健君）すべてがすべ

て確認できてるというわけではないんです

けども、水道の漏水っていうのは結構起こる

んです。その際当然水が濁ります。 

消火活動してもう水濁るんですけども、濁っ

た水どんなしてるんかって言うたら、うち、

近くの消火栓開けてですね、水抜くしかない

んですわ。ちょっとそういう作業もしながら、

出る出へんっていうところは、しっかり確認

できてるんかなというふうには思ってます

けども、ただすべてがすべて網羅できてるか

というと、そこまでは至ってないっていうの

が現状でございます。 

○委員長（岡本安弘君）消防長。 

○消防長（永井智之君）恐れ入ります。 

消防水位、消火栓、防火水槽でございますが、

1年かけて毎週水曜日を整理点検の日という

ところでさめ定めまして、橋本北管轄、橋本

管轄、業務の都合によって毎週というわけに

はいきませんが、1 年に 1回は必ず、消防消

火栓と防火水槽を回るような形で、内容によ

っては、水漏れがないか、黄色表示が剥がれ

てないかとか、そういうのを 1年かけて必ず

1年 1回行くような、そういうふうな点検を

やってやらせていただいてます。 

また、水利保全ということで、黄色表示等が

剥がれておれば、黄色表紙を塗装したり、看

板を交換したりというそういうふうな維持

管理も行っております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）本当に、数が多いんで

ね大変だとは思うんです。 

チェックしていただいてありがたいことだ

と思うんですが、そうしますともう 1回確認

しますが、1 年間年間、必ず 1回ぐらいにこ

の 2,524 個ですかね。 

そこの消火栓は、水を出して、ちゃんと出る

というのを確認されてるということでよろ

しいですか。 

○委員長（岡本安弘君）消防長。 

○消防長（永井智之君）行なっております。 

　毎月行ける範囲でいて、年末に特別水利点

検というところで、すべて残り、確認してな

いところを回らせていただいて、確認してい

るというのが現状でございます。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）ありがとうございます。 

大変な数なのでね、これ、計算したらすごい

毎日、どれだけかなんか行かなあかんかとい

うこともわかりますけども、古いやっぱり消

火栓だとさびついてですね出ない。もちろん

水道のことですから、水が流れていれば、つ

まらないとは思うんですが、消火栓で止めて

ますから、そこでもし錆がついて、詰まって

しまってたら水が出ないんじゃないかなと

いう思いがあると思いますんで、やっぱりそ

こは確認といいますか、交換を適時やってい
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ただきたいなというふうにも思いますんで。 

ここは要望としてお願いしたいと思います。 

　では、もう 1つですね、先ほどおっしゃっ

ていた防火水槽ですよね。こちらの方も、や

はり耐震化されてないと、いざ地震とかが起

こったというときには、水漏れがして使えな

くなるということもあると思いますが、その

辺の耐震化は進んでおるんでしょう。どう今、

防災、防火水槽どれぐらい耐震化できるんか

なと思うんですがその点いかがですか 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）お答えします。 

防火水槽については 425 基ありまして、その

うち、耐震化は 110 基となっております。 

約４分の１の耐震化となっております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）それも、その点も引き

続いて、耐震化の工事をしていくという考え

でよろしいですか。 

それとももう、そこはもうしなくてもいいよ

という思いなんでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）まだまだ４分

の1の耐震化にとどまっておりますので今後

は耐震化率を上げていく、計画を立てていき

たいと考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）ちなみにこの令和６年

度の決算では、何基、耐震化をされておるで

しょう。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）令和６年度に

つきましては、向副集会所に耐震性の防火水

槽 1基、新設しております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）それは新規ですね、新

規の耐震が古い今までにある防火水槽その

４分の 1ですか。４分の３ですかねあと残っ

てんの。そしたら、４分の３は、回収は今年

度、令和６年度はしてないと、いうことでよ

ろしいですか。 

○委員長（岡本安弘君）消防本部次長。 

○消防本部次長（浦口正喜君）古い今既存の

防火水槽にあってはせ、設置した年数を見な

がら、今後耐震化について廃棄なり新規更新

なり、調度課計画を立てて、進めていきたい

と思うんですけども現状、今既存の水槽を、

耐震化っていうところまではまだ計画には

至っておりません。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）皆さんが一番よくわか

ってらっしゃるのでその辺はもうプロの方

なんでそう判断されることもあると思うん

ですが、我々、市民としては、やっぱり耐震

化してない、防火水槽大丈夫かなというふう

な不安があるんです。そうなると、耐震化計

画を立ててないんであれば防火水槽大丈夫

かなと思ってしまいますがその辺は、いかが

でしょうか。もう大丈夫だよっていう、言っ

てよろしいんでしょうか我々も市民対応。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）昭和 59 年以前

に現場内で作られた防火水槽については、今

までのこの大地震で水漏れが発生したとい

う報告を受けております。 

今後は、そういったところの水槽の整備とい

うところも、考えて計画を立てていきたいと

考えております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）この辺はもちろん費用

かかることだと思います。大変な費用がかか

ると思いますんで大変だと思いますが、もう、

南海トラフにしてもらうと何年かで 80％っ

て言われてるときですし一応構想構造性も
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ある中で、ここは計画的にもうすでにやって

おかないといけないとこじゃないかなとい

うのもありますんで、ここはしっかりと次の

予算もありますからここはしっかりと予算

要求していただいて、どっからやっていって

るということをしっかりとやっていっても

らいたいなという要望させていただきます。 

その点ももちろんそうなんですが、1つ、お

願い、もう 1つ要望するとすると、全く違う

話になるかわかりませんが、10 月 12 日に、

高野口の歩行者天国がございましたそこで、

皆さん方、消防、消防からはしご車が来てく

れてました。すごく子どもたち喜んでました

やっぱりはしご車を見れるというのはすご

いよかったですし、また私も近くで見てたら

すごくよかったですねやっぱり。これから消

防職員の方の、やっぱり来ていただくにはや

っぱり子どものときからやっぱ消防車に対

して憧れというかね、そういうふうなことも

あると思いますんで、ああいうイベントにど

んどん来てもらいたいな消防も、はしご車出

して欲しいなと思うんですが、ただ、難しい

んですよねあれってやっぱり日頃の指示、そ

の業務があっての、やっぱりはしご車出すと

いうのは難しいとは思うんですがその点、職

員を募集するという意味でも、ああいうのを

どんどん、イベントに出してもらえたらなと

思うんですがその点いかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）消防長。 

○消防長（永井智之君）はしご車の展示でご

ざいますが、長時間、そこの場所にとどまる

というのはなかなかやっぱり難しいんです

が、ただ、広報であったりとか、議員おっし

ゃるみたいに、子どもの頃に消防に触れても、

いただくことで、消防職員やその先の消防団

員さん、どの消防団員に入りたいというよう

な、そういうふうな子どもさんを増やしてい

きたいなというところもありますので、バラ

ンスよくって言うたらあれですか、あれです

けども、ある程度限られた時間をうまく使っ

て、子どもさんであったりとか市民の方に、

いろんなん方面から広報をしていきたいな

と思っていますので、その 1つに、はしご車

の展示ってのは入れておきたいなと思いま

す。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）すみません。ちょっと

勉強で教えてください。消火栓っていうのは

全部市が設置するものですか。防火水槽って

いうのは、すべて市ですか。何か民地にある

ものもあると思うんですけど。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）開発協議等で

施設の消火栓防火水槽というのは存在いた

します。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）それは大体水等委員ご

めんなさい。 

ちなみにうちのマンションは自分ところで

水圧検査を毎年、やってるんですけども、そ

れは結局、自分ところで、設置したから自分

で検査してねっていうことですかね。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）開発協議で作

られた消火栓防火水槽については、その開発

事業者が管理維持を行うということになっ

ております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。森下先生

の防火水槽の話なんですけど。 

強度云々はよくわかったんですけど、管理も

わかりました水をためるとこなんでね、緊急

を要する汚れとか、ヘドロとか砂とか土とか、
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ここの辺のいざ使うときに当然、ポンプであ

れするわけですから内っ側にそういう、なん

ちゅう汚れがあったら詰まるしていう、その

辺の調査とかはいかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）消防警防課長。 

○消防警防課長（栢本祥次君）水槽につきま

しては確かに蓋つきの防火水槽というもの

と、ふたがついていない無蓋の防火水槽とい

うのがございまして、当然蓋のついていない

防火水槽につきましては、中に異物が入った

り、異物がたまったり水草等の問題等ござい

ます。以前にそういったところで水を一旦抜

いて清掃を行った防火水槽というのは実際

あります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）それはよくわかるんで

すけど、いざ緊急時のために貯めとくための

水で、ヘドロがあって目と鼻の先に水があん

のに泥水やから吸えないんで火を消せない

ってここれがなってはならんから維持管理

の調査に行くんですよね。その耐震補強も大

事ですけど。穴空いとったら漏れるからあか

んし、この辺の調査ができているのか否か。 

溜めれているのか否か。ですね、そういう質

問なんですけどいかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）消防長。 

○消防長（永井智之君）実際、現場の消防活

動を行っている橋本署であったり、北署が、

その管轄の消防水利を確認しに行ってると

ころで、ありもあります。委員おっしゃるる

ようにヘドロがあるとかないとかっていう

のは、残念ながらその、検査員ってわけじゃ

ないですけどその点検者の報告によって木

を伐採したりとか、必要推理を取れるように、

管理していくっていうのやっていくところ

でして、その報告の中で必要あれば、必要あ

ることをやっていっているというところで

すんで、現状多分おそおそらく、無蓋の防火

水槽っちゅうのはヘドロが多分たまってる

ところも中にはあると思うんですが、消防活

動上多分そういうふうに、必要ないってわけ

じゃないんですけどそこの場所でその火災

があった場合に、それをあまり重要な形の位

置付けにしてないんかなっていうところも、

現場活動を考えた場合に入ってアクセスが

入っていけるとか、入っていけへんとか、そ

ういうのは水量があるとかないとかってい

うのを、多分現場活動を考えて推理を確認し

ていく、いるところですんで、本来はヘドロ

とか取って、しっかりとした整理点検で整備

していくというのは本来あるとは思うんで

すが。点検者の、その判断によるところも実

際あると思います。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ちょっとのつもりが深

い話になるんですけど。その権限者の判断の

定義が、火を消せる消さないの市民の財産と

生命の話になっちゃいません。ちょっと軽い

んちゃうかな失礼ながら。だから、耐震も大

事ですけど。このエリアでこれぐらいの防火

水槽があったらこれ消せるであろうという

ある一定の定義の中で持っとるとこに、土の

ヘドロがどれだけあるかっていうのは、棒つ

つけばとか何かの機械で、わかると思うんで

すよ。だから、もういらないんだったら要ら

ないでもう埋めていくとか、少子化なんて子

どもとかも少ないし、フェンスもあるから、

はまり込んだりとかはなないと思うんです

けど。そういうのも、白黒はっきりした方が

使えるつもりであるわけですから。僕が聞き

方失礼だったら。どうどうぞどうぞ。 

○委員長（岡本安弘君）消防長。 

○消防長（永井智之君）すみません。議員お

っしゃるように、フェンスであったりとか、

無蓋の防火水槽というのは、維持管理という

非常に難しいところでして、今現在新しい新

設の防火水槽を建てるという計画をもちろ
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んしているんですが、そのように管理が非常

に難しいとか、多分、実際の現場で、おそら

く使わないであろうというそういうふうな、

防火水槽はそういうな点検のときに確認し

ていただいて、フェンスはな、必要なものは

維持管理できるようにフェンスは直す、必要

のないっていうが、消防所活動上多分おそら

く使わないであろうという消防署防水につ

いては、なくしていこうというそういうふう

なところで除却のような、そういうふうな計

画も立ててやらしていただいているところ

です。ただ、一気に除却ということにはいき

ませんので計画を立ててやらしていただい

ているというのが現状でございます。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員長（岡本安弘君）すみません。よくわ

かりました。ただ、新しい新設に対しての計

画定義のあれは、一定の理解するんですけど、

必要ない方のスクラップの方の計画定義っ

ていうのは、市が持っとる土地であったりと

か空き地であればある程度後でも立入禁止

でお金できたときでいいと思うんですけど、

地域の民意で、法人さんの固定資産税がかか

っとるかかかってないかグレーのところに、

防火水槽を作ってくれてあるところってい

うのは、何個かあると思うんです。そこに対

しのせ定義じゃなくて誠意として、うん。 

緊急を要する話になるんではないから使わ

ない。どぶというか、その溝は、早期に解決

してあげるのが、今までの何十年って使わし

てもらった新しいことへのこの古いところ

への感謝と橋本市長の誠意何とちゃうんで

すか。 

いかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）消防長。 

○消防長（永井智之君）議員おっしゃるよう

に、今除却を計画している場所につきまして

は、当然地権者の方としっかりとお話して、

そういうふうな、お話した上で、ほんで、除

却した後はどういうふうにさ、させていただ

くかというところも、しっかりとコミュニケ

ーション取りながら、除却を計画していると

ころですんで、長く使わせていただいて非常

に感謝の図はそういうふうな気持ちと、今後、

せっかく使わせていただいたんで、今後はど

ういうふうに使っていただくかということ

を相談しながら、除却の計画を立てていたさ

せていただいているところでございます。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）僕１個聞きたかったの

が 132 ページの 2722 に、橋本北消防署ちょ

っとシンプルに決算ぽいこと聞くんですけ

ど当初予算で言うと、これ、工事ですね、下

の方の工事請負 14 節 8,500 万に対して、

2,000 万ほど決算額少ないのは、ど、どうい

った企業努力なんか、最初の見積もりがでか

すぎたのか、どういったもので、なぜこんな

に安くなったのか、お願いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）消防総務課長。 

○消防総務課長（阪口淳一君）ただ今の質問

にお答えいたします。この工事は北消防署の

地下タンク、旧自家給油所と、それから発電

機の長時間のための燃料増設の工事であり

ました。安くなったのは、入札していただい

た。企業さんの努力だと思うんですけどもこ

れ、県に感謝低入札の下限の関係になりまし

て、それに働いた上で、大丈夫だろうという

ことで工事していただいております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、９

款を終わります。 

　この際、15 時 25 分まで休憩いたします。 

 

 （午後３時 10 分休憩）

 （午後３時 25 分再開）
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○委員長（岡本安弘君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　次に、10 款　教育費　ですが、この際、当

局から発言の申し出がありますのでこれを

許します。 

　生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）この度、令

和６年度主要施策成果報告書において、生涯

学習課の所管事業の内容を、複数箇所にわた

り誤って報告してしまいます。確認不足が原

因でした。訂正等の箇所は、別紙正誤表のと

おりでございますが、今後このようなことの

ないよう、今一度、チェック体制を整え、再

発防止に努めて参ります。この度は本当に申

し訳ございます。 

○委員長（岡本安弘君）ご了承願います。 

　それでは、136 ページから 161 ページまで、

質疑ありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）ちょっとお尋ねしたい

んですけどね。前回この予算に関係すること

なので、せんだっての全協で、ちょっと聞い

た資料に基づいてお聞きしたいんですけど

ね、全協の資料によりますと、令和６年 12月

３日。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員、全協の資

料でなくて、あっ、内容。 

○委員（髙本勝次君）全協の資料によります

とね、予算のことなんですけども、12月、令

和６年 12 月３日、契約ということで、新しい

学校づくり推進計画策定支援業務委託を 12

月３日にされてるんです。このね金額が、757

万 4,600 円なんですけども、これどこに載っ

てるのかっていうことをちょっと初めにち

ょっとお聞きしたいことはね、ちょっとこれ

今回の決算の関係で、探しても見つからない

のでお聞きしたいんです。 

○委員長（岡本安弘君）学校再編推進室長。 

○学校再編推進室長（家田郁久君）この業務

につきましては、契約は令和６年度にしてお

るんですけれども、業務自体、繰り越しして、

本年度も対応しております。支払い処理がま

だ６年度で発生しておりませんので、決算に

は載っておらないという状況なっておりま

す。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）今の説明はそれでわか

るんですけどね、すでに生活この令和６年 12

月８日から始まってるんですよねこの委託

の作業が、途中で何か状況を聞いておられる

子、これも今年の 12 月２日締めでなってる

んですけども、状況を全部知らないわけでは

ないと思うんで、ちょっと。 

状況ちょっとお聞きしたいと思うんです。 

○委員長（岡本安弘君）学校再編推進室長。 

○学校再編推進室長（家田郁久君）新しい学

校づくり推進計画につきましては、小中学校

の適正規模適正配置の基本方針を包含した、

今後の新しい教育環境って示す計画ってい

うふうになってまして、契約後作業としては、

発生しておるんですけれども。 

特に、この４月に、第二期・適正規模適正配

置の第二期基本方針の改定っていうのがし、

今年今年度の４月に入ってから行われてお

りまして。計画の主要な作業っていうのはこ

の４月以降になっておるというような状況

です。計画の中身に詳細については、差し控

えさしていただいてもよろしいでしょうか

流れとしてはそういうことなります。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員、よろしい

ですか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。160 ペー

ジです。1個前の 159 ページの 3311 給食セン

ター管理運営に要する経費の1ページめくっ

て 11 番かな賄材料費が増えとるから当初予

算よりも、ちょっと、全体的に上がっとるっ
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ていう解釈だと思うんです。間違ってたごめ

んなさい。これの内訳教育費でも聞きますっ

て言うたとこなんでそのとおりなんですけ

ど、価格高騰であったりとか、当初予算額を

上回っとるっていうことになるんですけど、

その財布事情というか、そちらも栄養士頑張

ってくれとると思うんですけど、こども園と

違うところの教育委員会で、教育委員会の違

うとこで小学校と中学校でまた違うところ

ってのはあろうかと思うんすけどその辺の

いろいろ、胸のうちとかこの高くなった理由

というのは当然のことだと思うんすけど、お

聞かせください。 

○委員長（岡本安弘君）学校給食センター長。 

○学校給食センター長（梅本　準君）増額に

なった理由を言わせていただきます。 

　令和６年度は当初予算で賄材料費1食当た

り物価高騰分も含めて 20 円を増額しました。 

また、９月補正でも米等の物価高騰の影響も

ありまして、県の給食費無償化事業に合わせ

て、1食当たり約 30円の増額を行いましたそ

の結果、２億 6,140 万の金額になっておりま

す。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）数字的な説明はよくわ

かったんですけども。苦しい思いとか何かあ

ったらね、市の中層の方はいてはるし財政課

長も聞いてくれてるし、思って今トス上げた

つもりだったんやけどスルーされたんで、僕

が言いたいのは一番言いたいのはやっぱ米

の価格高騰で上げてくれとるのもわかるん

ですけど、基本おっきいな入札なんで、地産

地消をうたって、橋本地産使いなさいとか、

いろんな材料使いなさいってなるけども、今

回は話が別で、地産地消を取る場合じゃなく

て、米集めの大変やったでしょ。途中からな

ら、足元見られるっていう言い方は大変失礼

なんですけど、結局地産地消どころか、どな

いやって米集めたんでこれ不思議でしゃあ

ないですよくやったねってでも、この金額っ

ていうことは、かなり高く踊るでしょって、

イコール給食が例えば500円と仮定したとき

ね。米代が 100 円でおかず代が 400 円やと仮

定したときに、そのパワーバランス変わって

ますよね。本来は給食の質が落ちてないかな

とか。それが心配で、そこは、議会を言い方

悪いけど味方につけて叫ばないと、多分教育

委員会中枢、役所中枢には伝わらないですよ。

はっきり言うて、決算予算通して、うん。ほ

んで残飯ですわ。そこにそこの理念ちゅうの

は給食センター長が補佐ちょっと。 

きっちり答えていただきたいんですねそれ

プラス、アレルギーのこととかの進捗状況だ

け教えていただけたら、来年度当初予算に向

けてっていうことで結構ですんで、お願いし

ます。 

○委員長（岡本安弘君）学校給食センター長。 

○学校給食センター長（梅本　準君）令和６

年度の米の購入に際しましては、一応給食セ

ンターでは、前期と後期分けて米の納入を行

っております。前期は４月から 10 月までを、

金額は言ってもいいんでしょうか。 

10 キロ当たり 3,686 円、税抜きでした。 

それが、後期を 11 月から３月までの間が

6,000 円に約 2 倍ぐらいに上がりまして、そ

れに伴って、財政課と協議の上補正予算をつ

けていただいた状態になっております。 

集めるのは一応いろんな市内業者一応あた

ったんですけども結局の品できる量もなく

て結局見積もりで、ある業者が唯一、1社だ

け納品できるということで、契約をさせても

らった金額がこの6,000円になっております。 

アレルギーについては、給食センターでは今、

表示義務のある８品目を対応しております。 

その８品目は、卵、乳、小麦、えび、かに、

そば、落花生んで、そば、落花生くるみにつ

いては一応もう給食では使用していません。 

以前は卵、乳、えび、かに、であったのです
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が令和５年から小麦の対応も行っておりま

す。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ありがとうございます。 

ていうことなんです。経済部、農林振興課さ

ん、これ別に地産地消をうたって、後半やっ

たら 30 キロの米粉 3 万円と消費税ぐらいで

こう取る計算だろうから、だからそうじゃな

くて、それを考えていくのが、役場全体のチ

ーム橋本の話なんとちゃうのって。うん。そ

れが残飯になったらあかんのですけどね。 

そこは献立を考える方と、あと、学校教育課

さんとかその教育の理念で、お百姓さんが作

ったやつ、もしくはその好き嫌いとかその、

量のバランスとかあるから、1度茶碗に入れ

たやつは、捨てるんじゃないと、後これはや

っぱり教育長。この辺はね、徹底していただ

いてその残渣はいいですわ。少なかったらあ

かんので、そこらをリンクしていいからもっ

たいないっていうのんと、米不足でこれだけ

大人が汗かいとるっていうのを、給食費無償

やからじゃなくて、今こそこれふんどし締め

直すとこなんすよ。だから、2,000 万程度の

増額で済んだけど、来年当初予算とつぎ込め

を集めるところからですは教育委員会全部

でせなあかん、農林とか頼ったらよしね。こ

れ正直野菜とかオムレツとか、ぶっちゃけど

ちらでもいいですよ。子どもの食べるものが

大事なんで。そこはやっぱり減反から今、政

府の方向性転換したときに、できれば地産地

消で、噂ではＪＡがちゃんと段取り踏んだＪ

Ａが大体 1万 5,000円ぐらいで買い取るっち

ゅうのは世間でこういうふうにうたわれと

るわけで。うまいこと入札を繰り返して協議

してできれば地産地消駄目だらけ。和歌山県

内、それがだめならっていうんでも1万5,000

円から2万円ぐらいで収めやんとおかずの方

の品質が下がるっていうことを、皆さんこれ

考えていただきたいんです。おいしいもの食

べさせないと、栄養バランスも崩れるんで、

この決算を通じて、お金付ければそれでやん

ではないんですよ。 

教育長、お願いします。 

○委員長（岡本安弘君）教育長。 

○教育長（今田　実君）本当にご指摘ありが

とうございます。私、給食に対しては、一言

で言うと、子どもたちには、これ、いろんな

方々の愛情をあなた方はいただいてるんで

すよっていうことを私としては、教えたい。 

それは作ってる人もそうで、それを段取りし

てくれる人もそう、そしていろんな方々のお

世話になって自分たちはいただいてるんや。 

本当においしいとか、そういう観点もあるか

わからんけれども、私としたらそういう思い

を持っていただいてもらいたい。 

そして、今言っていただいたように、品質を

落とさないようにしていくこと、これ本当に

市長も言ってくれてることなんですけれど

も、すごく大事にしていきたいと思ってると

ころなんで。これはうちだけではなかなか難

しいところもあるので、今言っていただいた

ようなところをしっかりみんなで協議しな

がら、しっかり進めていきたいと思います。 

ありがとうございます。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）決算なんで数字上は、

これだけの増額ですんでよかったと思うん

ですけどそれはもう給食センターのなんて

いう尽力というかよく米集めたなっていう

その辺に関しては、すごくどれだけ大変やっ

たら十分今米の集める現場におるんで、かな

りしんどかったと思うんで経費をしたいと

思います。その前にどなたかが残念な給食っ

て言うたけども、残念な給食の前に皆さんが

食べて、僕ら文教とかでも食べに行っとるぜ、

多分もう全議員言ってくれとると思うんで

す。職員さんもいてください。教育に準じる
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人多分前言っとんでしょ。うん。だからその

辺をして、うちの給食はこれだけのレベルで

やっとると。ほんで、小学校の給食と中学校

の給食できたら、量だけ増やすじゃなくて、

品目をもう1品目増やすっていうお金の使い

方もやっぱり財政と協議しないと残飯増え

る理由になってるのかなって、を期待してお

りますので、よろしくお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）161 ページの 00332 県

立橋本体育館管理運営に要する経費でちょ

っとわからないんで教えてください。 

12 節の委託料の 01 現実橋本体育館運営委託

料と 03 の県立橋本体育館利用及び、貸館委

託料、これ 2,800 万と 4,400 万二つあるんで

すけどこれどう、どうどっち側の運営委託料

等を運営するっていうのは基本的にはそこ

貸館事業しとんじゃん。 

運営と貸館は一緒で、しかもこの中の活用も、

運営に入るんじゃ、なぜこれ２つに分かれて

金額２つ出て、内容が違うんで。 

内容違うならばその内容を教えてください

○委員長（岡本安弘君）県立橋本体育館長。 

○県立橋本体育館長（和田芳明君）まず、ご

質問、ありました県立体育館活用及び、委託

の 4,422 万円。につきましてはこちらはスポ

ーツ振興公社に対しまして、お願いをしてお

ると、お金となります。 

この内容につきましては、まず施設の開館を

していただきまして貸し館をしていってそ

して貸館をしただときに運営をしていただ

くというのが、この 4,422 万円となっており

ます。それからもう 1 つ、上のほうの 2,600

万。どうですかね。2800 とんで、6万 6,500

円というところになりますけどもこちらの

方につきましては、施設を管理していただく

お金となっております。施設の設備を管理し

ていただくはい。設備です。 

例えば、消防設備であったりとか、そして体

育館の上から吊り下げておるものがあるん

ですけども、そのつり下げ金具等を点検をし

ていただいたり、そういうふうなものの委託

料となっております。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）01 の場合は、修繕費等

も伴うのはわかるんですけど、03 の部分に関

して 4,400 万なにがしっていうと、単純計算

で月 300、五、六十万。のお金が発生してる

ということですよね。三百五、六十万のお金

が発生する。事業内容っていうのは一体どの

ようなものなん。いや、ごめんなさいね、疑

ってるわけではないんやけど、全く内容がわ

かり、貸館業務しながら、管理運営、管理も

まあまあしてる、委託してるんやけど。それ

の委託の体育館の例えば、設備の部分は別で

あるわけでしょ。設備は別で 2,000 万上がっ

とるわけですよ。他設備でお金がかかっとる

と、設備修繕もせなあかんお金が設備以外の

ものでって言うたら、何を管理すんの。貸し

たりするだけの話じゃないの。それにつき

300 万って高すぎません。ていう話をしたい。

だからそそれにみあった、何か、その内容の

仕事があるんですか。年間 4,000 万払ってる

んやからね年間 4,000 万出たいですよ。 

○委員長（岡本安弘君）県立橋本体育館長。 

○県立橋本体育館長（和田芳明君）こちらの

方につきまして、まず、設備管理というとこ

ろにつきまして、あと 1点お話をさせていた

だかないと、いけないところがございまして

こちらの方につきましては設備管理及び清

掃業務等も含まれております。それから、先

ほどの4,400万というところになるんですけ

ども、こちらの方につきましては、スポーツ

振興公社に対しましてお願いをしておると

ころでございまして、この内容につきまして

は、まず、利用者が貸館を申請に来たときに

それの受け付け、そしてそれから施設を貸し
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たときに、いろんなものを準備をしてですね

貸し館をしていくという形になっておりま

す。それの人件費であったりとか、空調代、

空調代は別ですね申し訳ありません。人件費

等が含まれております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）岡委員。 

○委員（岡　弘悟君）それ月 300 何がしって。

たかかないですかね。そうそこも今聞いた仕

事内容で言うたら、２人で貸館３人でやって

も、150 月給 50 万は出しても 150 万でしょ

う。なんか、腑に落ちん金額だなあと思うん

ですけど。役所がって言うてるんやったらえ

えですけど、僕は腑に落ちないっすね。その

内容で 4,400 万。これにこれ、ちなみに聞き

ますけどこれ入札してないでしょ。前に 1回

も僕、一般質問さしてもうたけど、これー入

札ってその管理委託するときに、指定管理者

決めるときに入札してないですよね。丸投げ

してるでしょ。横から横に。ね。結局そうい

うところも、ちょっと問題違います。僕別に

スポーツ振興公社が悪いっちゅう話そんち

ゃうんすよ。ただ、金額、こない言われて、

高いなっていう感覚もしません。持たない人

は、なかなか、高給取りですよ。僕その業務

で、月に 350 万 60 万のお金を払えるってい

うほどの内容なんかなっていうのを、そんな

ふうに感じます。いやわかるんすよ。もしか

したら今の答弁以上にもっと他に仕事があ

って、経費もかかってるって言うんやったら

また後程教えてもろうたらええけど。貸館業

務で基本的に数350万もあがらないでしょう。

ねえ、赤字経営しとるわけですよ。 

これさっきの話に戻るんですよ。赤字経営垂

れ流してる金額をずっと良しとしてるって

いうのもおかしいじゃないすか同じなんで

事務事業評価に出てこうへんの何年やって

んの事業事務事業評価もきついことには言

うの嫌やけど、もうこんなん見たら、民間や

ったらありえないんすよ。もうそんな民間の

ところにもどんどんどんどん補助したった

らええやん。皆しんどいんすよ。給料上がれ

へん。物価あがるなのにこんなん見たら、も

うってやっぱり思ってしまう僕は僕はね、わ

からんですよ。これが普通なんかもしれんけ

ども、もうこれ以上言わないけど、ちょっと

この辺きっちり考えて、来年度の予算反映し

てくださいよスポーツ振興公社がやれるよ

うにっていうように数字を作ってるしか見

えない。僕からしたら、それやったら 1回入

札してよ。しないでしょ。しいせえへんけど

この金額つけるっちゅうのはおかしいよ。ほ

んまに。してからこの金額ずっとず入札せん

でも岡さん、これは妥当な数字やいうのを持

ってきてくれるんやったら、もう文句言いま

せんよ。入札はしないわなんやこの金額って

思うような金額ついとったら、それは誰でも

もうちょっと待ってよってなる。お金ないお

金ない中で割り込んなんやで。それやったら、

僕ら提案してる。二、三百万の事業お金ない

からってよう僕ら市長にも言われる条例皆

議員そうよ。どっから作るんやって。それ示

せやって言われたこともある。 

実はあるよ、そんなはっきりもうそこから削

ってよ。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）暫時休憩します。 

 

 

○委員長（岡本安弘君）再開します。 

　ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。154 ペー

ジの橋っ子祭りなんすけどね33213次のペー

ジなんですね委託料仮称橋本子どもまつり

ですねこれこれが橋っ子祭りですよね。 

 （午後３時 46 分休憩）

 （午後３時 49 分再開）
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当初予算よりは、安価でいっとるっていう言

い方をせなあかんのですけど。なぜ最初の当

初の計上しとった分より、今回の使ったお金

は安かったんでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）この予算の

減額につきましては、当初予算の要求時に、

まだ事業の細かい内容が決まっていない部

分がありまして、実際委員の意見をもとに、

事業の内容を企画の内容を考えて、実行して

いったんですけどもその結果ですね、当初見

込んでいた額よりも、事業費の方で安くなっ

たことによります。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）私ら議会も反省せなあ

かんのかなあと思うんすけど、事業が計画段

階できちんと絵に書いてないのに、私らとお

してしもた責任ちゅうのもあろうかと思う

んやけど、この決算については、その程度の

お金で済んだっていうことで、いいのか悪い

のかは別と置いといて、次の令和７年の当初

予算も通してあるので、どういう形になるか

ってのは期待値こめてやっとるんですけど、

令和６年のこの、橋っ子祭り初回初めてやっ

た橋っ子祭り、これに対しての成功の部分が

どういうふうな感じだったのか、反省すべき

点がどうやったのか、その点お答えください。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）まず、参加

していただいた児童数が、約 300 名であると

いうところで、こちらが当初考えていた人数

よりも、大幅に少ない人数でした。児童以外

にも、大人の方も一緒に来ていただいたんで

すけどもそういった方も合わせて、来館者数

が約 600 名ということで、こちらにつきまし

ても、当初考えていた人数よりも少ないもの

となっております。で、反省点としましては、

事業の周知がうまくいってなかったという

点も、聞こえてくるんですけども、やはりこ

ちらとしては、もっと子どもたちが参加した

くなるような、そういった企画というものが、

あればよかったのかなとは思っております。

あと、運動会ということで、各種種目があっ

たんですけども、オリジナルの種目をしよう

ということを、会議の中で出ましてそれに向

けて進めていったんでありますが、それにつ

きましてやはりちょっと名前を聞いてもど

ういったものがイメージしづらいというこ

とで、参加数も少なくなったのかなと考えて

おります。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。子どもた

ちが少なくて300名ほんで来ていただいたお

客が 600 ってなりますけど。子どもたちは、

何人ぐらい来る予定で300人やったんですか。 

大人と大人、お客様たちもな何人来る予定の

計画で 600 人やったんですか。 

お願いします。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）目標としま

して、事務局で考えておりましたのが、子ど

もが2,000人来て欲しいというふうに考えて

おりました。それにつに対して保護者の方が、

それと、同じかそれよりちょっと少ないぐら

いの方が来てくれるのかなとは思っており

ましたけども。ごめんなさい保護者について

は特に、こんだけ、来て欲しい、こんだけ来

るだろうっていうのは、具体的には考えてお

りませんでした漠然とは思っておりました

けど具体的には考えておりませんでした。 

その結果、来たのが先ほど申し上げたように、

子どもが 300 人ということになりました。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）そうした周知不足って

いうふうに課長おっしゃいましたけども、

2,000 人以上、2,000 人来て欲しいよってい

う思いの理念と計画の中で、どんな周知して

何が失敗だったんですか。 
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○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）周知につき

ましては、チラシ、各小中学校すべての児童

に行き渡るように、チラシの配布をいたしま

して、広報でありますとかポスターの配布や

掲示でありますとか、そういった活動をさせ

ていただいておりましたけども、うまく、そ

の惹きつけることができませんでした。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）単刀直入に伺います。

もう次令和７年通しあるんで、うまいことい

って欲しいんで、厳しいこと議論するこの

2,000 分の 300 人ちゅうのは、公的事業。市

長の肝いりをやって、これは成功やったんす

か失敗だったんですか。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）事務局とし

ましては、成功したという認識はございませ

ん。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）言いにくいことはすみ

ません。その認識なかったら次令和７年度う

まいこといかんのです。だから応援しろから

言うとんであって、勘違いせんとって欲しい

のは、その間違っとる失敗したっていうこと

までにしないと、次集まらんし。教育委員会

が一枚岩にならんですよ。だからもうこれ以

上言えんので。あと 1回のチャンスっていう

かもう僕もず、いつまで議論するかわかりま

せんけど、次、令和８年度は次か。今回の橋

っ子祭りを踏まえて、橋っ子祭りがどんなも

んか見て、もう次の当初予算ちゅうのはもう

賛成したくない。はっきり言うて、もう人件

費かかるばっかりやから、オーバーワークを

見てられない。うん。子どもらのためにやっ

たらしてあげたいと思ったけど。もうすべて

が中途半端になるんやったら、誰かが泥かぶ

ってやめようと。ね、まなびの日にドッキン

グしようとか、スクラップをかけていかんと

もうオーバーワークきわまりないでしょ。 

もうそろそろいい加減にするとこでも３度

目の正直っていうんやけど、２回目のうん。 

もう時期も時期かな、あと 1か月きとると思

うので。前と同じぐらいの日にちにしといた

ら 12 分に時間あったのにまた前倒しできと

るでしょ。県立体育館もぎゅうぎゅうでまっ

せとかなんやらで、３つぐらい３週連続ぐら

います学びと。３つぐらい行くと思うけども

職員さんにはこれ 11 月かわいそうやなと思

って。うん。ほんまに敬意を表するところな

いけどここはやっぱり厳しく言わせてもう

たのが、お詫びせなあかんとこですけど。 

うん。それぞれ職員も家族や時間もあろうか

と思う中、うん。ようやってくれとると思う

んでただやるからには、目標設定値と、うん。 

やってよかったと思えるような形だと。もう

1つはキッチンカー、はっきり言って赤字で

すよね。僕も行って二万円を使いましたよ、

はっきり言うて。うん。自慢するわけじゃな

いですけどこう雨降っとってキッチンカー

聞いとって出てきて、そこの売り上げが 1件

当たり 5,000 円とか 1万円しかなかったら、

多分、課長級とか係とかの職員参加で大分金

つこたんちゃいます。来てもうで悪いからっ

て言うて、そういうことでは、あかんのです

よ。それが市長が反省せなあかん。教育委員

会が悪いんじゃないと思う。 

だからやっぱりその辺は司令塔がこんな祭

りをしたいんやってそもそも論サマーボー

ルがある内の話から、子どもだけでもしてあ

げようよっていう話なんが、きっちり明確に

対抗柱として政治家からこのていの先の毛

細血管まで伝わってないからこうなるんす

よ。うん。だからトカゲのしっぽにならんよ

うにだけなってください。僕は、あと 1回応

援しときますんで。はい。 

よろしくお願いします答弁ください。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（長谷川典史君）やはり新し

いイベントを始めるっていうことは、プロで

も難しいと思います。 

それを、学生さんたちの意見を中心に、大人

がサポートしていくっていう形でやって参

りましたが、なかなか本当に難しかったなっ

てのがまず第１回目の感想です。 

今第２回目、今度 11月の 23 日に、県立体育

館で開催をする予定となっておりますけど

も、それに向けて、本当に今準備を進めてお

ります。その中でも、やはり、なかなか人を

惹きつける人をいっぱい集めることを、イベ

ントとして成立させることの難しさを今感

じております。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）関連で、バスの利用が

少なかったと思うんです。先日広報で学文路

小学校行ったときに、校区から出れないんで、

校区から出ていように言うてよみたいな子

どもの意見があったんですよね。で、他の学

校もあんまりこうから出るっていう習慣が

ないと思うんですよ。でましてこれ駅まで行

ってバス乗って、県立体育館に子どもらだけ

でいくってことはちょっと考えにくいんで、

てことは親御さんと行くんですよね。 

これ、バス乗らないと思うんすけど何年頑張

ったって、要りますか。 

○委員長（岡本安弘君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）あくまで子どもを

主体にするということで、移動手段のそこを

サポートしたいということで、ルートを設け

たんですけども。実質の理由としては、少な

かったってのが実態でございました。今年に

関しては、便数とかコースもちょっと考えま

して、再考しているところでございます。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）もうちょっと例えば小

学校に集合してそこから送ってあげるとか、

乗りやすいパターンがあればいいと思うん

ですけど。ちょっと工夫していただかないと

また乗らないんかなっていう気するんです

よ。お願いできますか。 

○委員長（岡本安弘君）教育部長。 

○教育部長（岡　一行君）なかなか小学校っ

ていうのは、バスの停車場にしがたいところ

もあったり、閉鎖してるところもあったので、

拠点を決めて、橋本とか高野口という形で今

年の方は考えているところでございます。 

○委員（田中和仁君）わかりました。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）140 ページですそこの

12 の委託料のところなんですけども。そこの

不登校児童生徒対策委託料なんですけども、

これ実際どんな形で実施されてるのかちょ

っと内容を教えていただけますか。 

○委員長（岡本安弘君）教育支援センター長。 

○教育支援センター長（森田常義君）いつも

ありがとうございます。不登校児童生徒対策

委託料での件です。この委託料については、

適用教室での運営での日々の活動に対して、

より充実したものとして活用できておりま

す。橋本市小中学校不登校問題連絡協議会の

事務局として、教育支援センターは、適応教

室憩いの部屋を運営しております。そこで、

目的は、学校復帰並びに社会的自立に向けて

の日々の活動もそうなんですが、体験活動も

非常に大切な活動であります。 

例えば、季節や文化的行事に関すること。 

それから、公共交通機関を利用して施設を利

用するなどの社会性を身につけるためのも

の等で、直近で言いますと、11月には美術館

訪問をして、外に出ていったりということで、

いろいろな活動をしております。もちろんそ

の中には、指導員だけではなくて、メンタル

フレンドにも参加を求め、これらの方々の活

動に係る経費、交通費、入園料入館料等この
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委託料からの支出としております。 

適応教室においては、コミュニケーションス

キルを少しずつ高めたり、世の中に出ていく

社会性も身につけていくための中核となる

取り組みで活用をさせていただいておりま

す。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）この委託料はいつから

始まってるんですか。 

○委員長（岡本安弘君）教育長。 

○教育長（今田　実君）何年度からという形

では、ちょっとお答えできないんですけれど

も、少なくとも私が学校教育課に在籍してい

たときにはあった事業であります。指導主事

の時代からあった事業ですので、今から思え

ば、もう 20 年超えてる事業かなとそんなふ

うに思っております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）私の感じること申し上

げたんやけど、現在、新しい学校づくりのこ

とで、継続されて今ずっと進行中なんですけ

どね。だからかなり前から不登校の問題とい

うのも起こってるし、今回新しい学校づくり

でも、この不登校の問題がやっぱ保護者の間

でもやっぱ不安があったり広がってきてる

と思うんですよね。だからそういう意味では、

すごく大事な問題で、この不登校問題の対策

については、すごく重要な問題だと思うんで

す。この新しい学校づくりについても、昨年

度はＰＴＡの設営の説明会があったり、保護

者に対する説明を続けて行われてると、いう

ことなんですね。だから、かなりこれは本当

にずっと以前から、この不登校問題について

は、新しい学校づくりにかかわらず、ずっと

続いてる大きな問題だと私は思うんです。そ

ういう意味で本当に今、ご答弁いただいたけ

ども、これの取り組みっちゅうのはすごくや

っぱり保護者の間で、すごい大きな問題なっ

てるんで。 

そういう不安ってのはすごくあると思うん

ですけども。どんなふうな程度で、保護者の

間での不安を掴んでおられるんですかなと

思って。 

○委員長（岡本安弘君）教育支援センター長。 

○教育支援センター長（森田常義君）ありが

とうございます。 

不登校の問題については、長きにわたって、

いろいろとご心配をおかけしておりますし、

保護者、それからもちろん子どもの悩みにつ

いては、いろいろと一般化できない、それぞ

れが、一人一人がそれぞれに抱える問題と向

き合いながら、本人自身それから家族のサポ

ートを学校現場の協力それから周りの教育

支援センターの関係機関等のいろいろな取

り組みを行っております。保護者のニーズに

対しても、教育支援センターも８月の市の広

報でも取り上げていただきましたとおり、教

育支援センターの招致あの場所に、子どもの

居場所づくりの施設があるのだということ

をお知らせしたり、またはホームページ等で

もお知らせすることで、より、保護者それか

ら子どもたちが活用できやすいようにとい

うことで、今、取り組んでおるところです。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員、関連ですか。関連じゃない。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）157 ページ、右下 003320

偉人検証に要する経費の中で次のページ 18

負担金の中の 01 前畑古川検証活動補助金に

なりますが、もちろんご存じのように前畑古

川氏はともに橋本市の名誉市民であります。 

今年度ですね実は、古川さんのご遺族から金

メダルをお借りして、レプリカを作成したと

いうことをお聞きしました見せていただき

ました私も、毎年この補助金ですよねは、35
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万円でありますが、そのレプリカを作成した

金額というのもここには含まれていないで

すよね。その点確認したいなと思うんですが。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）金メダルの

レプリカは、本年度作成しましたので、来年

度のこの事業費の中にはですね、項目として

は載ってこようかと思いますが、ただ、今回

なかなか事業費だけでは、費用が不足してお

りまして、会員の方からですねちょっと、補

助をし負担をしていただいてるっていう部

分もありますこの６年度につきましては、も

ちろん金メダルの費用については入ってお

りません。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）そうですので６年度の

決算には入っていませんが、と、35万円で足

らなかったので、会の方から会員さんから寄

付をしていただいて作成できたということ

です。本当に橋本市の名誉市民の方を顕彰す

る事業であれば、やっぱりこれは予算要求を

もっとしていくべきではないかなというふ

うに思うんですよね。で、特にこの来年度

2026 年度は、前畑金メダル獲得 90 周年記念

でありますし、古川氏の金メダル獲得の70周

年記念にあたる。記念の年になります。 

いつもの年っていうのは大変だと思うんで

そういった、記念の年であれば、検証委員会

としても、来年度に向けて小学校向けの副読

本を作っていったりとか、あとは絵本を作成

しに取りかかっているというふうにも聞い

ております。でも例年のこのとおりの 35 万

円では作成できないんではないかと、そうい

うふうにも聞いておりますんで、来年度の予

算を向けて、増額の要求していくべきではな

いかというふうに思います。 

その辺はいかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）今、非常に

ありがたいお言葉をいただきましたので、こ

ちらとしましても、根拠をちゃんと整えてで

すね、予算要求をしていきたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）担当課としてはそうや

はり、橋本市の名誉市民の方であります。 

やっぱりそういう方を後世の我々の橋本市

の子どもたちに伝えていくというのは、今現

在は私たちの責務であるというふうにも思

いますんで。もし、そういう予算要求があれ

ば、ここは、財政の課の方には、是非とも、

覚えといてもらえたらというふうにも思う

んですが、その辺、お答えいただけるような

もんでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）財政課長。 

○財政課長（三嶋信史君）そうですね。 

また当初予算編成においてですね、その要求

がまたきた時点でですね、必要性とか、そう

いったものを協議とか検討とかを行ってい

きたいと、はい。 

考えます。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）159 ページ給食センタ

ーちょっと聞き漏らしましたんで、0033119

給食センターなんですけども。宗教によって

ですね豚肉がＮＧである、同じ鍋で炊いても

駄目であるっていうのはあると思うんです。 

橋本市は、いらっしゃるんですか。 

なかったですか。 

○委員長（岡本安弘君）学校給食センター長。 

○学校給食センター長（梅本　準君）今のと

ころ聞いてはおりません。 

　以上になり、 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）次に向けてもしいらっ

しゃったら、どういう対応になるかは協議さ

れてますか。 

○委員長（岡本安弘君）学校給食センター長。 
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○学校給食センター長（梅本　準君）今の段

階では、その宗教的な対応については、協議

は進めておりません。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）入学の時点で、準備で

きないならできないというのを交わしてお

かないと。ニュースによりますとね、1年ぐ

らいはないよってつくれないよ1人だけって

いうことで、納得してるんだけど、だんだん

やっぱり私だけないのってなってくるんで

すよ。そういうことを考えればね、考えれば

ね、もしの話をすればもう際限ないんですけ

ども、入学の時点で考えられたらどうかなっ

ていうふうに考えます。 

○委員長（岡本安弘君）学校給食センター長。 

○学校給食センター長（梅本　準君）正直な

ところ、センターとしては対応できないかな

と考えています。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　教育長。 

○教育長（今田　実君）入学の前の年に就学

時健診を行ったり、給食に関しての調査も行

っております。その時点で、どういう子ども

さんが入学してくるかっていうことはわか

っておりますので、その時点でとらえること

はできるかなと思っております。 

けれども、今の方針としては、給食センター

長答えたとおり、現時点では、そういう方向

でおるところです。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。 

ちょっと何個かハード部門、聞きたいんです

けども、144 ページです。まずは 3006 中学校 

建設に要する経費関連の何個かあるんで、中

央中学校の外壁であったりとか、紀見北中学

校の照明であったりとかこれらは全然ＯＫ

なんすけど。高野口中学校ですね、14公共工

事請負の 01 高野口中学校の防水の改修これ

大分、自分ら議員の皆さん答えたんで、記憶

にあるんですけど、当初予算額で言うとかな

り増えてますよね。倍弱っちゅうたら 1.5 倍

がまあ、増えてますけど、この辺の説明をま

ずお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）答弁できますか。 

　教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）お答えいたし

ます。当初ですね、当初からですね、調査の

結果のアスベストの概要がわかりましたの

でその分で増えておるところになっており

ます。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）これ、すみません。僕

勉強不足なんすけど、防水工事するのにその

アスベストが出てきたらこう金額上がるん

ですか。これ、単純に僕らあのときは、屋上

行って雨漏りの定義だったと思うんです。 

ほんで、高野口中学校の建て替えの議論がも

うすでに何年も前からあって、応急的に雨漏

りしないようにっていうことなんとちゃう

んかなと思うんすけど、当初予算のときのこ

れ、概算見積もり的な予算要求の説明に対し

て、これ、この金額上がるっちゅうのはアス

ベストだけでこんだけも上がるんですか。 

工事代金であったりとかそういうのは上が

ってないんですか。明確に教えてください。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長補佐。 

○教育総務課長補佐（裏川和男君）屋上防水

改修するときに、軒裏の改修も必要になりま

したので、軒裏の吹きつけするときに、改修

付記の材料にアスベスト非飛散性のアスベ

ストが含まれておりましたので、その分で増

額になりました。防水だけでは、増額にはな

っておりません。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）それとそれで結構です

から。 
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もう 1 個この 02 の中学校校舎改修工事費っ

ちゅうのはこれは当初予算にはなかったか

あったんかちょっと 02 って増えとるんで、

なかったのが増えとる、どっかから繰り越し

できたのか、もうこれの説明は 428 万円、い

かがですか。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）お答えいたし

ます。この方につきましては 12 月の補正予

算でついたものでして、主なものを設置しま

したらトイレの改修になっております。で、

この 428 万円は全体の契約金額は、1,200 万

あまりなんですけども、６年度の決算としま

して工事前払い金として428万が発生してお

ります。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）ありがとう。勉強不足

ですみません。言いたいのはね結局、議長が

８年も 10 年も前からずっと、高野口内の議

員さんすべてがこう、高野口中学校建て替え

のことをやっとんのに、これも行政的政治的

決断がうといから、こういうお金が発生する

んだって、財政頑張ってお金まわしとるわけ

ですやんか。価格高騰で給食費やら米の話で、

スクラップアンドビルドなんてこれ綺麗な

こと言うけど、こういったところは判断が遅

れるがために出てくる。金額の高い工事せん

でもええ工事が、こういうこれから今年度来

年度で、出てくるような気がするんですね、

もうもうつけてしまった金やからいいんで

すけど。この辺が政治的な決断遅いのが、悔

しいと、別に職員さんに答弁せいとは言えへ

んとこなんやけど。うん。こういうとこがま

だいっぱい隠れどんどんちゃうんかなって

いうのが 1点。これはもう答弁結構です。続

いてよろしいですか。前ページに移って、こ

の小学校ですけど。この辺も、もう 1個、142

ページの今度 2906 小学校建設関連のことで、

この辺は別に金額云々は別に文句ないんで

すけど。それ、失礼。2907 小学校建設の要す

る経費の繰越っていうのかな、これこれの関

連なんですけど、こういったところも、小学

校空調設備とかでこんなん結構なお金行っ

とると思うんすけど、この辺も 1個 1個、精

査して、教室 1個が何平米で、ね、何馬力の

このときでもコロナのときですよね。窓開け

なあかんとか換気せなあかんで、西日が強い

たてもん。南の火が強い建物でこういうのを

計算してね、教育委員会さんは技術屋さんお

るようになってから大丈夫だと思うんやけ

ど。 

この辺、きっちり説明いただきたいんですっ

ていうのは、何平米の部屋に対して日当たり

はまあまあいいですわ。一回り札周り大きい

馬力数をつけていってるかどうかっていう

ことが確認したいんです。それだけ僕すみま

せん教育委員会に対して信用してないんで

す。だから聞いたんです。今まで無駄な使い

方してあるんで。それをお伺いいたします。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）お答えいたし

ます。今回この小学校の空調の整備工事費に

つきましては城山小学校と西部小学校の主

に特別教室を施工いたしましたとですね、馬

力数につきましては、部屋の大きさにもよる

んですけど４から６馬力のエアコンをつけ

ておるところでございます。部屋の面積に足

りるものをつけておると考えております。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君） 

いやだから、城山、西部と、いくつ教室なん

かあるんですかこれ。小学校の空調整備工事

たら 4,158 万円って言うたら、これ結構な金

額ですよ。二部屋だけの話ちゃうでしょ

4,000 万でやったら、体育館 1個いけるんち

ゃうぐらいあるんちゃうかな。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 
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○教育総務課長（丸山恭司君）部屋数につき

ましては城山小学校が特別教室５個室の相

談室の計６室、西部小学校が特別教室７室の

相談室が計８室、合わせまして 14 部屋の施

工いたしております。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）この台数はわかったん

ですけど 1つの部屋の特別教室ったら、普通

の大きさの部屋ですか。半分ぐらいですか。 

普通の部屋の大きさと考えていいんですか。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）特別教室にな

ります。少し一般の教室では大きめになって

おりまして、概ね、ざっと 100 平米前後かと

思います。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）わかりましたほんなら

ねこの４から６っていう細かいこと言うて

悪いんですけど、西日が当たるとか、南の火

当たるとか、コロナで換気扇なあかんという

定義は、この設計図面見積もりにちゃんと含

まれたんですがこれは前の図書室みたいな

不細工な話じゃないから、４馬力から６馬力

って言うたらちゃんと動力で引っ張っとる

から。追加工事とか必要ないと思うんすけど、

もう 1 個言うときますよ。４から 10 馬力ま

で工事代金は一緒なんですよ。僕言うとるこ

とわかります。だからもう 1個つけるとかそ

んなもんぶっ最後なことしとったら、もうこ

の議決するのも嫌になるんすよ、はっきり言

うて。うん。だからもうおっきいのついでに

つけといて怒られることないじゃないすか。 

省エネの時代でしょ。弱で運転しようよって

いうのが、総務課でこれ決まっとるでしょ。 

27 とかなんかにせいって、それとおんなじこ

と言うとるんですよ。そこちゃんと答弁欲し

いんです。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）大体部屋に 1

台ないし２台の室内機ついてるかと思うん

ですけどもご指摘いただきましたように余

裕持って運転できて電気だこの時代に対応

できるように今後考えて考えていきたいと

思いますんでよろしくお願いします。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）いや、考えていきたい

って今決算で使ったお金の報告ですよ。おっ

きいのつけてあるんか否か。僕見に行ってえ

えのか否かの話ですよ。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）部屋の大きさ

にみあったものをつけておりますのでおっ

きな馬力がついてるかどうかちょっと、あれ、

ついてないかもわかりませんけども部屋の

大きさにみあったものをつけてます。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）そしたら正式な答弁で

言うと平米数に対してちゃんとした大きさ

のついとるはずやから、西日南の日やコロナ

やなのか、空調でまだ空けなあかん分やら、

電気代考えて一回り大きいでしょうという

議論はなかったという答弁でよろしいんで

すね。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長補佐。 

○教育総務課長補佐（裏川和男君）一応、空

調を設置するときには、必要容量の計算をや

っております。例えば、西部小学校床面積が

114.8 平米音楽室なんですけども。必要容量

が 264 キロワット。実際できているのは 280 

ｋＷの空調を設置しております。 

　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）でも、仕様書で言うた

ら 264 キロワットで、ちょうど鹿銀がこれよ

り低かったあかんからメーカー対応で280相

当が望ましいってこれ前からパソコンでも

ＡＩでも出るわけじゃないすか。 

仕様書で、ほんで例えば我々で言うたらリビ



71

ングで、20 畳のリビング構えとる人が 18 畳

のエアコンなんか上新やまだケーズデンキ

で買えませんよね。うん。家族が入ったりす

ぐ暑かったり、一階なんか二階なんか撲言う

とんなそういうことで、20年に 1回の買い物

するときに、ちゃんとしましょうよってこう

いうことがこの積み重ねのお金に計上して

きて、電気代とかにかかってきてっていうこ

とを言うとんですよ。ここを、正さんと、市

役所の健全化にはならんということなんで

すよ、とちっちゃいことからこつこつとって

やつですわ。うん。ここらをおろそかに扱っ

てこれでとるはずですわ。委託料はこうです

わって、これ決算でこんな議論しとったら、

次の当初予算で僕らどれだけ調査して、メス

入れて修正せなあかんのですか。もうちょっ

と、もう今回はかめへんので。多分これ一回

りを、僕の中では小さいと思いますわ。うん。

普通に考えたら、音楽室とかあの辺ちゅうの

はその学校の規模によって大きさ違うと思

うんすけどね。うん。もうちょっともったい

ないとか、20 年使う自分家が買い物するみた

いに、ちょっとでも安く安価で、行政的な公

定価格があるんでただけへんと思いますけ

ど、同じつけるんやったら、ね。子どもなん

か同時に 20 人入ってきてもいけるようにと

か、そういうその思いやりの部分というのが

予算に半減して欲しい。イコール一石二鳥で

安く、リーズナブルでこうて欲しい。うん。

イコール市民負担が、ないようにして欲しい

ってこれを言うとるだけで、私間違ってます

かねっちゅう話なんすよ。うん。そこはもう

次の、まだこれから空調をつけていくとこも

証明もあろうかと思うんで、もうちょっと、

頼みますわせっかく同じ汗の量を変えて時

間が一緒んやったら、ちょっとの思いやり立

つだけやからそんなしんどいないでしょう。 

うん。大は小を兼ねるで、答弁ください。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）今後につきま

しては余裕持って、子どもだけでなく、市民

の皆様に対応できるように考えていたと思

います。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中議長。 

○議長（田中博晃君）144 ページの 30064 項

中の屋上防水の件なんですけれども、去年は

全部屋上防水ではないとはいえ、1,800 万近

い予算つけて、でも実は、３日ほど前、雨漏

りがあって板が落ちてきたと。それは、防水

工事はすぐはたやったと。楽器室やって楽器

も濡れてるっていう、今、現状があります。

おそらく副市長知ってくれてるんかなと思

うんですけれども。てなったら、またたちま

ち補正予算組まんが今状況なんですけれど

も、これは高中だけ違って他の学校もそうな

んやけど、実際どこまで点検できてるかって

いうのが正直不安なんですけれども、そのあ

たりいかがでしょうか。きっちり点検できて

るんかできてないんか、また高中はもう、す

ぐ補正つけらんなぐらいの規模で雨漏りし

てるんやけど、いかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）今のとこです

ね、基本的には学校から報告を受けてこちら

の施設部隊が見に行くというな形になって

おりまして、何か点検の業者とかやってると

かっていうわけではございません。 

○委員長（岡本安弘君）田中議長。 

○議長（田中博晃君）それは教育委員会から

各学校に対して、まずきちんと調査するよう

にっていうのは伝えてるけど、学校がしてい

ないのか。それともそういう指示をそもそも

出していないのか、いかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）指示といいま

すか今までのやり方になってしまうんです

けども、どこか不具合があるところがあれば、
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連絡いただいて対応しているということの

流れの中でやっておるところです。 

○委員長（岡本安弘君）田中議長。 

○議長（田中博晃君）その中で高中はこない

だ雨漏りがあって、３日ほど前かな、板が落

ちてきたと。そこはもう確認されてると思う

んですけれども、これ、たちまち教え込まな

あかんレベルの雨漏りですよね。はっきり言

うて。そのあたりは教育委員会として、12月

まで待つのか、昨日の今朝の雨なんかでも、

おそらくもっと雨漏りしてると思うんです

けれども、その辺り調査して、もうもしかし

たら専決やでいかんなところがあるかもし

れへんねんけど、その辺はいかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）雨漏りの状況

ですねよく確認しましてですねどういった

対応が速やかに対応が必要なのか。補正まで

いけるのかとか、ちょっとその辺は考えてい

きたいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）田中議長。 

○議長（田中博晃君）考えて間に合うんやっ

たらいいんやけど、あれももしね、楽器出し

入れ楽器室やったんで、ちょうど高野口の保

全の日吹奏楽部が書き出すときにやったん

ですけれども、もしこれ子どもら入ってると

きに落ちてきてけがしたって言うたら、とん

でもないことだよね。そやからねこれから調

査するっていうのももう、てっきり終わって

ると思うとったんですけれども、まだやって

ことなんで、まずは大至急やってもらって、

すぐに対応するのが対応するというのをや

っていただきたいんですけれども、これは、

課長で答えられるんか部長なんか教育長な

んかもわからんのやけれども、いかがですか。 

○委員長（岡本安弘君）教育総務課長。 

○教育総務課長（丸山恭司君）昨日も現場の

方確認させていただいておりますんでまた、

どこで漏れてきているかとかですねちょっ

とその辺も、確認されておりますのでその辺

も踏まえて対応したいと思います。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）141 ページです。下の

方の備品購入費 17 備品購入費のところの図

書費のことなんですけどね。今日決算なんで

すけど、これ予算のときの同僚議員がちょっ

と質問されとってね。どれだけ増やさんと、

土地が不足してるがあるんですかどれ増や

さなあかんかと、いうことなんで何かこれ、

私も見てたら文科省で何か基準が決まって

るんですかね。保有する図書、ちょっと仰せ

説明していただきたいと思う。 

○委員長（岡本安弘君）学校教育課長。 

○学校教育課長（川原一真君）今ご指摘いた

だきましたように、文部科学省の方でですね、

当初の整備計画というものが立てられてご

ざいます。で、その中でですね、各学校の学

級数に応じまして、それを目標とする、当初

の蔵書数というのは決められてございます。

はい。それで、当初はそれクリアしていない

学校もたくさんございましたので、今後８年

ぐらいをかけて、徐々に、その水準を満たせ

るようにということで、不足している学校に

つきましてはちょっと充填する重点化とい

うことで、予算を上乗せいたしまして、現在

図書の整備を随時行っているところでござ

います。 

○委員長（岡本安弘君）髙本委員。 

○委員（髙本勝次君）今、８年ぐらいかけて、

これから８年でかけてやるんですか。 

○委員長（岡本安弘君）学校教育課長。 

○学校教育課長（川原一真君）スタートがで

すね令和６年度となってございましてめど

としておりますのは令和 13 年をめどとして

ございます。一気に増やすということも考え

たんですけども、ただ本につきましては常に

新しい新書も出て参ります。ですので、一気
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に今出ている本新しくドーンと入れて、あと、

今後出てくる新館が入れられないっていう

ふうな状況ではなくて、常に徐々に徐々に新

しい本が入ってくるというふうな状況を、学

校に作り出そうということで、これ８年とい

いますのは、国が出しているその計画の２期

分残りの期間と次の期間の、合計８年、３年

プラス５年の８年ということで計画した次

第でございます。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　森下委員。 

○委員（森下伸吾君）151 ページこちらは図

書館の方になりますが00321図書館管理運営

に要する経費の次のページですよね 17 備品

購入費の中の図書費になります。主要成果報

告書を見ますと164ページみますとそのあと

で詳しく書いていただいておりますが、例え

ば、蔵書冊数ですよね一般書に関しては、今

回購入が 1,887 冊。その下見ますと、年間の

除籍冊数が 2万 330 冊。だから全前年度の蔵

書冊数が約 10 万冊ありましたけども、令和

６年度は８万 2,000 冊まで減少して、ま児童

書も同じように減っておるということであ

ります。こんなに大量に減らす必要があった

のかその理由はあるんでしょう。 

○委員長（岡本安弘君）図書館長。 

○図書館長（山本忠司君）今お質しをいただ

きました件ですけれども、ご存じの図書館の

方が今まで 16 万冊ということで、書架の方

が非常に今、いっぱいな状態で特に動物書な

んかそうなんですけども、子どもが出せない、

取り出せないようなぐらい今きつきつとい

うような状況がずっと続いて参りました。 

今回、過去に除籍ってのは当然古く、なった

本であったりとか、あまり利用が少なくてあ

とは情報が古くなって、新しい部分について、

行くっていう手段をとっておるんですけれ

ども。そういう書架のいっぱいな部分もあり

まして昨年度の同書点検期間おいて、今まで

ちょっと整理できなかった部分を、今回ちょ

っと整理を多めにしたという形になります。 

当然、予算がついてる分、今は 700 万から

800 万ということで、出ておるんですけども、

これについてはその空いた部分について当

然、増やしていくということになりますので、

強いて言えば、もっと前から適当に言って適

切にですね、除籍なりをして、よかったんで

すが、昨年度にちょっとまとまったという形

でご理解をいただければというふうに思っ

ております。 

○委員長（岡本安弘君）森下委員。 

○委員（森下伸吾君）しっかりその辺、管理

していただいてるのはありがたいことだと

思います今そしたらこの、今年度本年度です

ね蔵書冊数、総合計が 14 万 3,000 円ちょっ

とですね、があるということですが、図書館

のそしたら、適正な冊数というのは、どれぐ

らいんなのかその辺教えてもらえますか。 

○委員長（岡本安弘君）図書館長。 

○図書館長（山本忠司君）一概に橋本市の蔵

書規模がいくらが適当かっていうのが、示さ

れたものはないんですけれども。当然、書家

の面積が今橋本市の場合が 1,000、ちょ、

1,000 平米ほどです。同規模の市の図書館で

言えば、大体 2,000 平米ぐらいが多いかなと

いうふうに認識しております。 

その中であと橋本市の図書館特徴としまし

て、書庫が少ない状況でございますので、会

館してる方が橋本市の場合はほとんどとい

う形になってございます。例えば県立図書館

ですと、開館してる部分と書庫と同じような

面積がますので、そういう観点からいうと二、

三十万冊が平均的な同規模の市の分であれ

ば、蔵書数になるのかなと。あくまで平均っ

てなりますので、適正、７万の人口でないの

はなかなか出てないというふうには理解し

ております。 
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　以上です。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）同じ 141 ページの 2902

の委託料スクールバス運行委託料について

質問します。スクールバス利用がですね最近

ちょっと減ってきているように感じるんで

す。教育委員会としてですね、パスを発行し

ていいいただいてるんだけども。ちょっと保

護者さんというか、子どもらが乗っ乗る権利

があるよっていうことなのか、もう、パスを

発行した以上は、バスで通学するもんですよ。

基本はバスですよってね、万が一のときは送

ってもらったらいいけども、基本バスですよ

っていう考え方なのかちょっとお答えいた

だけますでしょうか。 

○委員長（岡本安弘君）学校再編推進室長。 

○学校再編推進室長（家田郁久君）今ご指摘

のスクールバスのところにつきましては小

学校のスクールバスのところを、ご質問いた

だいておるんですけれども。まずこれにつき

ましては、隅田小学校の現行のスクールバス

の委託料になってます。で、スクールバスの

利用に際しては、利用許可っていうのをさし

ていただいてるんですけども、まず小学校に

入る前にですね、未就学児の健診の際に、来

年度から小学校は入られて、その対象の地区

の方っていうことにはなるんですけども、対

象にまずスクールバスのご利用を希望され

るのかどうかっていうことで、利用申請のご

案内をさしていただいてます。その中で、必

要ないっていうことで、申請されない方も中

にはいらっしゃるんですけども。基本的には、

利用したいんですっていうことで、申請をい

ただいてそれに対して、許可書を発行して、

ご利用いただいてるっていうな流れになり

ますので、基本は、ごご利用いただく。ただ、

なんちゅうかね。 

朝と登校時と下校時のスクールバス乗車が

あるんですけども、帰りは、特に例えば学童

のご利用とかいろんなケースが考えられま

すので、ちょっとご家庭の事情にもよるんで

すけども、基本的にはそのスクールバスをご

利用したいっていうことで申請していただ

いてるっていうふうに考えてます。 

○委員長（岡本安弘君）田中委員。 

○委員（田中和仁君）もちろんそれはそうな

んですけども、朝、例えばその家族に送って

もらう方が、時間の融通が利くし安心やし、

雨降ったら足元ぬれるしっていうことで、非

常に利用が減ってきているというかもちろ

んスクールバスの圏内じゃない子どもたち

も歩いてくるんじゃなくて送ってもらって

るっていうのも関係してると思うんですよ

ね。いや、ちょっともうちょっと詳細に把握

していただきたいなと思って多分バスの会

社さんは、このバス停て何人ってメモしてく

れてるけども、誰がど何回乗ってるとかって

いうのは全然わかってないと思うんですよ。 

僕はもうバス停におるから。この子は毎日来

るとか、この子は月に 1回も乗らないとかっ

ちゅうのは大体わかるんだけど、もうちょっ

と把握して欲しいなあというふうに思うん

です。で、バスについてはちょっと検討され

てますよねＩＣカードどうで、乗降確認する

っちゅうか。そういうシステムを入れて、親

御さんにバス乗ったよってメールがいくよ

うに検討してくれてますよね今、まだ決まっ

てはないでしょうけども、その辺の導入され

たら多分もっと、詳細に誰が何時に乗ってっ

ていうのはもう明らかになると思うんで。 

現実的な乗降人数が把握できてくると思う

んですけど、それを是非ともお願いしたいな

と思います。 

○委員長（岡本安弘君）学校再編推進室長。 

○学校再編推進室長（家田郁久君）今は委託

事業者のバス事業者からの実績報告の中で、
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その日に乗った子どもたちの数はどのバス

停か何に乗ってっていうことになるんです

けども市の方の報告には、この日に何人乗車

しましたよっていうのを日ごとにカウント

をいただいてましてそれの毎月ごとに報告

いただいてるっていう形なります。今の利用

許可書は、アナログのいわゆる許可証になり

ますので、運転士さんの感覚的には、この子

よく乗ってるとか、っていうのはちょっとあ

るとは思うんですけども、なぜアナログなの

で人数のカウントしかまで聞いてないって

いう状況です。後半おっしゃられてたのは、

今後の再編統合の中で新たなスクールバス

の運行を、まだ決定してるは決定してないん

ですけれども。進めたいっていうことで今や

ってる中で、子どもの見守り確認っていうと

ころも含めて、乗車を、いわゆるなんちゅう

かＱＲっていうか、デジタルで確認できるも

のの検討も今しておりますので、そういう導

入がかな。できましたら、当然乗車時刻とか

降車時刻、誰がどこでっていうのが把握でき

るようにはな、なってこようかなと思います

ので、その検証というか確認はしやすくなる

かなっていうふうには考えてます。 

○委員長（岡本安弘君）よろしいですか。 

　ほかにありませんか。 

　堀内委員。 

○委員（堀内和久君）すみません。 

ページで言うと 149、3253 岡潔さんの話です。 

もう細かいことは言うつもりないんですけ

ど。主要成果報告書でも示してくれとんです

けど、基本的に体験館が、柱本小学校かな、

の空き教室で行っとると思うんすけど、こん

な開催をしたとか、小・中学校こんなんした

こんな記念やった、ふるさと展望やったとか

これはもうよくやってくれとそれは構わん

ですけど、記念館、体験館時代に土日祝しか

あいてないんでしたっけ。 

確か、そこに対する根本的なその一般の訪れ

てくる来場者。ほんで平日はお断りしとると

思うんすけどどれぐらい来とるかって把握

してますかっていうこと。うん。この辺の周

知。ここ、この辺はどうなっとるんかなって

いうのをちょっとお伺いします。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）まず、講座

や講演等以外で、純粋にまず資料館を尋ねら

れた方、これは６年度につきましては、大人

の方が 947 名で、子どもの方は 407 名です。 

ただこの中にはですね、すぐ近くで講演通し

させていただいて、それの帰りに寄っていた

だいたという方も含まれておりますで、平日

につきましては夏休み、或いは冬休みにつき

ましては、日にちにすれば３日であるとか４

日であるとかそういう短い期間ではありま

すけども、平日の開館はしておりますただそ

れ以外の学校がある日につきましては、開館

はしておりません。ただ団体さんでですね、

ちょっと調整がつく場合はですね、ちょっと

入っていただいたっていうこともあったか

と思います。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）まあね、文化教育費な

んで文化とかのこの決算ね、使ったお金の計

算とか継承とか、教育理念とか算数数学の話

になるんやけど、やっぱりこう、先ほど森下

先生も言われた水泳の名誉市民と同等で、失

礼ながらＩＴＯであれば、財産なんですね橋

本市の仕事は財産なんで、観光資源にもなる

んです。はっきり言うて。だから、この形で

はがおられる、おられた発祥の地やから、見

に行ってみようって足運んでくれる人もお

るわけで、当然水泳に準ずる人もそうやし。 

数学に関する人もそうやしそういう文化歴

史をこう、発掘していこうとか、その聖地巡

礼じゃないですけどそういうのもあるわけ

で、ここがこの橋本市に来ていただいた方の

それがＤＭＯとどう連携できるかっていう
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とこになっていくんすね。黒河道もしかりだ

と思うんですけど、ここら辺が教育と観光Ｄ

ＭＯとの連携がものすごいパイプが薄い。パ

ンフレット 1個でも、教育のお金で作ったパ

ンフレットを平気で観光課がつこうとると

思うんで、在庫なくなったらまた教育委員会

からもうたらええわって、そんなばかな話な

いですよね前から。岡潔先生も、なんちゅう

んかな。前畑さんも、こういうのがもうちょ

っとリンクできるようになったらなんて別

に決算なんで、使ったお金に対しては適正に

やっとると思うんですけど、もう 1つその周

知とそのこれだけの過去のある人が橋本市

の、今生きとるかと言うたらね、なんちゅう

の水泳のメダリストの方、本市お勤めの方も

素早い、すごい水泳の世界では立派な形タイ

ムカードをしたら職員さんでやってくれる

んかもわからへんけど。その方も、すごい方

やし。野球選手も芸能の方も、そういうのが

橋本市から出とるっていうことが財産とし

て、観光の資源という言い方大変失礼かもわ

かんないすけど、実際そういうことなんです

よ。うん。そこにもうちょっと、尽力してい

ただきたいなと思うんです。いかがでしょう

か。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）おっしゃる

ように、観光でありますとか或いはトレッキ

ング等のですね、含めて、数学体験館を見学

もしていただくという、そういった方も、昨

年度もいらっしゃいましたし、今年度は情緒

の道のということで、ガイドさんと一緒に、

岡潔さんが、歩いたであろう道を一緒に歩い

ていただくと。いうようなイベントも、実行

させていただきまして今後もですね、そうい

った機会を増やして、多くの皆様にですね、

楽しんでいただけるように、やっていきたい

と思っております。 

○委員長（岡本安弘君）堀内委員。 

○委員（堀内和久君）よろしくお願います、

観光のことを教育費で言うのもおかしいで

すけど、この教育に準じた方がおられること

で橋本市が活性化するし、しいて生意気なこ

と言われてもうたら、橋本市に来たついでに、

明日高野山いったろって言うてくれるよう

な、うん。町になっても欲しいし、ほんで住

みやすい、ボチボチの町でも知ってちょっと

そういうふうなこともやっぱりイメージし

ていただきたいと思います。もうこれ以上、

結構です。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

　田中委員。 

○委員（田中和仁君）147 ページ 3204 はたち

の集いに要する経費、会場借上料についてお

尋ねします。これ県立体育館でしてくれてる

と思うんですけど、アザレアっていう検討は

されてますか。 

○委員長（岡本安弘君）生涯学習課長。 

○生涯学習課長（長谷川典史君）アザレアの

場合は、客席のキャパシティの問題もござい

まして、なかなか新成人、今成人という年齢

は 18 歳になったんですけどはたちの集いに

来ていただける方。また保護者の方もいらっ

しゃったりもしますので、そういった方をで

すねすべて入っていただくのはちょっと難

しいので、アザレアは使用できない状態です。 

○委員（田中和仁君）わかりました。 

○委員長（岡本安弘君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、10

款を終わります。 

　次に、11 款　災害復旧費　161 ページから

163 ページまで、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、11

款を終わります。 

　次に、12 款　公債費　163 ページで、質疑

ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、12

款を終わります。 

　次に、13款　諸支出金、14款　予備費　163

ページで、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ありませんので、歳

出を終わります。 

　お諮りいたします。 

　本日の会議は、この程度にとどめ散会し、

明、10月 16 日　午前９時 30分から会議を開

くことにいたしたいと思います。 

　これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○委員長（岡本安弘君）ご異議がありません

ので、そのように決しました、 

　本日は、これにて散会いたします。 

 

（午後４時 52 分　散会） 

 


